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命     令     書 

 

            大阪市大正区 

       申 立 人          Ｚ１ 

             代表者 執行委員長    Ｘ１ 

 

            大阪府箕面市 

       申 立 人              Ｚ２ 

             代表者 執行委員長    Ｘ２ 

 

            大阪市都島区 

       申 立 人    Ｘ３ 

 

            大阪府枚方市 

       申 立 人    Ｘ２ 

 

            大阪府箕面市 

       被申立人     Ｚ３     

             代表者 代表取締役    Ｙ１ 

 

 上記当事者間の平成22年(不)第71号及び同23年(不)第30号併合事件について、当委員会

は、平成25年１月９日の公益委員会議において、会長公益委員井上隆彦、公益委員大野潤、

同池谷成典、同 多啓子、同平覚、同髙田喜次、同野田知彦、同橋本紀子、同播磨政明、

同水田利裕及び同三成賢次が合議を行った結果、次のとおり命令する。 

 

主         文 

１ 被申立人は、申立人 Ｘ３ に対し、平成21年11月21日以降同24年11月13日までの

間、週30時間勤務する従業員として雇用したものとして取り扱い、この期間に同人が

就労していれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。 

２ 被申立人は、申立人 Ｘ２ に対し、平成23年４月21日以降、週40時間勤務する従

業員として雇用したものとして取り扱い、同日から就労させるまでの間、同人が就労

していれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。 

写 
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３ 被申立人は、申立人         Ｚ１         及び同 

Ｚ２                   が平成21年11月10日付け及び同22年９

月28日付けで申し入れた団体交渉に誠実に応じなければならない。 

４ 被申立人は、申立人         Ｚ１         及び同 

Ｚ２                   に対し、下記の文書を速やかに手交し

なければならない。 

記 

                              年 月 日 

         Ｚ１          

執行委員長    Ｘ１    様 

               Ｚ２ 

   執行委員長    Ｘ２    様 

                         Ｚ３     

                      代表取締役    Ｙ１ 

当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、(１)については労働組合法

第７条第１号及び第３号に、(２)については同条第２号に、それぞれ該当する不当労働

行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 

記 

（１）貴組合員 Ｘ３ 氏及び同 Ｘ２ 氏に対し、高年齢者を対象とする継続雇用を

認めなかったこと。 

（２）貴組合が平成21年11月10日付け及び同22年９月28日付けで申し入れた団体交渉に

応じなかったこと。 

５ 申立人らのその他の申立てを棄却する。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求する救済内容の要旨 

１ 組合員２名に対し、継続雇用されていたものとしての取扱い及び週40時間勤務した

として算出した賃金相当額の支払（年率６分付加） 

２ 誠実団体交渉応諾 

３ 組合員１名に対する継続雇用拒否の禁止 

４ 謝罪文の掲示 

第２ 事案の概要 

１ 申立ての概要 

本件は、被申立人が、①満61歳に達した申立人組合員２名に対し、継続雇用を認め
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なかったこと、②面談において、申立人組合員１名に対し、継続雇用が認められない

ことを仄めかした発言を行ったこと、③継続雇用を議題とする団体交渉に応じないこ

と、がそれぞれ不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。 

２ 前提事実（証拠により容易に認定できる事実を含む。） 

（１）当事者等 

ア 被申立人    Ｚ３    （以下「会社」という。）は、肩書地に本社及

び工場を置き、電鉄分野の電子制御機器・計測機器の製造・販売及び電力分野の

電子計測機器の製造・販売を主たる業務とする株式会社であり、その従業員数は

本件審問終結時約40名である。 

イ 申立人         Ｚ１         （以下「組合」という。）は、

肩書地に事務所を置き、主に大阪府内の金属・機械・電気等の産業に従事する労

働者で組織された労働組合で、その組合員数は本件審問終結時約630名である。 

ウ 申立人             Ｚ２             （以下「支

部」といい、組合と支部を併せて「組合等」という。）は、会社の従業員等を組

織している組合の下部組織で、その組合員数は本件審問終結時３名である。 

支部は、当初、     Ｚ４      (以下「  Ｚ４  」という。)の 

Ｚ２’   として結成されたが、その後、  Ｚ４  と 

Ｚ５ との合併等を経て、平成18年より現在の名称となっている(以下、 

Ｚ２’             との呼称であった時期も含めて「支部」とい

うことがある。)。 

エ 申立人 Ｘ３ (以下「Ｘ３組合員」という。)は、支部発足時に支部の執行委

員に就任し、その後、昭和59年８月から平成22年８月まで支部の執行委員長であ

り、本件審問終結時においては、支部の副執行委員長であった。 

Ｘ３組合員は、昭和47年以降会社の従業員であったが、後記(２)イ(ア)のとお

り、会社から継続雇用しない旨通知され、雇用契約終了となった。 

（甲Ａ80、証人 Ｘ４ 、当事者 Ｘ３ ） 

オ 申立人 Ｘ２ (以下「Ｘ２組合員」といい、申立人４者を併せて「申立人ら」

という。)は、支部発足時からの支部の組合員で、昭和50年に執行委員に就任し、

その後も組合役員を歴任した後、平成21年８月から同22年８月まで支部の書記長

であり、同月から本件審問終結時に至るまで、支部の執行委員長であった。 

Ｘ２組合員は、昭和48年以降会社従業員であったが、後記(２)イ(カ)のとおり、

会社から継続雇用しない旨通知され、雇用契約終了となった。 

（甲Ｂ20、証人 Ｘ４ ） 

（２）本件申立てに至る経緯 
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ア 会社の高年齢者継続雇用制度について 

（ア）会社の平成18年３月23日付けの高年齢者継続雇用規程(以下「継続雇用規程」

という。)には、①会社は高年齢者を査定し、採用の可否を決定する、②査定

においては、「継続雇用対象者の査定票」と題する書面(「継続雇用対象者の

査定表」と表記されることがあるが、以下、「本件査定票」という。)を用い

る、③本件査定票の査定帳票として、業務習熟度表、社員実態調査票（継続雇

用規程には「社員実態調査表」と記載されているが、実際の書面には「社員実

態調査票」と記載されているので、本件では、「社員実態調査票」との表記を

用いる）、保有資格一覧表及び賞罰実績表を用いる旨定められていた(以下、

高年齢者継続雇用を単に「継続雇用」ということがある。)。 

なお、本件査定票の様式は、別紙１のとおりである。 

（甲Ａ１） 

（イ）会社は、年に１回、各部署ごとに各業務に関する各従業員のレベルを評価し

た業務習熟度表を作成することとしていた。会社がＸ３組合員及びＸ２組合員

に対し、継続雇用しない旨通知した際には、本件査定票とともに、業務習熟度

表の一部の業務に関する評価やその点数を記載したとされる業務習熟度点数計

算と題する書面(以下、便宜上、この書面を業務習熟度表と区別して「本件業

務習熟度表」という。)が添付されていた。 

（甲Ａ23、甲Ａ47、甲Ｂ３） 

（ウ）会社は、社員実態調査を、原則として、毎年10月１日から翌年９月30日まで

の１年間について実施してきたが、平成19年10月１日から同20年９月30日を対

象期間として実施した次は、同20年10月１日から同22年３月31日の１年６か月

間を対象期間として実施した(以下、便宜上、社員実態調査については、対象

期間の最終日の年を取り、同19年10月１日から同20年９月30日を対象期間とし

た調査の場合は平成20年の社員実態調査、同20年10月１日から同22年３月31日

を対象とした調査の場合は同22年の社員実態調査という。なお、本件査定票及

び本件業務習熟度表については、査定日の年を取って、同20年の本件査定票な

どという。)。 

（乙Ａ27、乙Ａ61、当事者 Ｘ３ 、当事者 Ｙ１ ） 

イ 組合員の雇用契約終了にかかる経緯 

（ア）会社は、平成21年10月16日付けで、同年11月13日で満61歳になるＸ３組合員

に対し、継続雇用しない旨通知し、Ｘ３組合員は、同年11月20日をもって、雇

用契約終了となった。 

（甲Ａ23） 
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（イ）組合等は会社に対し、平成21年11月10日付け文書を提出し、組合員の継続雇

用に関する団体交渉(以下「団交」という。)を申し入れた(以下、この団交申

入れを「21年申入れ」という。)。会社は、この団交申入れに対し、文書回答

をしなかった。 

（甲Ａ27、乙Ａ61） 

（ウ）平成22年６月２日、会社側からはＸ２組合員の上司及び工場長である Ｙ２

（同人は、同21年11月に工場長になっているが、工場長就任前の時期を含め、

以下、同人を「Ｙ２工場長」という。）が出席して、Ｘ２組合員に対する面

談が行われた(以下、この面談を「本件面談」という。)。 

（甲Ｂ20、当事者 Ｘ２ 、証人 Ｙ２ ） 

（エ）組合等は会社に対し、平成22年９月28日付け文書を提出し、組合員の継続雇

用に関する団交を申し入れた(以下「22年申入れ」といい、21年申入れと併せ

て「本件団交申入れ」という。)。これに対する会社の回答書には、司法の場

での最終結論が出るまで一切のコメントを差し控える旨等が記載されていた。 

（甲Ａ28、甲Ａ30） 

（オ）平成22年11月８日、組合等及びＸ３組合員は、会社がＸ３組合員を継続雇用

しなかったこと等が不当労働行為に該当するとして、当委員会に対し、不当労

働行為救済申立てを行った（平成22年(不)第71号事件）。 

（カ）会社は、平成23年３月16日付けで、同月23日で満61歳になるＸ２組合員に対

し、継続雇用しない旨通知し、Ｘ２組合員は、同年４月20日をもって、雇用契

約終了となった。 

（甲Ｂ３） 

（キ）平成23年５月９日、組合等及びＸ２組合員は、会社がＸ２組合員を継続雇用

しなかったことが不当労働行為に該当するとして、当委員会に対し、不当労働

行為救済申立てを行った（平成23年(不)第30号事件）。 

第３ 争    点 

１ 会社がＸ３組合員及びＸ２組合員を継続雇用しなかったことは、組合員であること

を理由として行った不利益取扱い及び組合に対する支配介入に当たるか。 

（１）申立人らの主張 

ア 労使関係について 

現在の会社代表取締役 Ｙ１ (以下「Ｙ１社長」という。)の父が、会社代表

取締役であった時代に、支部が結成されて以来、会社は、精力的に組合活動を行

い、争議行為や法廷闘争も辞さないとする支部を嫌悪し、組合員を差別するとと

もに、組合員の脱退工作、組合の弱体化工作を繰り返してきた。会社は、過去よ
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り継続して続く組合嫌悪意思に基づき、組合員の継続雇用を拒否することにより

会社から放逐して、組合つぶしを行ったものである。 

会社は、不当労働行為の歴史と会社の不当労働行為意思を否認し、平成６年に

当委員会に申し立てた不当労働行為救済申立事件について、最終的に裁判所で和

解が成立したことに関して、不当労働行為が認められるに至った内容は皆無であ

ったなどと主張するが、労働委員会の命令では明確に不当労働行為が認定され、

和解内容もそれを前提とした解決金の支払が含まれており、最終的な和解の成立

をもって、不当労働行為の認定に至った内容は皆無と強弁すること自体、会社の

不当労働行為体質を体現している。 

イ 継続雇用制度の内容等について 

会社の継続雇用制度の評価基準は、そもそも制度設計上、恣意を許すものとな

っており、実際、会社は、恣意的に運用し、査定権限を濫用した。これにより、

会社は、継続雇用制度の導入後、対象となった組合員３名の継続雇用をいずれも

拒否したものである。なお、継続雇用を拒否された組合員３名とは、Ｘ３組合員、

Ｘ２組合員及び同21年１月20日をもって雇用契約終了になり、その後、裁判にお

いて地位確認を求めた Ｘ４ (以下「Ｘ４組合員」という。)である。 

一方、組合員以外でこれまで継続雇用の対象となった者は３名であるが、うち

２名は、会社の脱退工作により組合を脱退した者で、いずれも継続雇用が認めら

れ、残り１名は、継続雇用は認められなかったが、途中入社で運転手としてのみ

勤務を行い、手術のために会社を休職するなどしていた者である。 

社員実態調査票の評価項目は、きわめて曖昧で、抽象的・主観的であり、Ｘ３

組合員やＸ２組合員を査定した段階では、会社は具体的な評価基準を決めていな

かった。具体的な評価基準を決めていないことについては、業務習熟度表も同様

である。 

表彰実績や懲戒処分についても、本来、客観性を有する基準のはずであるが、

会社の解釈次第の運用がなされている。 

就業規則によると、始末書の提出は懲戒処分そのものではなく、事情に応じて

提出を求めるとされているのだから、始末書のみをもって譴責処分であるとする

会社の主張は失当であり、Ｘ３組合員及びＸ２組合員には懲戒処分を受けた事実

はない。しかも、会社は、継続雇用が認められた２名に対しては、仕事上のミス

をしても始末書を求めず、組合員に対しては、同人らのミスでないことについて

強制的に始末書を求めて、執拗に書直しを命じるなどしてきた。組合員の顛末

書・始末書は、それ自体懲戒処分を示すものではなく、逆に、顛末書・始末書の

提出を強制すること自体、不当労働行為意思を有していることを表しており、二
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重の意味での不当労働行為として捉えられるべきものである。 

保有資格については、継続雇用規程の付表の基準によるとされているが、会社

は新たな基準を持ちだし、保有資格に当たらないとしており、これに関しても、

恣意を許す運用がなされている。 

ところで、本件のような事件では、査定を実施し、資料を独占している使用者

側が、人事考課の根拠とした事実及び当該事実の査定基準への当てはめを具体的

に主張・立証する必要があり、組合側が、把握できる限りにおいて、組合員以外

の者と能力、勤務実績について劣らないことを具体的事実をあげて立証すれば、

使用者側が、これに応じて、当該組合員の能力、勤務成績が組合員以外の者より

劣ることを具体的に反証しなければならない。 

しかし、会社は、本件審理において、Ｘ３組合員及びＸ２組合員の勤務態度、

仕事上のミスなどを主張することに終始し、継続雇用が認められた２名の勤務態

度、能力、成績について具体的事実をあげて、この２名に比較して、Ｘ３組合員

及びＸ２組合員が劣っていることについての主張・立証を行っていない。 

ウ Ｘ３組合員に対する評価について 

（ア）Ｘ３組合員は、ほとんどの期間、支部の執行委員長を務め、指導者的地位に

あり、会社から徹底的に嫌悪されてきた。 

平成21年の本件査定票の点数が-81.95点とされるなど、Ｘ３組合員の査定は

著しく低く、継続雇用が認められた２名と100点以上という異常な差がある。

しかし、Ｘ３組合員は、継続雇用が認められた２名と少なくとも同等の専門的

な業務を少なくとも同程度の長期間従事してきた。会社はＸ３組合員が調整・

試験ができる機種はごく一部に限られ、他の機種について教育を受けさせたが

期待どおり進展しなかったとするが、業務効率の問題から、その機種に関して

最も詳しい者がその機種を担当するものであり、担当する機種が一部になるの

は、そのためであり、しかも、Ｘ３組合員は、主に担当する機種以外の機種に

ついても十分な能力を有していた。また、Ｘ３組合員は、時間的にシビアで会

社に電話で指示を仰ぐことのできない夜間の作業を含め、検査業務等のための

出張業務を命じられ、若手の従業員とともに出張することもあり、知識・技能

や理解力・判断力、チームワーク、仕事の達成度や仕事の質等について高く評

価されるべきである。 

社員実態調査票の記述部分についても、Ｘ３組合員の記載はこの２名と大差

がなく、昇格やＩＳＯ理解度テストでも、Ｘ３組合員の方が上位である。 

会社は、Ｘ３組合員の平成21年の本件査定票につき、平成21年には社員実態

調査自体が行われなかったことから、同20年の社員実態調査票の数値を使用し
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たとしているが、この社員実態調査票の点数を計算すると-44点となり、本件

査定票上の-64点と合致せず、20点も低く査定されており、このことからも、

Ｘ３組合員を絶対に継続雇用しないとの結論ありきの査定がなされたことが窺

われる。なお、Ｘ３組合員の業務にミスがなくても隙さえあれば付け込んでき

た会社をもってしても、同19年８月以降は、１件の始末書も存在していない。

このことは、Ｘ３組合員の業務に難癖を付けられなかったということであり、

同20年の業務実績は高く評価されるべきものである。 

（イ）平成21年の本件査定票に添付されていた本件業務習熟度表の査定についても、

「１－１組立配線」「１－２特殊作業」「１－３半田付け作業」における項目

は全てＢ以下とされているが、これらはＸ３組合員が常時行う作業であって、

少なくともＢ＋と評価されるべきである。「２－１受入検査・構造検査」の受

入検査はＢ－であるが、Ｘ３組合員は受入検査に精通しており、少なくともＢ

＋と評価されるべきである。「２－２製品性能検査（直流電鉄用機器）」は 

Ｘ３組合員がこれまで全く担当していないＭＩＣＳ関係以外は、同様に少なく

ともＢ＋と評価されるべきである。「２－３製品性能検査（交流電鉄用機器）」

は、いずれもＢ＋又はＢであるが、これは、Ｘ３組合員が30年以上一貫して担

当してきた業務で他の従業員に指導まで行っているのであるから、Ａと評価さ

れるべきである。「２－４製品性能検査（電力用機器）」のアイソレータや

「３－３電気関連基礎知識」も他の従業員に指導まで行っているのであるから、

Ａと評価されるべきである。 

また、その前年の「２－１受入検査・構造検査」の構造検査や「３－２管理

業務」の在庫管理が評価対象とされたが、Ｘ３組合員はこれらの業務を行って

おらず、この点からも、会社の杜撰な査定が窺われる。 

（ウ）Ｘ３組合員の社員実態調査票では、相当数の項目がＤとされているが、これ

らは少なくともＣとされるべきものである。 

会社は、各項目につき、Ｘ３組合員をＤとした理由をいくつかあげるが、い

ずれも理由がない。Ｘ３組合員の社員実態調査票上の記述内容は、継続雇用が

認められた従業員と大差なく、社員実態調査票に具体的な記載がないだけでは、

マイナス評価できるものではない。 

ａ 「規律維持」については、Ｘ３組合員は無遅刻、無欠席である。なお、会

社は無断遅刻を繰り返している非組合員に対し、「２ 業務指示・命令を率

先して守り、他のメンバーにも徹底させたか」及び「３ 職務規律の維持・

向上に努めたか」についてＢ評価とし、他の項目もＣ評価としている。また、

Ｘ３組合員は、終業前の掃除を製造課でただ一人毎日真面目に行い、業務改
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善のための会議にも、求められれば必ず出席し、組合の会議以外の理由で、

残業指示に応じなかったことはなかった。 

業務指示違反を理由に始末書の提出をしたこともなく、規律違反を理由に

昇給や昇格、一時金で差をつけられたこともない。 

ところで、顧客提出文書を滞留させたとの点については、平成18年８月10

日付けのクレーム処置報告書の提出が遅れていることに関する始末書のこと

と思われるが、これは会社がＸ３組合員に対し、強制的に提出させたもので、

そもそもＸ３組合員にはかかる始末書を提出すべき理由はなかった。Ｘ３組

合員は、上司である課長に速やかに報告書を提出していたが、課長が当時工

場長であったＹ１社長に持参すると、Ｙ１社長は、繰り返し書直しを命じ、

頑として受理しようとしなかった。このため、多くの報告書が課長のところ

で止まってしまうことになったもので、Ｘ３組合員に何の非もなく、非があ

るのは会社側である。 

なお、Ｘ３組合員は、整理整頓ができていない、無駄話をしている、他の

従業員のトラブルを見ている等の問題で、指摘を受けたことはなく、始末書

すら提出したことはない。 

ｂ 「チームワーク」については、Ｘ３組合員は出張作業においては、現地に

おいて電鉄会社や他の下請業者等とチームを組み、連帯して作業を行ってお

り、業者からＸ３組合員に関するクレームが入ったりしたことはなかった。

Ｘ３組合員は、出張で同行した若手の従業員に対し、指導を行ったり、社内

においても、他の従業員からの質問に回答するなどしていた。 

Ｘ３組合員は、毎日、その日に行った作業をノートに記録し、それをもと

に週間業務日報を提出しており、これを未提出として会社から注意を受けた

ことはない。また、事項通知書を提出し、設計課の仕様や回路の間違いを指

摘したり、必ず自らの仕事について納期や工程に間に合わせるなど、他の課

とも意識的に連携を図っていた。 

Ｘ３組合員について、直行率（工程内検査や出荷前検査等すべての検査に

一発で合格したものの比率）が悪かったなどという事実はなく、会社は容易

に提出できる証拠であるにもかかわらず、これを示す証拠を提出していない。

むしろ、会社はミーティングで他の従業員が直行率について足を引っ張って

いる旨の発言をしている。 

会社は、調整要項や試験成績書に指定されている試験項目を実施せずに試

験を終了して不具合を発生させた、試験時に設定すべきスイッチの設定を間

違ったまま調整試験を実施し、その成績書では試験したかのような判定結果
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を記載して出荷したため不具合が発生した等とするが、仮に、このようなこ

とがあったとしても、このことが、「２ 他のメンバーに適切な指導・援助

を行ったか」が低査定になる理由は不明であるし、説明もない。 

なお、調整要項や試験成績書に指定されている試験項目を実施せずに試験

を終了したとするのは、平成19年７月12日付けの電鉄会社の君津ＳＳにおけ

る高配ロケータの不具合に関する始末書の件と思われるが、この始末書は会

社が強制的に作成させたもので、Ｘ３組合員には何の問題もなかった。Ｘ３

組合員は自身で速やかに修理を行っており、会社の業務には何ら支障はなか

った。試験時に設定すべきスイッチの設定を間違ったまま調整試験を実施し、

その成績書では試験したかのような判定結果を記載したとするのは、具体的

な主張がなされておらず、いつのいかなるミスの件か不明であり、Ｘ３組合

員は始末書の提出すら求められていない。 

また、会社は団交でも内部留保額を明らかにしておらず、Ｘ３組合員は内

部留保額を知らないのであるから、Ｘ３組合員が内部留保について発言する

はずはない。 

ｃ 「仕事意欲」については、Ｘ３組合員が調整要項がない製品について通常

設計が製作する調整要項を自ら作成したり、修正の必要がある時には書換え

たりしており、これに対し、他の従業員から感謝されるなどしていた。Ｘ３

組合員は、出張で同行した若手の従業員に対し、指導を行ったり、社内にお

いても、他の従業員からの質問に回答するなどしていた。また、不具合検討

会議や品質会議に出席を求められた場合には、必ず出席し、改善を提案して

いた。納期や工程に遅れることなく、仕事を完遂してきた。 

Ｘ３組合員は、あらゆる製品に関して調整試験を行うことができ、また、

実際にしてきた。 

ｄ 「理解力・判断力」については、Ｘ３組合員は、様々な製品を調整試験す

ることができる。また、査定対象期間にも相当数の出張作業を指示されてい

る。出張作業は、基本的に夜中の作業で、時間的にシビアで、会社に電話照

会するのも不可能で、自身で解決しなければならず、基本的な知識や技術は

もちろん、突発的事項に対応するための経験、判断能力が必要で、システム

全体についての理解力も必要である。 

Ｘ３組合員が調整要項がない製品について通常設計が製作する調整要項を

自ら作成したり、修正の必要がある時には書換えたりしており、これに対し、

他の従業員から感謝されるなどしていた。また、他の従業員からの質問に回

答するなどしていた。 



―11― 

ｅ 「仕事の達成度」については、Ｘ３組合員は、作業スピードが誰よりも速

く、こなす業務量も多かった。正確性の点でも、納期遅れや工程遅れを発生

させたことはなかった。あらゆる製品に関して、調整試験を行うことができ、

実際にしていた。 

ｆ 「仕事の質」については、上記ｅと同様、納期遅れや工程遅れを発生させ

たことはなく、作業の正確さに欠けていれば、受領されていないのであるか

ら、Ｘ３組合員の仕事は質の面で問題はない。また、会社は、Ｘ３組合員に

対し、ミスでないものをあげつらって顛末書や始末書を提出させてきたが、

査定対象期間である時期を含む平成19年10月以降は、始末書すら提出させら

れておらず、この時期には完璧に仕事をこなしていたといえる。 

ｇ 「業務改善」については、Ｘ３組合員が調整要項がない製品について通常

設計が製作する調整要項を自ら作成したり、修正の必要がある時には書き換

えたりしており、これに対し、他の従業員から感謝されるなどしていた。ま

た、Ｘ３組合員は、製品の調整試験の際に、不具合や問題点があると事項通

知書を出して、積極的に、問題点の喚起、改善提案を行ってきた。不具合検

討会議や品質会議に出席を求められた場合には、必ず出席し、改善を提案し

ていた。 

ｈ 「安全への貢献」については、Ｘ３組合員は原子力発電所での作業等、危

険な業務を伴う出張作業の際に、出張先での安全教育を受けて、安全に留意

して作業を行い、客先からクレームがでることもなく仕事を完遂していた。

社内の作業で、物を置きっぱなしにして危険であると指摘されたこともなく、

高電圧作業の場合にはロープを張って他の作業者が入れないようにするなど

安全に配慮している。 

（エ）会社が懲戒処分の根拠としている始末書等は、Ｘ３組合員には何らの落ち度

がないにもかかわらず、Ｘ３組合員に対する敵視から、強要され提出させられ

てきたものである。 

会社が懲戒処分の根拠とした中には、単に事実を報告したのに過ぎない顛末

書と題する書面や本来、他の従業員のミスに起因するものについての始末書等

も含まれている。 

平成11年１月18日の査問委員会にかかる文書は、懲戒処分が行われた証拠に

なるものではない。しかも、これに関して会社が作成した反論書と題する書面

は、個人の業務ミスを揉み消す権限を労働組合が持っているとは考えられない、

社員教育を行う機会である査問は会社専権事項で行っているもので、労働組合

が干渉できるものではないなどと組合嫌悪の意思を隠そうとしない文面となっ
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ている。 

平成19年７月12日付けの電鉄会社の熱海ＳＳにおける始末書などは、リレー

試験器を使用して現地試験をすることなど普通であるにもかかわらず、現地作

業の実態を知らないＹ１社長が自ら「そもそもリレー試験器で現地テストをす

ることは規定にない。なぜ使用したのかが不明」と修正を入れるなどしている

こと自体、内容の当否の問題というより、組合員に何度も始末書を書き直させ

ることで屈辱感やプレッシャーを与え、弱らせることを目的に作成されてきた

ものである。 

（オ）Ｘ３組合員は昭和48年２月19日に工場長から表彰を受けている。 

エ Ｘ２組合員に対する評価について 

（ア）Ｘ２組合員は、結成以来の支部組合員であり、結成の翌年、執行委員に就任

後、役員を歴任し、平成22年８月からは執行委員長を務めており、会社から嫌

悪されることになった。 

Ｘ２組合員は、継続雇用された従業員と比べてなんら遜色なく、勤務を行っ

てきた。Ｘ２組合員の担当業務は、専門的知識、判断力、対応力、コミュニケ

ーション、チームワークを大切にしないとこなせない業務であり、会社がＸ２

組合員にかかる業務を行わせてきたのは、こういった能力や適性があると考え

ていたからに他ならない。 

また、Ｘ２組合員の業務内容及び業務態度に大きな変化がないにもかかわら

ず、同22年の社員実態調査票の点数が、前年に比べて26点も低くなったのは、

Ｘ４組合員が継続雇用を求めて提訴するなどしたことから危機感を持った会社

が、継続雇用の基準点以下に下げるために、意図的にＤ評価を増加させたため

である。これは、前年の面談でＹ１社長からＸ４組合員やＸ３組合員と同じよ

うにしていたらよくない、まだ１年半ほどあるから、よく考えなさいと言われ

たにもかかわらず、積極的に組合活動を続けたことに対する報復でもある。 

（イ）Ｘ２組合員の本件業務習熟度表の査定については、「１－１受入試験」「１

－２絶縁・耐圧試験」「２－３クレーム・不適合品処理」についてＡであり、

Ｘ２組合員は、品質管理で担当していた基本的な業務の習熟度は高く評価され

ていた。合計点30点との水準は、継続雇用を認められた従業員より高い。 

さらに、以下の点につき、Ｘ２組合員は、もっと高く評価されるべきである。

「１－３調整試験」はＢであるが、Ｘ２組合員の通常業務ではないが、工程や

作業人員の都合で、調整・検査の作業はもとより、出張作業において十分に作

業を行っており、少なくともＢ＋とされるべきである。「１－４完成検査」も、

専任担当者が不在の時には担当して製品を出荷しており、少なくともＢ＋とさ
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れるべきである。 

（ウ）Ｘ２組合員の平成22年の社員実態調査票でＤとされている項目は、少なくと

もＣとされるべきものである。 

会社は、各項目につき、Ｘ２組合員をＤとした理由をいくつかあげるが、い

ずれも理由がない。Ｘ２組合員の社員実態調査票上の記述内容は、継続雇用が

認められた従業員と大差なく、社員実態調査票に具体的な記載がないだけでは、

マイナス評価できるものではない。 

ａ 「規律維持」の「１ 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか」

については、Ｘ２組合員は、例えば会社の方針であるＩＳＯの理解度判定の

ための社内試験において、継続雇用が認められた者よりも好成績を上げるな

どしていた。 

ｂ 「規律維持」の「３ 職務規律の維持・向上に努めたか」については、 

Ｘ２組合員は、クレーム品について、関連部署で質問や意見を聞いたことは

あるが、他の技術者の仕事の支障になるような行為はしていない。また、 

Ｘ２組合員は、無遅刻・無欠席である。 

ｃ 「規律維持」の「４ 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか」

については、Ｘ２組合員について、具体的にマイナスになる事象はなかった。 

ｄ 「チームワーク」の「３ 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績

向上に努めたか」については、Ｘ２組合員はクレーム処理が遅れたことはな

く、改善提案活動も行っていた。また、課としての業績を念頭に置き、所属

課長の指示を守り、上司及び部下からの技術的な相談にのり、他のメンバー

に技術的な指導と援助を行い、業績向上に努めていた。 

ｅ 「チームワーク」の「４ 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか」

については、日常業務の努力不足とか調査報告書が遅延しているという事実

はない。Ｘ２組合員は、設計課における仕様、回路の問題点、間違い等を指

摘し、業務が円滑に進むよう常に努力してきた。 

ｆ 「仕事意欲」の「１ 会社・課の全体の成果を意識して積極的に業務推進

したか」については、Ｘ２組合員は、会社・課全体の成果を意識して、製

品・部品の受入・絶縁、耐圧試験を行い納期に遅れることなく製品を次工程

に引き渡し、さらに他のメンバーに技術的な指導を行うなどしてきた。Ｘ２

組合員は、上司からの業務指示に対し、できないなどとして拒否したことは

なく、調査報告を若手に押し付けたこともない。また、業務習熟度表では、

パソコンの操作はＢと評価されている。 

ｇ 「仕事意欲」の「２ 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に
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努力したか」については、製品・部品の絶縁耐圧試験において、問題発生を

早期発見できるように、リーク電流を測定・記録するなどに努めていた。 

ｈ 「仕事意欲」の「３ 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか」につい

ては、出張先での調査、修理業務において、多様な製品や技術システムに対

応し、業務を遂行していた。 

ｉ 「仕事意欲」の「５ 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか」

については、Ｘ２組合員は、例えば、客先での不具合品の調査・修理の業務

について、常に問題意識を持って取り組み、客からの質問、クレームにも迅

速に対応し、その解決に努めた。また、一人で出張した場合も、ほとんどを

完遂し、問題を解決してきた。 

なお、平成21年８月の無負荷検出装置の不具合については、当該装置は、

屋内のリレー部と屋外の検出部に分かれており、当時、Ｘ２組合員は、リレ

ー部の入力が異常であり、検出部に不具合があるのはわかっていた。しかし、

検出器の装置の性質上、検出部の調査には別途手配が必要であったところ、

当日、客先は、リレー部の調査だけの手配しかしておらず、Ｘ２組合員は、

その要望に従い調査をし、客先の担当者もその旨を理解していた。Ｘ２組合

員は、この経緯を後に出張した従業員にも連絡しており、結果として検出器

側に問題があったことが明らかになったものである。 

ｊ 「仕事意欲」の「６ 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか」につ

いては、上記ｉと同様、論理的な調査・解析ができず、思いつきの実験や場

当たり的な処置しかできないという事実はない。 

ｋ 「理解力・判断力」の「２ 理解した事を自らの仕事の効率的な進め方に

発展させたか」については、クレーム会議において、クレーム処理の検討結

果について直ちに理解して、迅速にクレーム対応するとともに、今後の改善

に活用していた。平成20年12月の連絡遮断装置の不具合にかかる経緯につい

ては、Ｘ２組合員に対しては、データ収集のみを指示しており、この後の対

応は特に指示されておらず、このことを理由にＸ２組合員の業務の進め方に

問題があったとはいえない。 

なお、会社において、不具合の原因が直ちに究明できないことは多々あり、

会社があげるＸ２組合員が関与した例のみで、Ｘ２組合員と継続雇用が認め

られた者との間に能力における差があったとすることはできない。 

ｌ 「理解力・判断力」の「４ 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか」

については、客先のクレーム対応を業務改善に活かしており、工程の効率化

として、治具を開発、製作した。 
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ｍ 「理解力・判断力」の「５ 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収

できたか」については、これまで取り扱っていなかった製品についても、出

張して現地試験・調査を行い、業務を完遂し、新しい仕事、知識に対応・吸

収していた。 

ｎ 「実行力」の「２ 困難な状況や障害に対し、粘り強く完遂できたか」に

ついては、現場試験において、客先の都合で事前に準備した試験要領書どお

り実行できなかった場合でも、現地担当者と機敏に協議して、粘り強く対応

し、試験を完遂した。 

なお、Ｘ２組合員が調査報告書の作成を放置、滞留させた事実や、若い社

員にパソコンでの資料作成をさせた事実はない。また、平成20年３月の逆流

検出器の不具合調査の件については、前任の担当者も原因が解明できず、現

在も原因不明のままである。不具合の原因が不明な現場はいくつかあり、そ

の場合には、報告書の提出は求められていない。したがって、平成20年３月

の逆流検出器の不具合調査に関して、Ｘ２組合員が報告書を提出していない

ことをもって、Ｄ評価とするのは不適切である。 

ｏ 「仕事の達成度」の「４ 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか」につい

ては、受入調査、現地出張業務、クレーム処理等の多岐にわたる業務を円滑

に処理していた。 

ｐ 「仕事の質」の「４ 自らの着想・工夫で効率改善できたか」については、

スイッチング電源試験用の治具を開発、製造したり、トランスの極性を判別

するために試験機を使用しない試験方法を開発・確立した。また、製品・部

品の絶縁耐圧試験において、問題発生を早期発見できるように、リーク電流

を測定・記録するなど努めた。 

ｑ 「業務改善」については、電流検出器とか一体型検出器の耐圧試験に関す

る提案等を口頭で行い、その後、文書でも行った。会社は、提案を行わなか

ったとしているが、実際には、Ｘ２組合員は提案を行っており、会社は単に

効果について疑問がある等と恣意的な判断をして正式な提案として受け付け

なかったのに過ぎない。 

（エ）会社が懲戒処分の根拠としている始末書等には、全く理由がない。会社は、

他の従業員のミスに起因するものについて、Ｘ２組合員に問題がないにもかか

わらず、Ｘ２組合員に始末書等を求めていた。 

平成５年にＸ２組合員は他の従業員１名とともに直流電圧検出リレーの非接

触型の機器を開発し、会社は当時の就業規則に基づき、この開発が、就業規則

の表彰事由である生産向上、もしくは技術の発展に貢献せる者に該当するとし
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て、報奨金の交付とともに表彰された。したがって、本件査定票の表彰実績に

は５点が加算されるべきである。 

また、Ｘ２組合員は、簿記検定２級と     Ｚ７     による電気関

係工事資格を有しており、レベルＢの資格を２件有しているとして、本件査定

票で４点が加算されるべきである。会社は簿記資格について、Ｘ２組合員は経

理業務をしたことがなく、業務遂行上取得したものでないなどとして、本件査

定票上の資格に当たらないとするが失当である。また、会社で電気関係工事資

格を有しているのは、６名程度であり、この資格なしでは  Ｚ６  では業務

ができないのであるから、技能資格というべきである。 

（２）被申立人の主張 

ア 労使関係について 

会社には、申立人らが主張するような不当労働行為の歴史や不当労働行為意思

はない。 

イ 継続雇用制度の内容等について 

会社の継続雇用制度は、適法に導入され、その内容も適法である。継続雇用の

可否は、業務習熟度表や社員実態調査票といった客観的な資料をもとに行われ、

恣意的な選別を許す基準は含まれていない。 

ところで、会社は、継続雇用の可否にあたり、従業員の実態をより正確に把握

するために、直近の複数年評価を用いており、Ｘ３組合員に対する継続雇用の可

否の判断は、この考えにより行った。しかし、継続雇用が認められなかったＸ４

組合員の地位確認等請求事件訴訟の大阪地方裁判所の判決において、本件査定票

を作成する時点で利用可能な最新の査定帳票を用いることが制度上予定されてい

ると解される旨判断されたため、それ以降は、単年度の査定により判断をしてい

る。したがって、Ｘ２組合員については、単年度で判断したものである。 

社員実態調査票は、各従業員が自己評価した後、直属上司が評価し、最終的に

所属上長が評価を行い、その過程で面談が行われている。 

社員実態調査票は、平成10年から実施され、配置転換、昇格のデータとして活

用され、これに対する従業員の信頼も確立してきている。各年度の上司評価は概

ねＣを中心とした正規分布となっており、各評価担当者によってばらつきもほと

んどない。 

業務習熟度表についても、同15年から実施され、適正に評価が行われているこ

とは、社員実態調査票と同様である。 

賞罰実績については、就業規則上の懲戒処分により提出された始末書を綴った

ファイルに基づき、まとめられたものである。会社は、就業規則により懲戒処分
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を行い、対象者に始末書提出を求めている。平成11年１月18日の査問委員会に関

し、  Ｚ４  及び支部が提出した文書をみても、申立人らも始末書提出が懲戒

処分であると認識している。 

本件査定票上で評価すべき保有資格は、継続雇用規程の付表の基準に基づいて

判断されるものである。 

ウ Ｘ３組合員に対する評価について 

（ア）Ｘ３組合員は、継続雇用の基準を満たさなかったため、継続雇用が認められ

なかったにすぎず、会社の行為は不当労働行為に当たらない。 

Ｘ３組合員は、主に製品検査を担当していたが、担当できる機種はごく一部

に限られており、他の機種について教育を行ったが、期待どおりには進展しな

かった。Ｘ３組合員は、調整要項どおりに検査を行わなかったり、検査に使用

する定められた計測器を遵守せず不具合を発生させるなどした。会社が、これ

に対し、懲戒処分をしても、平成19年７月12日付けの２通の始末書にもあるよ

うに、同様のミスを繰り返すことが多かった。Ｘ３組合員は、検査完了まで集

中して業務を行うことができず、Ｙ１社長が注意を繰り返したが、一向に改善

されなかった。同18年８月10日付けの始末書からみても、不具合解析及び客先

報告書を一人では完遂できず、途中で放棄することも多かった。会社が製品の

手直しのため、納期遅延になった時、休日出勤まで行った際、Ｘ３組合員が、

定時に退社しようとするので、調査が完了するまで帰らないよう指示したが、

Ｘ３組合員は従わなかった。また、Ｘ３組合員が担当していた業務を、入社２

年目の社員が間違いなくこなすことができるため、Ｘ３組合員には簡単な出張

業務等を命じることが多くなった。 

ところで、Ｘ３組合員は、再雇用制度が導入された頃から、特に、仕事内容

や成果に顕著なものがないにもかかわらず、社員実態調査票の自己評価を意図

的に高くしており、面談について、このことについて質問されても、なんら回

答しなかった。これは、継続雇用を意図して、作為的に自己評価を上げたもの

である。 

（イ）Ｘ３組合員の社員実態調査票の評価内容に誤りはない。 

なお、会社は、審査計画策定段階では、申立人らの主張に反論したものの、

個別の項目ごとにＤ評価とした具体的な理由は明らかにしなかった。その後、

会社側証人として採用された Ｙ２ の陳述書中で、両組合員について、各項目

ごとの評価についての理由を記載した。 

Ｘ３組合員の平成20年の社員実態調査票のＤ評価に関する審査計画策定後の

会社主張の概要は、以下のとおりである。 
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ａ 「規律維持」の「１ 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか」

については、製造課の目標達成計画書に記載の事項について、実績を具体的

に説明すべきところ、Ｘ３組合員は、これを行ったことがない。また、社員

実態調査票にもこれに関する記載がなかった。 

ｂ 「規律維持」の「２ 業務指示・命令を率先して守り、他のメンバーにも

徹底させたか」については、平成18年、顧客提出文書が相当件数滞留してお

り、迅速な処理を命じた際、Ｘ３組合員に対し、滞留している文書の作成を

指導したが、長期間放置されていた結果、処理が不可能なものが多く発生し、

客先への謝罪を余儀なくされた。このような状況では、業務指示・命令を率

先して守っているとはいえず、また、他のメンバーに徹底させていたとはい

えない。 

ｃ 「規律維持」の「３ 職務規律の維持・向上に努めたか」については、作

業周囲の整理整頓、無駄話をやめる、仕事の手を止めて他の従業員のトラブ

ルを見るのをやめて業務に集中するよう、具体的に規律維持を指摘していた

にもかかわらず、Ｙ１社長等が職場を巡回した際等に、他の従業員と話をし

ていたＸ３組合員が自分の作業場に逃げるように戻る姿が見かけられており、

職場規律の維持・向上に努めているとはいえない。 

ｄ 「規律維持」の「４ 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか」

については、Ｘ３組合員が公私の区別をつけて、他のメンバーにも徹底した

ということはなかった。 

ｅ 「チームワーク」の「１ 自主的・積極的に上司に協力し、補佐したか」

については、製造課の品質目標・環境目標に計画している直行率の向上に自

ら改善することがなく率先して推進する努力もなかった。また、調整試験や

成績書作成ミス、整理整頓に関する注意事項を指示しているにもかかわらず、

守られていない。 

なお、会社での出張業務は顧客や関係会社の指示を受けて、会社が事前に

提出した作業要領書に従って実施するもので、ことさらチームワークが必要

なものではない。 

ｆ 「チームワーク」の「２ 他のメンバーに適切な指導・援助を行ったか」

については、調整要項等に指定されている試験項目を実施せずに試験を終了

して不具合を発生させたり、試験時に設定すべきスイッチの設定を間違った

まま調整試験を実施し、その成績書では試験をしたかのような判定結果を記

載して出荷したために、現地で不具合を発生させるなどしていた。調整試験

や成績書作成ミス、整理整頓など常に注意項目として指示していることが守
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られてない状況からも、Ｘ３組合員が他のメンバーに適切な指導・援助を行

っていたとは評価できない。 

ｇ 「チームワーク」の「３ 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績

向上に努めたか」については、上記ｅと同様に、製造課の品質目標・環境目

標に計画している直行率の向上に自ら改善することがなく率先して推進する

努力もなかった上、課内会議において、経営実態の厳しさを訴えて業務改善

を指示した際に、Ｘ３組合員は、内部留保があるから心配ないと発言する等

した。 

ｈ 「チームワーク」の「４ 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか」

については、会社や課内の問題や課題についての提案や意見具申はほとんど

なく、会社の課題に対して改善の姿勢や努力がなく、社員実態調査票にこの

点について評価できる記載はない。 

ｉ 「仕事意欲」の「２ 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に

努力したか」については、社員実態調査票に記載されている目標が毎年同じ

であり、実績との対比から新たな目標設定がなされておらず、会社の主力製

品に関する取得努力をしない。新しい治具の考案や改善もなく、成果もない。 

ｊ 「仕事意欲」の「３ 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか」につい

ては、上記ｉと同様、技術の変化や多様化に率先して挑戦しているとは認め

られず、社員実態調査票にも一切記載されていない。 

ｋ 「仕事意欲」の「４ 自己またはグループの仕事を最後まで責任もってや

り遂げたか」については、顧客提出文書が相当件数滞留しており、迅速な処

理を命じ、相当時間を割いて指導したが、やり遂げることができなかった。 

ｌ 「仕事意欲」の「５ 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか」

については、問題点や疑問点についての追及がほとんどなく、むしろ、少し

複雑な不具合調査や修理など困難な問題に対して放置するようなことがあっ

た。 

ｍ 「仕事意欲」の「６ 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか」につ

いては、業務の中から効率化や改善に向けた問題を発見する能力もなく、そ

のような取組みもできない。 

ｎ 「理解力・判断力」の「３ 仕事を進める過程で生じた異常や突発事項に

適切な判断をしたか」については、仕事を進める過程で生じた異常や突発事

項に適切な判断をしたことはなかった。 

ｏ 「理解力・判断力」の「４ 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか」

については、社員実態調査票においてこの点についての具体的な取組内容の
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記載がなく、実績についての説明もない。 

ｐ 「理解力・判断力」の「５ 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収

できたか」については、この点についても、特に評価できる点はなかった。 

ｑ 「仕事の達成度」の「１ こなした仕事の量・質は十分だったか」につい

ては、特に評価できる点はなかった。 

ｒ 「仕事の達成度」の「２ 計画的・効率的に仕事を遂行したか」について

は、上記ｑと同様、特に評価できる点はなかった。 

ｓ 「仕事の達成度」の「４ 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか」につい

ては、特に評価できる点はなかった。 

ｔ 「仕事の質」の「３ 仕事の手順は規定に準じて的確だったか」について

は、調整要項等に指定されている試験項目を実施せずに試験を終了して不具

合を発生させた事例、試験時に設定すべきスイッチ設定を間違ったまま調整

試験を実施し、その成績書では試験したかのような判定結果を記載して出荷

したため現地で不具合が発生した事例が多い。 

ｕ 「仕事の質」の「４ 自らの着想・工夫で効率改善できたか」については、

社員実態調査票において具体的な効率改善内容が記載されておらず、日常業

務の中でも業務の効率改善を行っていたことはない。 

ｖ 「業務改善」の「１ 業務の改善についてのアイデアを上申したか」につ

いては、社員実態調査票に業務改善の具体的なアイデアに関する記載がなか

た。また、面談でも話がなく、日常業務においても提案がなかった。 

ｗ 「業務改善」の「２ 業務の改善についての提案を提出し実施したか」に

ついては、Ｘ３組合員からは、文書及び口頭も含めて、業務改善の提案はな

かった。 

ｘ 「業務改善」の「３ アイデア・提案は効果的であったか」については、

社員実態調査票での記載が毎年同じような内容であり、改善事項が具体的で

ない。また、提案がないため、具体的な取組み及び効果は認められない。 

ｙ 「安全への貢献」の「４ 潜在危険の予知・不安全箇所の発見に努め、報

告、改善したか」については、改善という点では上記ｖからｘと同様であり、

潜在的な危険予知・不安全箇所の発見・処置の観点からも、整理整頓を何回

も指摘したが、全く従わなかった。 

（ウ）本件業務習熟度表の査定についても、誤りはない。「１－２特殊作業」につ

いては、製品の調整・試験を行う時のネジ締めや圧着作業は局所的かつ少数で、

特に経験もしていない組立配線工程での仕上げ作業に要求される技能を保有し

ていないので、評価できない。「１－３半田付け作業」については、Ｘ３組合
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員は専任的にこの業務を行った経験はなく、資格も保有していない。「２－１

受入検査・構造検査」については、いずれも担当したとはいえないレベルであ

って、習熟しているとはいえない。「２－２製品性能検査（直流電鉄用機器）」

については、会社が製造する主な直流電鉄用機器は、故障選択装置と連絡遮断

装置であるところ、Ｘ３組合員は、機種別担当表でこれらについて普通以下と

して自己申告している。また、平成18年以降にＸ３組合員が指示され担当した

のは、会社の年間生産台数の約１％に過ぎない。「２－３製品性能検査（交流

電鉄用機器）」については、Ｘ３組合員は、ＡＣ⊿Ｉ装置（電鉄で事故が起こ

った際、故障電流を検知して、電気を止める装置）やロケータ（事故等があっ

た際に、電鉄の架線がどの地点で故障しているのかを特定する装置）の調整試

験を行ってきたが、調整要項から逸脱して既定の試験項目を行わないこと、定

められた計測器で試験を行わないこと、種々の作業ミスがあったこと、これら

を幾度も繰り返すことの諸点に鑑みると、他の従業員に技術指導をできるレベ

ルにはないとの評価しかできない。「２－４製品性能検査（電力用機器）」に

ついては、Ｘ３組合員が担当可能なのはアイソレータのみであるが、アイソレ

ータは比較的簡単な装置であって、特に高度の技術や技能を要求されるもので

はなく、会社のＸ３組合員への評価は妥当である。「３－３電気関連基礎知識」

についても、Ｘ３組合員について評価できる具体的なものはなかった。 

（エ）会社は、Ｘ３組合員に対し、就業規則により懲戒処分を行い、始末書の提出

を求めたものである。なお、Ｘ３組合員には、特に評価すべき表彰実績や保有

資格はない。 

エ Ｘ２組合員に対する評価について 

（ア）Ｘ２組合員は、継続雇用の基準を満たさなかったため、継続雇用が認められ

なかったにすぎず、会社の行為は不当労働行為に当たらない。 

Ｘ２組合員は集中力が乏しく、検査完了まで集中して業務を推進できなかっ

た。業務中にわからないことを他の従業員に聞きまわることが多く、注意を受

けていたが、一向に改まらなかった。Ｘ２組合員は、不具合解析及び客先報告

書を一人で完遂したことはほとんどなかった。むしろ、途中で放棄したものも

多く、上司が自ら後始末せざるを得ない状況であった。また、Ｘ２組合員が担

当していた業務は、経験の浅い若手従業員が調整要項どおりに行えば、間違い

なく行えるレベルのものであった。 

Ｘ２組合員もＸ３組合員と同様、再雇用制度が導入された頃から、特に、仕

事内容や成果に顕著なものがないにもかかわらず、社員実態調査票の自己評価

を意図的に高くしており、面談において、このことについて質問されても、な
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んら回答しなかった。これは、継続雇用を意図して、作為的に自己評価を上げ

たものである。 

また、申立人らは平成22年の本件査定票の点数が前年に比べて低くなってい

る点を指摘するが、これは、前年の評価を担当したＸ２組合員の上司は、入社

から日が浅く、全般的に高い評価をしていたことの影響である。 

（イ）Ｘ２組合員の社員実態調査票の評価内容に誤りはない。 

Ｘ２組合員の平成22年の社員実態調査票のＤ評価に関する審査計画策定後の

会社主張の概要は、以下のとおりである。 

ａ 「規律維持」の「１ 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか」

については、品質管理課の目標達成計画書に記載の事項について、実績を具

体的に説明すべきところ、Ｘ２組合員は、これを行ったことがない。また、

社員実態調査票にもこれに関する記載がなかった。 

ｂ 「規律維持」の「３ 職務規律の維持・向上に努めたか」については、勤

務時間中に無駄話をしたり、自分の担当業務に関する疑問を他部署の技術者

に仕事中に直接割り込んで、繰り返し質問するなどしており、これらに関す

る会社からの注意にもかかわらず、改まらなかった。 

ｃ 「規律維持」の「４ 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか」

については、Ｘ２組合員が公私の区別をつけて、他のメンバーにも徹底した

ということはなかった。 

ｄ 「チームワーク」の「３ 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績

向上に努めたか」については、品質管理課の品質目標や環境目標を理解し、

率先して推進すべきであるところ、改善提案活動などはほとんど実績がなか

った。また、クレーム処理が遅れても改善する努力もなく、その実績が社員

実態調査票に記載されていない。 

ｅ 「チームワーク」の「４ 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか」

については、社員実態調査票の記述欄に具体的な取組みの記載がなく、日常

業務においても、そのような努力も見えなかった。不具合調査や調査報告書

の提出遅延が常態化していた。 

ｆ 「仕事意欲」の「１ 会社・課の全体の成果を意識して積極的に業務推進

したか」については、苦手な製品を扱う時や調査が複雑、困難な状況になる

と弱音を吐き、積極的に取り組む姿勢を見せなかった。上司から指示された

不具合調査報告書作成を若い従業員に押し付けるなどしていた。苦手なパソ

コン操作について自ら努力せず、データ作成などの能力も向上しなかった。 

ｇ 「仕事意欲」の「２ 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に
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努力したか」については、社員実態調査票の記述部分に目標や実績が具体的

に記載されていなかった。 

ｈ 「仕事意欲」の「３ 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか」につい

ては、社員実態調査票の記述部分に具体的な記載がなかった。Ｘ２組合員か

ら新たな資格取得や治具の開発などの提案もなかった。なお、Ｘ２組合員の

出張や現地作業には、新しい知識や技術を必要とするものはなかった。 

ｉ 「仕事意欲」の「５ 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか」

については、平成21年８月の無負荷検出装置の不具合にかかる経緯のように、

不具合調査に対して、データに基づく論理的な調査・解析ができず、場当た

り的な処置になり、再発防止対策を図れなかった。 

ｊ 「仕事意欲」の「６ 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか」につ

いては、上記ｉと同様、論理的な調査・解析ができず、思いつきの実験や場

当たり的な処置しかできないのであるから、評価できない。また、Ｘ２組合

員から再発防止への意識・意欲は到底感じられなかった。 

ｋ 「理解力・判断力」の「２ 理解した事を自らの仕事の効率的な進め方に

発展させたか」については、平成20年12月の連絡遮断装置の不具合にかかる

経緯のように、不具合調査に対して、データに基づく論理的な調査・解析が

できず、場当たり的な処置になり、再発防止対策を図れなかった。また、不

具合調査及び報告書の作成が遅延していた。さらに、品質管理課の目標達成

計画書に記載の改善計画もなかった。 

ｌ 「理解力・判断力」の「４ 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか」

については、社員実態調査票において、この点についての具体的な取組内容

の記載がなく、実績についての説明もなかった。 

ｍ 「理解力・判断力」の「５ 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収

できたか」については、上記ｌと同様、評価できる点はなかった。 

ｎ 「実行力」の「２ 困難な状況や障害に対し、粘り強く完遂できたか」に

ついては、調査報告書の作成を放置したり、滞留させるなどした。また、不

具合調査を独力で完結できず、平成20年３月の逆流検出器の不具合調査では、

不具合調査の能力がないため、報告書を書きかけたまま提出していない。 

ｏ 「仕事の達成度」の「４ 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか」につい

ては、不具合調査及び報告書作成に時間がかかり、独力で処理できなかった。

出張業務においても本質的な原因を分析できなかった。 

ｐ 「仕事の質」の「４ 自らの着想・工夫で効率改善できたか」については、

Ｘ２組合員の担当業務である不具合調査には実験的要素が含まれているが、
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計画的な取組みがなく、思いつきで実験を行い、結果が出ない、時間がかか

る、不具合が再発するなどしていた。なお、スイッチング電源の受入治具の

開発は、設計の技術者が以前に開発したものであり、Ｘ２組合員の着想・工

夫ではない。受入検査でリーク電流値を記録するようにしたことは、従来か

ら行っていることで、手法の開発や確立とはいえない。波形観測による試験

方法も、他の従業員が要項を作成済であった。 

ｑ 「業務改善」については、品質管理課の改善提案において、提案を行わな

かった。 

（ウ）Ｘ２組合員の本件業務習熟度表について、申立人らが評価が誤っているとす

る点は、いずれも理由がない。 

「１－３調整試験」は、Ｘ２組合員は実績がなく、「１－４完成検査」にも、

実績はほとんどない。したがって、この評価は妥当である。 

（エ）会社は、Ｘ２組合員に対し、就業規則により懲戒処分を行い、始末書の提出

を求めたものである。なお、このうち１つについては、２名の連名によるもの

なので、懲戒回数を0.5回としている。 

会社がＸ２組合員を表彰した事実は全くない。申立人らは、報奨金の支払を

もって表彰があったと主張するが、これは特許発明の対価として支払われたも

ので、表彰実績に当たらない。会社は、毎年11月頃に、特に業績のあった従業

員を表彰しているものである。 

また、簿記検定２級は、業務遂行に伴い取得された場合に評価対象になるも

のであり、Ｘ２組合員は総務、経理業務を担当したことはないのであるから、

Ｘ２組合員の場合は、本件査定票で評価される資格に当たらない。 

Ｚ７    による電気関係工事資格は、以前、  Ｚ６  の現場に入所する

際に行っていた研修を集中的に行うようになり、その研修終了後に受講証明の

意味合いで付与されるもので、本件査定票で評価される資格に当たらない。 

２ 本件面談におけるＸ２組合員に対する工場長の発言は、組合員であることを理由と

して行った不利益取扱い及び組合に対する支配介入に当たるか。 

（１）申立人らの主張 

本件面談において、Ｘ２組合員は、継続して働く意思があることを明言し、これ

に続けて、既に継続雇用された非組合員２名に比べ、製品に対する知識や対外的な

対応について、自分の方が数段上であると思っており、非組合員２名が継続雇用さ

れるなら、自分も継続雇用されるはずである旨述べたところ、Ｙ２工場長は、「個

人の評価は、仕事ができるかどうかだけで判断するものではない。継続雇用するか

どうかは、最終的には社長が決めることだ」と発言した。 
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Ｙ１社長が組合員を嫌悪していることは明らかであるから、Ｘ２組合員はこの発

言を継続雇用されないという意味であると理解したことは自然である。かかる発言

は、仕事に問題がなかったとしても、組合員であることが継続雇用の適否の判断に

おいてマイナスになることを示唆するもので、不利益取扱い及び支配介入に該当す

る。 

また、この際にＸ２組合員に提示された平成22年の社員実態調査票の会社の評価

は、前回に比べ、Ｂ評価が減少し、Ｄ評価が増加したものであった。 

（２）被申立人の主張 

Ｙ２工場長は、本件面談において、社員実態調査票の内容に沿って、指摘すべき

点を説明し、その上で、この社員実態調査票の評価では継続雇用が厳しい状況であ

ることを伝えたものである。 

Ｙ２工場長が、「個人の評価は、仕事ができるかどうかだけで判断されるもので

はない、最終的には社長が判断する。」旨の発言をしたことは事実であるが、これ

は、担当者としての力量は、他の評価項目に比して多少は良いが、担当者としての

力量だけで評価するものではないという趣旨で発言したものである。また、継続雇

用の可否は、会議の場で決まるとの前提で社長が決裁する旨述べたものである。 

なお、Ｙ２工場長には、Ｘ２組合員が既に継続雇用された非組合員２名に比べ、

製品に対する知識や対外的な対応について、自分の方が数段上であり、非組合員２

名が継続雇用されるなら、自分も継続雇用されるはずである旨述べたとの記憶はな

く、実際、そのような話は出ていない。 

ところで、本件面談は、社員実態調査票の評価について実施されるもので、この

場で会社が継続雇用の意思を尋ねたり、継続雇用について議論することもあり得な

い。また、社員実態調査票は、職務担当者としての業績のみならず、組織の一員と

しての業績等も評価対象としており、実際に、単に仕事ができるかどうかで判断さ

れるものでもない。 

以上のとおりであるから、本件面談におけるＹ２工場長の発言は不当労働行為に

当たらない。 

３ 本件団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たるか。 

（１）申立人らの主張 

組合等は、平成21年９月18日及び同年10月28日、Ｘ３組合員の継続雇用問題につ

き、団交を申し入れたが、会社は前者については、Ｘ４組合員の地位確認等請求事

件訴訟が係属中であることを理由に、最終結審がなされるまで、一切のコメントを

控えるとして、後者は、司法の場での最終結審がなされるまで会社は一切のコメン

トをできないとして、応じない旨返答した。そして、その後、組合等が行った21年
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申入れに、何ら返答を行わなかった。 

また、組合等が、大阪地方裁判所に係属していたＸ４組合員の訴訟が結審したこ

とから、組合員の継続雇用を議題とする22年申入れを行ったところ、会社は、司法

の場で最終結論が出されるまでは一切のコメントを控えるとして団交を拒否した。 

本件団交申入れで組合等が申し入れた継続雇用拒否の撤回要求や査定基準とその

適用の適正さについて説明を求めることが義務的団交事項であることは明らかであ

り、Ｘ４組合員が提訴したからといって、このこと自体が変わるものではない。ま

た、制度が制定される時の支部に対する意見聴取と個々の組合員の継続雇用に関す

る団交は全く別次元のものであり、組合員は、社員実態調査票の査定が恣意的であ

るため、あえて押印しなかったもので、これは団交拒否の理由になるものではない。 

さらに、訴訟と団交とはそれぞれ独自の意義を持っており、並行しているからと

いって、その意義が失われるものではない。 

（２）被申立人の主張 

ア 本件団交申入れに至るまでに、組合員の継続雇用問題について断続的に団交が

行われ、双方が同じ主張を繰り返してきた。会社の再雇用制度は、合法的に制定

され、その過程で、会社は支部の意見も聞いていたにもかかわらず、組合等は制

定された規程そのものに問題があるとして、制定当初から社員実態調査票の本人

確認印さえ拒否する態度を取り続けている。Ｘ４組合員については、要求をしつ

つ、団交の申入れもなく、いきなり提訴し、また、Ｘ３組合員については、Ｘ４

組合員とは別件といいながら、Ｘ４組合員についての訴訟手続が進むやＸ４組合

員と同様の申入れをするようになった。 

組合等は早急に団交を申し入れているところ、その時期は業務の繁忙期に当た

り、また、双方が同様の主張を繰り返してきた事項であることもあって、すぐに

応じなかっただけであり、実際に、その後に開催された団交で、主張を戦わせて

いる。 

イ 会社は、本件の審査計画策定後、下記の主張を追加した。 

会社が21年申入れを受けた時点で、その１週間後に主として年末賞与を議題と

する団交開催が予定されており、その場で、継続雇用問題が議題に上がることが

当然予想されたため、会社は21年申入れに対し、回答を行わなかったのにすぎな

い。実際、１週間後に開催された団交とその次の団交で、組合等は21年申入れと

同内容の申入れを行い、従前のＸ４組合員についての主張と同様の主張を繰り返

し、会社も従前の反論を行った。そして、組合等は、継続雇用について次の団交

開催を要求しなかった。 

22年申入れに関しても、年末賞与を議題とする団交が行われた際に、組合等は
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希望者全員の雇用を求める主張を繰り返し、会社も繰り返し、従前の反論を行っ

た。そして、組合等は次の団交開催を要求しなかった。 

したがって、本件団交申入れに対して、会社は団交を拒否したことにならない。 

第４ 争点に対する判断 

１ 争点１（会社がＸ３組合員及びＸ２組合員を継続雇用しなかったことは、組合員で

あることを理由として行った不利益取扱い及び組合に対する支配介入に当たるか。）

について 

（１）証拠及び審査の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

ア 会社の業務の概要 

（ア）会社は、主として、電鉄分野の電子制御機器・計測機器の製造・販売及び電

力分野の電子計測機器の製造・販売を行っているところ、平成21年頃の会社の

業務の概要は次のとおりである。なお、製品の製作自体は、ほとんど外注され

ている。 

ａ 電鉄会社、電力会社、重機会社等からの受注した製品を設計課が設計する。 

ｂ 設計課の設計をもとに、総務課資材グループが製品の部品を業者に発注す

る。なお、一部の部品については、納品があった段階で、品質管理課が受入

検査し、必要に応じて、再発注や修繕依頼をする。 

ｃ 外注先に、製品の製作を依頼する。その際、図面や受入検査で合格した部

品を送付する。外注先から納品があれば、製造課製造係において仕上げを行

う。 

ｄ 仕上げた製品を品質管理課が中間検査を行い、不具合があれば、再発注や

修繕依頼を行う。 

ｅ 中間検査で合格した製品について、製造課検査グループが調整、試験を行

い、品質管理課が完成検査を行う。 

ｆ 完成検査の済んだ製品を総務課資材グループが受注先に発送する。 

なお、２割から３割程度の製品については、現地において作動状況について

立会試験を行う。また、納品後も定期検査や不具合発生時には、現地にて、検

査や修理を行う。 

（甲Ａ80、当事者 Ｘ３ ） 

イ これまでの労使関係の概要 

（ア）昭和49年10月１日、会社の当時の従業員約60名のうち47名を組織して支部が

発足した。 

（甲Ａ80、証人 Ｘ４ ） 

（イ）昭和55年３月19日、  Ｚ４  は当委員会に対し、中途採用者の賃金是正に
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おいて、支部組合員に対する査定を低くしたことが不当労働行為であるとして

救済申立て（昭和55年(不)第14号事件）を行った。この事件は、支部と会社間

で、同年５月26日付けで、マイナス査定をされた支部組合員に対し、是正を行

うことを含む覚書が交わされ、終結した。なお、この事件において、 

Ｚ４が査定差別が行われたと主張したのは、Ｘ３組合員及びＸ２組合員以外の

支部組合員についてであった。 

（甲Ａ50の１、甲Ａ50の２、甲Ａ81） 

（ウ）平成２年１月16日、  Ｚ４  は当委員会に対し、同元年年末一時金につい

て、従前の慣行を無視して、支部組合員に対する仮払いに応じないこと等が不

当労働行為であるとして救済申立て（平成２年(不)第１号事件）を行った。 

この事件について、平成４年６月26日付けで、当委員会は全部救済命令を発

し、これに対し、会社は中央労働委員会（以下「中労委」という。）に対し再

審査を申し立てたが、  Ｚ４  と会社との間でこの事件について、解決金の

支払等を含む確認書が同年７月30日付けで締結され、終結した。 

なお、この事件について当委員会が命令を発出した時点での支部組合員数は

13名であった。 

（甲Ａ52の１、甲Ａ52の２、甲Ａ52の３、甲Ａ81） 

（エ）平成６年１月24日申立ての不当労働行為救済申立事件の経過 

ａ 平成６年１月24日、  Ｚ４  は当委員会に対し、①同５年度の賃上げ、

夏季一時金及び年末一時金に関する団交における会社の対応、②出張命令を

受けた時間帯の一部につき指名ストを行い、指名スト終了後、工場で通常勤

務していた支部組合員に対し、会社の出張命令に従わず業務を放棄したとし

て、厳重注意を行ったこと、③上記②の支部組合員に対し、当該出勤日分の

賃金を支払わなかったこと、④上記②及び③に関して同支部組合員を誹謗中

傷する文書を会社内の掲示板に掲示したこと、⑤Ｘ４組合員らに対し、出張

指令書に基づき業務を遅滞なく完遂することを誓う旨の「念書」を提出しな

いことを理由に、従前は出張前に仮払いしていた出張旅費を支払わなかった

ことが不当労働行為であるとして救済申立て（平成６年(不)第４号事件）を

行った。 

この事件について、平成８年６月28日付けで、当委員会は、①会社は、指

名スト終了後、工場で通常勤務した支部組合員に対し、当日は、スト解除後

の就労を拒否する明確な意思表示を行っておらず、工場内での通常勤務の就

労を黙認し、労務の受領をしたものと判断するのが相当である、②会社が掲

示した文書には、単に会社の見解の公表にとどまらず、当該支部組合員は
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「トラブルの技術調査に真剣に取り組まず」、「日和見的な業務態度」、

「他力本願の報告待ちをしている仕事意識」などといった通常は公表される

ことのない人事上の個人評価までも記載されており、出張拒否闘争を嫌悪す

るところから発したと認めざるを得ない、③出張拒否闘争中にことさら出張

者個人に対し、業務を遅滞なく完遂する旨の念書の提出を求め、これを出張

旅費の仮払いの条件とすることは、組合活動に対する心理的圧力を加えるも

のといわざるを得ない、等と判断し、①当該支部組合員について、当該出勤

日のスト終了後の時間帯は就労したものとして扱い、その賃金相当額及びこ

れに年率５分を乗じた額の支払、②当該支部組合員に対する厳重注意をなか

ったものとして取扱うこと、③当該支部組合員について就労しなかったとし

て厳重注意し、当該出勤日のスト就労後の時間帯分の賃金相当額を控除した

こと、支部組合員に関する文書を会社内の掲示板に掲示したこと及びＸ４組

合員らに対し、「念書」を提出しないことを理由に、従前は出張前に仮払い

していた出張旅費を支払わなかったことに関する誓約文の手交を命じ、それ

以外の点については申立てを棄却する一部救済命令を発した。 

（甲Ａ53の１、甲Ａ53の２、甲Ａ81、乙Ａ37） 

ｂ 上記の当委員会の命令に関し、会社は中労委に対し再審査を申し立てた。 

中労委は、平成15年３月13日付けで、①当該支部組合員は、指名スト終了

後、出張を命じた業務命令に従わなかったのであるから、それが労働組合の

方針によるものであったにせよ、会社が厳重注意を行ったことは不当とはい

えない、②当該支部組合員の工場での就労について、会社は拒否するとの明

確な意思表示をしていない以上、いわば通常業務を黙示的に受領したに等し

く、たとえ本来の債務の本旨に従った労務提供でなくても、その範囲におい

て賃金相当額の支払をすべきものであり、後になって一方的に賃金全額を支

払わないとすることは、出張拒否闘争に参加した当該支部組合員をことさら

不利益に取扱うものである、等と判断し、初審命令のうち、①出張拒否闘争

の実施方法のあり方との均衡を考慮し、当該支部組合員に対する金銭の支払

のうち、年率５分を加算した部分を削除する、②当該支部組合員に対する厳

重注意をなかったものとして取扱うことを命じた部分を取り消す、③誓約文

中の厳重注意に係る部分等を削除するとし、その余の再審査申立てを棄却す

る旨の命令を発した。 

（甲Ａ53の３、甲Ａ81） 

ｃ 平成15年４月23日、会社はこの中労委命令に対し、東京地方裁判所に対し、

取消訴訟を提起した。この訴訟は、  Ｚ４  と会社との間で和解が成立し、
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同17年３月18日、取下げにより終結した。 

この際の  Ｚ４  と会社との間の和解条項は、以下のとおりである。な

お、文中の原告は会社を、被告は中労委を、被告補助参加人は  Ｚ４  を

意味する。 

「１ 略 

２ 原告は、本件和解の成立を受けて、被告補助参加人に対し、後記８の

項の取下げ後１週間を経過する日までに組合事務所を再貸与する。ただ

し、被告補助参加人は、原告に対し、同組合事務所の利用に際し、原告

との間の大阪地労委平成10年(調)第23号事件のあっせんにおいて合意し

た組合事務所貸与に関する協定書別紙２記載の遵守事項を厳守すること

を確約する。 

３ 略 

４ 原告と被告補助参加人は、被告補助参加人が原告に対して団体交渉を

求める場合には、原告の指定する形式（社長及び副社長の両名（連名）

に宛てた文書）によって、申入れをするものとする。 

５ 原告と被告補助参加人は、本件指名スト問題、所属組合員の2003年及

び2004年の賃上げ及び夏季・年末賞与の問題並びに組合事務所貸与の問

題については、本和解によって解決することに合意し、原告は、これを

受けて、被告補助参加人に対し、上記問題の解決金として金50万円の支

払義務があることを認め、これを平成17年３月末日限り、被告補助参加

人の指定する銀行口座に振り込んで支払う。 

６ 被告補助参加人は、前項に記載した問題が和解により解決したことに

より、本件命令（中労委平成８年(不再)第27号事件について被告が平成

15年３月13日付けで原告に対して発した救済命令及びその前提となった

大阪地労委平成６年(不)第４号事件の救済命令を含む。）について、被

告や原告に対して、その履行をもとめないものとする。 

７ 略 

８ 被告補助参加人は、原告を相手方として大阪府労働委員会に係属して

いる不当労働行為救済申立て事件（大阪地労委平成15年(不)第78号、同

平成16年(不)第10号事件）のうち、本和解で解決した事項については、

その申立てを取り下げる。（Ｘ４・Ｘ３両組合員に対する処分問題につ

いては本和解では未解決のため取り下げない。） 

９から11 略                           」 

（甲Ａ53の４、甲Ａ81、乙Ａ38） 
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ｄ 平成10年６月18日、  Ｚ４  は当委員会に対し、従前の組合事務所を明

け渡した際、新たに組合事務所を貸与する旨会社と合意したにもかかわらず、

会社は、貸与に当たって、従前になかった条件を付することを要求し、条件

が決まらなければ、貸与を開始しないとしているとして、あっせんを申請し

た（平成10年(調)第23号）。 

同11年９月14日、この件は、双方があっせん案を受諾して終結したが、そ

の際、  Ｚ４  と会社の間で、組合事務所の貸与に関する協定書が締結さ

れた。この協定書には、別紙として、昼休み以外の就業時間中の入室は、事

前に会社に届け出て、許可を得ることや組合事務所の内部以外の場所におい

て、会社の許可なく、立看板、赤旗、ポスター、ビラ等の設置を行わないこ

と等を内容とする組合事務所利用に当たっての遵守事項と題する文書が付さ

れ、組合がこの遵守事項に違反した時は、会社は組合事務所の明渡しを求め

ることができる旨の条項が含まれていた。 

（乙Ａ61） 

（オ）平成７年１月31日、  Ｚ４  は当委員会に対し、平成６年夏季及び年末一

時金について、従前の慣行を無視して、支部組合員に対する仮払いに応じない

こと等が不当労働行為であるとして救済申立て（平成７年(不)第８号事件）を

行った。 

同８年７月22日、大阪地方裁判所において、支部組合員と会社間の同一時金

の支払仮処分申立事件の異議事件における和解が成立し、これに伴い、同年８

月２日、上記の救済申立ても無関与和解で終結した。 

（甲Ａ54の１、甲Ａ54の２、甲Ａ54の３、甲Ａ81、乙Ａ61） 

（カ）平成15年11月17日、  Ｚ４  は当委員会に対し、会社が①同年８月28日の

団交申入れに応じないこと、②  Ｚ４  が、平成６年(不)第４号事件にかか

る中労委命令の履行を求めて、会社のフェンス外側にのぼり等を設置した上で、

会社の門前で抗議要請集会を開いたところ、組合事務所の明渡しを求めたこと、

③従来の約束及び慣行に反して、会社構内での集会許可を認めないこと、④宛

先を社長とした会社あての組合からの文書を会社が受領しないこと、⑤Ｘ４組

合員に対し、始末書の提出を求め、Ｘ４組合員が提出を拒否したところ、聴聞

会を開くなどしたこと、等が不当労働行為であるとして救済申立て（平成15年

(不)第78号事件）を行った。 

平成16年２月６日、  Ｚ４  は当委員会に対し、会社が①Ｘ４組合員に対

し、懲戒処分を行ったこと、②Ｘ３組合員に対し、始末書の提出を強要したこ

と、が不当労働行為であるとして救済申立て（平成16年(不)第10号事件）を行
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った。 

これらの事件は、併合されて審査されたが、平成17年４月６日、組合は、上

記(エ)ｃの和解の成立に伴い、Ｘ４組合員に対する処分等やＸ３組合員に対す

る始末書の提出に関する部分以外を取り下げた。さらに、同年10月17日、その

残りの部分について、関与和解が成立し、終結した。 

ところで、  Ｚ４  が平成16年(不)第10号事件を申し立てた際の申立書に

は、平成15年11月19日、会社はＸ４組合員に対し、懲戒処分の通知書を手渡し

た旨記載されている。 

（甲Ａ55、甲Ａ81、乙Ａ33、乙Ａ34、乙Ａ35、乙Ａ36） 

（キ）平成17年12月28日、会社は大阪池田簡易裁判所に対し、Ｘ４組合員を被告と

して、同組合員が業務中に試験器を破損させたことについて損害金の支払を求

める訴訟を提起した。この訴訟は、大阪地方裁判所に移送された後、同18年12

月27日、Ｘ４組合員が会社が求める損害金の一部を支払う内容で和解が成立し、

終結した。 

（乙Ａ61） 

ウ 高齢者継続雇用制度と各査定について 

（ア）会社の平成18年３月23日改定の就業規則には、以下の定めがある。 

「（退職） 

第43条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は退職とする。 

 ① 定年に達したとき 

 ②から④ （略） 

（定年） 

第44条 従業員の定年は、満60歳とし、この年齢になった日（誕生日）を含

む月額賃金計算期間の最終日（20日）で定年とする。 

（略） 

（高年齢者継続雇用制度） 

第49条 定年により退職した従業員の継続雇用に関しては「高年齢者継続雇

用規程」の定めるところによる。 

（略） 

（表彰事由） 

第70条 １ 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは表彰する。 

   ① 永年誠実に勤務したとき(以下、「永年勤続表彰」という) 

   ② 品行方正、技術優秀、業務に誠実で従業員の模範となるとき 

   ③ 業務上有益な発明改良または工夫考案をしたとき 



―33― 

   ④ 災害を未然に防止しまたは災害の際、特に功労のあったとき 

   ⑤ 国家的、社会的功績があり、従業員の模範となるような行為

のあったとき 

   ⑥ その他各号に準じ表彰に値する行為のあったとき 

  ２ 第１項第１号の永年勤続表彰は、毎年11月23日前後に勤続満10

年、満20年および満30年の従業員に対して行う。 

（表彰の方法） 

第71条 １ 表彰は賞状を授与してこれを行う。 

  ２ 賞状には副賞として賞品または賞金を付することがある。 

（懲戒の種類） 

第72条 懲戒は譴責、減給、出勤停止、降職、降格、諭旨解雇および懲戒解

雇の６種類とし、始末書を取ることがある。 

   ① 譴  責  将来を戒める 

   ② 減  給  １回について平均賃金の半日分以内を減給する。た

だし、その総額において当該賃金支払期間の賃金

総額の10分の１を超えることはない。 

   ③ 出勤停止  14日以内の出勤を停止し、その間の賃金を支給しな

い。 

   ④ 降職・降格 役職を免じもしくは下げまたは資格を下げる。 

   ⑤ 諭旨解雇  諭旨のうえ解雇する。 

   ⑥ 懲戒解雇  予告期間を設けないで即時解雇する。この場合行政 

官庁の認定を得たときは予告手当を支給しない。 」 

（甲Ａ２） 

（イ）平成３年３月５日、支部と会社間で、組合員について、定年である60歳以降

満61歳になった日を含む月額賃金計算期間の最終日である20日までの間、嘱託

として雇用する旨の協定が締結された。会社はその後、組合員以外の会社従業

員に対しても、この取扱いを適用することとした。 

（甲Ａ20） 

（ウ）会社は、平成18年３月23日付けで継続雇用規程を制定した。継続雇用規程に

は、以下の定めがある。 

「（高年齢者の定義） 

第１条 １ 定年により退職した満60歳以上の従業員であり、労働協約によ

り満61歳までの勤務を満了した従業員を言う。 

    ２ （略） 
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第２条   （略） 

（高年齢者の採用） 

第３条 会社は、継続雇用を希望する高年齢者のうちから選考して、高年齢

者を採用する。 

（高年齢者の採用基準） 

第４条 １ 会社は高年齢者の在職中の業務実態および業務能力を査定し、

採用の可否、および採用した高年齢者の労働条件を決定する。 

          ２ １の査定には本規程添付の「継続雇用対象者の査定表」を用い

る。 

          ３ ２の「継続雇用対象者の査定表」に用いる査定帳票は次のもの

とする。 

           ① 業務習熟度表 

           ② 社員実態調査表（ママ） 

           ③ 保有資格一覧表 

           ④ 賞罰実績表 

          ４ ２の「継続雇用対象者の査定表」の結果により、総点数が０点

以上の高年齢者を採用し、０点以下の高年齢者は原則として採

用しない。 

          ５ 採用した高年齢者の労働条件を２の「継続雇用対象者の査定表」

の結果により、次のようにする。 

           ① 総点数が10点以上の高年齢者は週40時間以内の労働時間とし、

賃金等の労働条件は本規程第３章に記す。 

           ② 総点数が10点以下の高年齢者は週30時間以内の労働時間とし、

賃金等の条件は本規程第３章に記す。 

第５条  （略） 

（労働条件の明示） 

第６条 １ 会社は、継続雇用した高年齢者の採用に際しては、採用時に賃

金、労働時間その他の労働条件が明らかになる「嘱託雇用契約

書」を作成し明示するものとする。 

          ２ 「嘱託雇用契約書」の有効期限は１年間とし、本規程第８条に

記載の継続雇用の期限に達するまで「嘱託雇用契約書」を毎年

更新するものとする。 

          ３ 「嘱託雇用契約書」を更新する際には、本規程第４条記載の判 

定を行い、記載する労働条件の変更を行う場合がある。 
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第７条  （略） 

（継続雇用の最長期限） 

第８条 １ 継続雇用の最長期限を次のように定める。 

           ①平成19年３月31日までの期間では、満62歳までの雇用とし、従

業員が満62歳に達した日を以って退職とする。 

           ②平成22年３月31日までの期間では、満63歳までの雇用とし、従

業員が満63歳に達した日を以って退職とする。 

           ③平成25年３月31日までの期間では、満64歳までの雇用とし、従

業員が満64歳に達した日を以って退職とする。 

           ④平成25年４月１日以降では、満65歳までの雇用とし、従業員が

満65歳に達した日を以って退職とする。 

          ２ 本規程第４条に定める判定で業務実績および能力が特に優秀で

あり、かつ継続勤務を希望する高年齢者に関しては、１の最長

期限を超えて継続雇用する場合もある。 

第９条から第41条  （略）                     」 

（甲Ａ１） 

（エ）継続雇用規程に定める主な査定帳票の内容について 

ａ 業務習熟度表は、各業務ごとに、Ａ（他人に業務を指導できる）、Ｂ（自

分ひとりで業務を遂行できる）、Ｃ（指導がなければ業務を遂行できない）

並びにＡとＢの中間のＢ＋及びＢとＣの中間のＢ－の５段階で、毎年４月１

日から翌年３月31日までの１年間を査定期間とし、毎年３月に各課長が各従

業員について現状と目標値を、翌年３月に達成状況を実績値として、記入す

るものとされている。なお、業務習熟度表上の項目は、全社的に共通の部分

もあるが、課ごとに異なっている。 

本件査定票に添付される本件業務習熟度表の内容は、どの課についても、

査定表項目は10項目に分かれ、その下にそれぞれ１個から９個程度の業務の

項目に実績値を記載する形式になっている。その際、Ａは２点、Ｂ＋は１点、

Ｂ評価以下は加点しないとされ、各査定表項目につき対象となる業務が複数

の場合は原則として平均値を反映させることになっており、算出された平均

値に調整係数を乗じる場合もある。こうして、各査定表項目ごとの点数を合

算した点数を５倍して、本件査定票上の点数とするとされている。ただし、

実際には、業務習熟度表には記載されていない項目の実績値が、本件業務習

熟度表上には記載されている例などがある。 

なお、業務習熟度表は、平成15年に会社が品質マネージメントシステムで
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あるＩＳＯ９００１を導入した際に、人的資源の適正管理の目的で導入され

たものである。 

（甲Ａ１、甲Ａ47、当事者 Ｘ３ 、当事者 Ｙ１ ） 

ｂ 社員実態調査票は、各従業員ごとに作成され、その期に実施した仕事内容

と特筆すべき成果を記入する「今期の業務実績」、要素ごとに評価内容が列

挙された「１年間の実態調査」、会社が定める３個程度の設問に対し記述す

る「最近の会社課題について」からなり、各従業員が記述部分に記入し、自

己評価をした後、上司が評価することになっており、各課とも共通の様式を

用いている。 

評価は、各内容ごとにＡ（十分である）、Ｂ（向上が認められる）、Ｃ

（普通）、Ｄ（不十分）、Ｅ（評価に値しない）の５段階である。 

本件査定票の対象になるのは、「１年間の実態調査」の上司の評価である。

「１年間の実態調査」は、「組織の一員としての業績」「担当者としての力

量」「職務担当者としての業績」の３要素にわかれ、さらに、「組織の一員

としての業績」は「規律維持」「チームワーク」「仕事意欲」の３項目、

「担当者としての力量」は「知識技能」「理解力・判断力」「実行力」の３

項目、「職務担当者としての業務」は「仕事の達成度」「仕事の質」「業務

改善」「安全への貢献」の４項目にわかれている。これら10項目それぞれに

つき、３個から６個の評価内容があり、評価内容は合計で43個である（別紙

３、別紙５、別紙７、別紙９、別紙14から別紙17参照）。 

本件査定票上の点数は、この43個の評価内容の上司の評価につき、Ａ（２

点）、Ｂ（１点）、Ｃ（０点）、Ｄ（－１点）、Ｅ（－２点）として合計を

算出し、それを２倍して算出するとされている。なお、会社は評価に当たっ

て、各評価内容ごとの評価基準や評価の具体的方法や判断材料を列挙するな

どした内部資料は作成していない。 

また、社員実態調査票に基づき、各従業員とその上司との間で面談が行わ

れている。 

ところで、全査定対象者の社員実態調査票の「１年間の実態調査」の計43

個の上司評価についてのＡからＥの分布状況は、下記のとおりである。なお、

平成21年の欄がないのは、平成19年10月１日から同20年９月30日を対象とし

て調査を行った次は、同年10月１日から同22年３月31日を対象として調査を

行ったためである。 
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会社は、平成11年から社員実態調査を導入したところ、その際、従業員に

対し、平成10年８月25日付け文書を配布し、実施を通知した。この文書には、

社員実態調査の主旨・目的について、①経営実態に関する従業員の理解度を

把握する、②従業員各人の会社での位置付けを会社と従業員で共通認識化す

る、③従業員各人の過去の業務・成果を振り返り、今後の方向性を模索する、

④会社の現状打破、再生に向けての従業員の意見を抽出する、⑤従業員の今

後の適性配置、能力開発等の基礎資料を収集する、と記載されていた。なお、

会社は、社員実態調査票の評価結果を賃上げや一時金に反映させてはいない。 

ところで、組合等は会社に対し、平成19年11月８日付け文書を提出し、①

社員実態調査の評価を継続雇用の可否の判断に使用するとの会社の方針は、

継続雇用にあたって、選別をしないようにという組合等の要求と相容れない、 

②組合員は、従来、社員実態調査の評価票に、評価票を見たという趣旨で確

認印を押してきたが、押印することが、会社の評価を承認したと受け取られ

る恐れがあるとして、今後は、組合員は押印をしない旨通知した。 

（甲Ａ14、乙Ａ27、乙Ａ29、乙Ａ61、当事者 Ｘ３ 、当事者 Ｙ１ ） 

ｃ 会社の平成18年３月23日付け継続雇用規程には、付表として資格一覧が添

付されていた。この付表では、資格は、レベルＡとレベルＢに分けられ、レ

ベルＡの基準は公的資格であり、取得に高度な知見と経験が必要なもの、レ

ベルＢの基準は、①公的資格であり、大学卒業程度の知識で取得可能なもの、

②業務遂行に伴い取得した各種技能資格とされていた。また、レベルＡにつ

いては例として、技術士、博士、弁護士、税理士、公認会計士、情報処理技

術者１級、第１種・第２種電気主任技術者、１級電気工事施行管理技士、及

びその他の資格で会社がレベルＡと認定した資格とされ、レベルＢについて

は例として、簿記検定２級、英検２級、秘書検定２級、情報処理技術者２級、

査定対象者 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計

平成11年 34人 4 (0.3%) 232 (15.9%) 989 (67.6%) 227 (15.5%) 10 (0.7%) 1462

平成12年 35人 1 (0.1%) 220 (14.6%) 1086 (72.2%) 191 (12.7%) 7 (0.5%) 1505

平成13年 27人 0 (0.0%) 93 (8.0%) 865 (74.5%) 202 (17.4%) 1 (0.1%) 1161

平成14年 33人 0 (0.0%) 125 (8.8%) 1071 (75.5%) 189 (13.3%) 34 (2.4%) 1419

平成15年 33人 3 (0.2%) 184 (13.0%) 996 (70.2%) 202 (14.2%) 34 (2.4%) 1419

平成16年 疎　明　な　し

平成17年 31人 1 (0.1%) 152 (11.4%) 945 (70.9%) 218 (16.4%) 17 (1.3%) 1333

平成18年 33人 6 (0.4%) 190 (13.4%) 928 (65.4%) 295 (20.8%) 0 (0.0%) 1419

平成19年 32人 5 (0.4%) 295 (21.4%) 880 (64.0%) 193 (14.0%) 3 (0.2%) 1376

平成20年 30人 13 (1.0%) 323 (25.0%) 815 (63.2%) 136 (10.5%) 3 (0.2%) 1290

平成22年 28人 0 (0.0%) 312 (25.9%) 782 (65.0%) 110 (9.1%) 0 (0.0%) 1204
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第３種電気主任技術者、２級電気工事施行管理技士、電気工事士、危険物取

扱者、ガス主任技術者、ガス溶接技能者、ＣＡＤ利用技術者、及びその他の

資格で会社がレベルＢと認定したものとされていた。 

（甲Ａ１） 

エ 組合員等の雇用契約終了と本件査定票による評価等について 

（ア）会社は、平成20年12月15日付けで、Ｘ４組合員に対し、継続雇用しない旨通

知し、Ｘ４組合員は、同21年１月20日をもって、雇用契約終了となった。 

平成21年３月19日、Ｘ４組合員は大阪地方裁判所に対し、会社の従業員であ

ることの地位確認等を求めて訴訟を提起し、同22年９月30日、大阪地方裁判所

は、Ｘ４組合員が会社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確

認する旨の内容を含む判決(以下「Ｘ４組合員地裁判決」という。)を発した。

これに対し、会社は、大阪高等裁判所に控訴し、同23年３月25日、同裁判所は、

判決(以下「Ｘ４組合員高裁判決」という。)を発し、同組合員が労働契約上の

権利を有する地位にあることを確認する旨の判断は維持された。 

（甲Ａ19、甲Ａ20、甲Ａ47） 

（イ）会社がＸ３組合員に対し、継続雇用しない旨通知した平成21年10月16日付け

の文書には、同19年、同20年、同21年のＸ３組合員の本件査定票が添付されて

いた。 

（甲Ａ23） 

（ウ）会社はＸ２組合員に対し、継続雇用しない旨通知した平成23年３月16日付け

の文書には、同22年のＸ２組合員の本件査定票が添付されていた。 

（甲Ｂ３の１） 

（エ）平成23年２月末の段階で、会社で継続雇用規程に基づく継続雇用にかかる査

定の対象となったのは、上記３名の組合員以外には３名であり、このうち２名

が査定の結果、継続雇用され、１名は継続雇用されなかった(以下、便宜上、

継続雇用されなかった１名を「従業員Ａ」といい、継続雇用された２名を「従

業員Ｂ」及び「従業員Ｃ」という。)。なお、従業員Ａは、50歳台になってか

ら会社に入社し、社長が移動する際の運転手や書類の整理等を担当しており、

継続雇用の可否が判断される時期の直前に病気により会社を休職していた。ま

た、従業員Ｂ及び従業員Ｃは、以前、組合に加入していたが、それぞれ昭和53

年及び平成７年に組合を脱退した。ところで、従業員Ｂ及び従業員Ｃは、いず

れも週40時間労働する従業員として採用された。 

（甲Ａ76、甲Ａ79、甲Ａ81、乙Ａ11、証人 Ｘ４ ） 

（オ）Ｘ３組合員、Ｘ２組合員及びＸ４組合員が継続雇用されない旨通知された際
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に添付されていた本件査定票及び継続雇用の査定の対象となった他の３名の従

業員の本件査定票の点数及びその内訳は、以下のとおりである。 

 

なお、従業員Ｃのその他の７点は、保有資格にかかる２点と役職経験にかか

る５点である。 

（甲Ａ23の４、甲Ａ23の６、甲Ａ23の８、甲Ｂ３の２、乙Ａ２、乙Ａ３、乙

Ａ４、乙Ａ12の１、乙Ａ13の１、乙Ａ14の１、乙Ａ14の４、乙Ａ15の１、乙

Ｂ１の２） 

（カ）会社は、平成22年(不)第71号事件の申立後の平成23年３月23日を再査定日と

して、平成19年及び同21年のＸ３組合員に対する本件査定票を再度作成した。

その本件査定票の点数と内訳は下記のとおりである。 

 

（乙Ａ17、乙Ａ18） 

（キ）Ｘ３組合員に対する社員実態調査票等について 

ａ Ｘ３組合員の平成19年、同20年及び同21年の本件業務習熟度表及び同11年

から同20年の社員実態調査票の本件調査票に反映される部分の内容は、別紙

２及び別紙３のとおりである。 

なお、同18年の社員実態調査票の「業務改善」の「１ 業務の改善につい

てのアイデアを上申したか」の項目の上司評価には、ＢとＤの両方に○が付

され、Ｂの○の上に二重線が書かれていた。 

ところで、Ｘ３組合員の社員実態調査票の「１年間の実態調査」における

計43項目に対する自己評価をＡ（２点）、Ｂ（１点）、Ｃ（０点）、Ｄ（－

１点）、Ｅ（－２点）として合計点を算出すると、平成18年が２点、同19年

が12点、同20年が29点となる。 

また、同18年、同19年及び同20年のＸ３組合員の社員実態調査票の「今期

の業務実績」及び「最近の会社課題について」の本人記載内容は、別紙10及

　　　点数とその内訳

業務習熟度表部分 社員実態調査票部分 懲戒実績部分 その他

Ｘ３組合員 19年 -77.3 0.7 -54 -24

20年 -87.3 0.7 -64 -24

21年 -81.95 6.05 -64 -24

Ｘ２組合員 22年 -15 30 -36 -9

Ｘ４組合員 19年 -22 0 -20 -2

20年 -4 0 -2 -2

従業員Ａ 19年 -13 5 -18 0

従業員Ｂ 19年 41.35 23.35 18 0

従業員Ｃ 20年 40.65 7.65 28 -2 7

　　　点数とその内訳

業務習熟度表部分 社員実態調査票部分 懲戒実績部分 その他

Ｘ３組合員 19年 -73.3 0.7 -50 -24

21年 -61.95 6.05 -44 -24
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び別紙11－１のとおりである。 

（甲Ａ23の２、甲Ａ23の３、甲Ａ23の５、甲Ａ23の７、乙Ａ２、乙Ａ３、

乙Ａ４、乙Ａ６、乙Ａ８、乙Ａ16、乙Ａ27、乙Ａ61） 

ｂ 平成19年、同20年及び同21年のＸ３組合員の懲戒実績の点数は、いずれも

-24点であるが、Ｘ３組合員は、在職中、会社から懲戒処分である旨を記載

した書面を交付されたことはない。 

（甲Ａ23の４、甲Ａ23の６、甲Ａ23の８、乙Ａ２、乙Ａ３、乙Ａ４、当事

者 Ｘ３ ） 

ｃ 平成19年、同20年及び同21年のＸ３組合員の本件査定票の保有資格、役職

経験及び表彰実績は、いずれも０点である。 

（甲Ａ23の４、甲Ａ23の６、甲Ａ23の８、乙Ａ２、乙Ａ３、乙Ａ４） 

（ク）Ｘ２組合員に対する社員実態調査票等について 

ａ Ｘ２組合員の平成22年の本件業務習熟度表及び同11年から同22年の社員実

態調査票の本件査定票に反映される部分の内容は、別紙４及び別紙５のとお

りである。 

なお、平成22年の業務習熟度表には「受入検査」との項目はあるが、「受

入試験」との項目はなく、「受入検査」の下に小項目が４個、「調整試験」

の下に小項目が３個あり、これら７個の項目と「絶縁・耐圧試験」「完成検

査」の各項目の実績値の欄には、対象外を意味する「－」が記入されている

が、本件業務習熟度表には、別紙４のとおり記載されている。 

ところで、Ｘ２組合員の社員実態調査票の「１年間の実態調査」における

計43項目の自己評価をＡ（２点）、Ｂ（１点）、Ｃ（０点）、Ｄ（－１点）、

Ｅ（－２点）として合計点を算出すると、平成19年が29点、同20年が35点

（ただし、２項目について未記入であったため、この項目は０点として算

出）、同22年度が41点となる。 

また、同19年、同20年及び同22年のＸ２組合員の社員実態調査票の「今期

の業務実績」及び「最近の会社課題について」の本人記載内容は、別紙10及

び別紙11－２のとおりである。 

（甲Ｂ４、甲Ｂ５、甲Ｂ７、乙Ａ27、乙Ａ61、乙Ｂ１の２、乙Ｂ２、乙Ｂ

３） 

ｂ Ｘ２組合員の平成22年の懲戒実績の点数は-9点であるが、Ｘ２組合員は、

在職中、会社から懲戒処分である旨を記載した書面を交付されたことはない。 

（甲Ｂ３の２、甲Ｂ20、乙Ｂ１の２、当事者 Ｘ２ 、当事者 Ｙ１ ） 

ｃ Ｘ２組合員の平成22年の本件査定票の保有資格、役職経験及び表彰実績は、
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いずれも０点である。 

（甲Ｂ３の２、乙Ｂ１の２） 

（ケ）従業員Ｂの平成19年の本件業務習熟度表及び同18年の社員実態調査票の本件

査定票に反映される部分の内容は別紙６及び別紙７のとおりである。 

従業員Ｃの平成20年の本件業務習熟度表及び同19年の社員実態調査票の本件

査定票に反映される部分の内容は、別紙８及び別紙９のとおりである。 

また、平成18年の従業員Ｂ及び同19年の従業員Ｃの社員実態調査票の「今期

の業務実績」及び「最近の会社課題について」の本人記載内容は、別紙10及び

別紙11－３のとおりである。 

（乙Ａ13の１、乙Ａ13の２、乙Ａ15の１、乙Ａ15の２） 

（コ）平成21年の業務習熟度表のうち本件業務習熟度表に反映される可能性のある

項目について、Ｘ３組合員と同一の書面上に評価が記載されていた非組合員に

対する実績値は別紙12のとおりである。 

平成22年の業務習熟度表のうち本件業務習熟度表に反映される可能性のある

項目について、Ｘ２組合員と同一の書面上に評価が記載されていた非組合員に

対する実績値は別紙13のとおりである。 

（乙Ａ９、乙Ｂ３） 

（サ）平成20年及び同22年の社員実態調査の評価対象となった非組合員は、いずれ

も27名で、本件査定票に反映される部分の内容と評価の比率は別紙14から別紙

17のとおりである。 

（乙Ａ27） 

（シ）Ｘ４組合員地裁判決では、継続雇用の基準時の問題に関して、会社には本件

査定票を作成する基準時についての定めはないが、再雇用の可否及び再雇用後

の労働条件を決定する目的で労働者の在職時の業務実態及び業務能力を査定す

るものとして作成されるものであるから、再雇用の可否の判断に近接した時点

で作成されることが制度上予定されているというべきである旨判断された。ま

た、選定基準にしたがって、あるべき評価を行うと本件査定票の合計点は５点

以上となるが、10点には満たないという結果になること等から、Ｘ４組合員と

会社との間に週30時間とする労働契約が成立したと認めるのが相当とされた。 

Ｘ４組合員高裁判決では、継続雇用をするか否かを選別、判断する資料とし

て、複数年度の人事考課等の査定資料を用いることには、それなりの合理性が

あり、そのこと自体が不当であるということはできないが、継続雇用規程の選

定基準においては、複数年度の査定帳票を用いるとの内容は全く記載されてお

らず、複数年度とした場合でも何年分を用いるのか、複数年度を用いた場合に
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点数は平均するのか、最も高い評価点数を採用するのかといった採点方法も不

明ということになり、そのような基準の運用方法は、労働者に明らかにされて

いなかったのであり、継続雇用規程から読み取れないような選定基準の運用は

許されないというべきであり、継続雇用の可否の判断の基礎となる査定帳票は

継続雇用規程の解釈上直近の単年度の査定帳票によるべきものと解するのが相

当である旨判断された。また、選定基準にしたがって、あるべき評価を行うと

本件査定票の合計点は１点になること等から、Ｘ４組合員と会社との間に週30

時間とする労働契約が成立したと認めるのが相当とされた。 

（甲Ａ20、甲Ａ47） 

オ Ｘ３組合員の業務内容等 

（ア）Ｘ３組合員は、平成12年以降会社を退職するまでの間、製造課製造グループ

に属し、会社の製品の調整・試験等を担当していた。 

調整とは、その製品が正常に動作するように、原則として設計の担当者が作

成したその製品ごとの調整要項に従って、製品各部の電圧値、電流値、周波数

などを調整する業務である。試験とは、調整の済んだ製品について、試験成績

書に従って、製品が仕様どおりにできているかを試験し、製品に不具合がある

場合には、必要に応じて他課と連携しながら、不具合原因を調査し、修理を行

う業務である。 

会社では６名程度が調整・試験を担当しており、概ね、製品ごとに担当する

従業員は決まっており、Ｘ３組合員が一番多く担当していた製品は、ロケータ

であって、Ｘ３組合員の業務の50％程度を占めていた。Ｘ３組合員は、他にも、

ＡＣ⊿Ｉ、直流電圧検出装置（直流の電気を検出する装置）、直流計測装置等

を担当していた。 

（甲Ａ80、当事者 Ｘ３ ） 

（イ）会社では、製品の納品後、客先からの不具合が発生したとの連絡に応じて、

鉄道会社の変電所や電力会社の発電所等に出張し、不具合のある製品を交換し、

正常に動作することを確認したり、定期検査を行うなどしており、Ｘ３組合員

及びＸ２組合員もこういった出張を行うことがあった。 

平成19年11月から同21年11月までの間に、Ｘ３組合員は電鉄会社の変電所等

に計66回出張しており、この頻度は、他に出張業務を行っている従業員とほぼ

同じであった。そのうち31回は１名での出張であるが、他の従業員と出張した

中には、同17年や同19年に入社した者と２名で出張した場合もある。 

これらの出張においては、相手方の担当者、工事業者等の他企業の担当者と

並行して作業を行う場合もある。また、電鉄会社での作業は、通常、深夜に行
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われ、不明な点があった時等は、会社に電話で照会することはできない。また、

平成21年６月及び同年８月、Ｘ３組合員は他の従業員１名とともに、直流漏電

警報機の定期点検や現地試験のため、敦賀発電所に出張し作業を行った。 

（甲Ａ34、甲Ａ35、甲Ａ36、甲Ａ37、甲Ａ80、乙Ａ50、当事者 Ｘ３ 、当

事者 Ｙ１ ） 

（ウ）Ｘ３組合員は、時間外労働を求められた際、原則として応じていた。また、

無遅刻、無欠勤で、納期に遅れたり、工程の遅れを指摘されたことはなかった。 

Ｘ３組合員は、勤務した日にはその日にあったこと等をノートに記録してい

たところ、このノートには、不具合発生の分析の発表等を行う製造課の品質会

議に参加した旨の記載や、「事項通知書」との記載がある。なお、事項通知書

とは、会社において、製品の仕様や回路の間違い等を報告する時に作成される

書面である。 

（甲Ａ35、甲Ａ36、甲Ａ80、当事者 Ｘ３ ） 

（エ）平成15年頃会社で実施されたＱＭＳ全体教育テストでは、平均点は73点であ

ったところ、Ｘ３組合員は74点、Ｘ２組合員は78点で、後に継続雇用された２

名の従業員は68点と50点であった。これら４名はいずれも不合格となり再試験

が実施されたところ、Ｘ３組合員は89点、Ｘ２組合員は94点で合格し、後に継

続雇用された２名のうち１名は82点で合格し、残りの１名は69点で再々試験の

対象になった。 

（甲Ａ80、乙Ａ45、当事者 Ｘ３ ） 

（オ）Ｘ３組合員の始末書等の提出にかかる経緯 

Ｘ３組合員の本件査定票上の懲戒実績の根拠は、以下のａからｆ及びｈから

ｍの始末書、顛末書及びお詫びと題する書面である。 

ａ Ｘ３組合員は、昭和51年９月３日付けで、標準電圧電流発生装置故障に関

する顛末書を提出した。この顛末書には、リード線を取違えて接続したこと

とともに、今後こういったことがないよう注意して取り扱う旨の記載があっ

た。 

（甲Ａ80、乙Ａ10の２） 

ｂ Ｘ３組合員は、平成９年３月７日付けで、電鉄会社の綾部ＳＳでの試験に

関して、高配ロケータの調整に関する始末書を提出した。なお、この始末書

には、「図面の不備および、調整要項、試験成績書にコンデンサトリップに

ついての記載がなかったこともありますが、私のチェックもれがありまし

た。」との記載があった。 

（甲Ａ80、乙Ａ10の３、当事者 Ｘ３ ） 



―44― 

ｃ Ｘ３組合員は、平成10年３月25日付けで、社内予備器のロケータのカバー

５枚の紛失に関する始末書を提出した。この始末書には、①５枚中４枚につ

いては、調整及び試験時にカバーを外し、元に戻す作業を怠ったと思われる、

②残り１枚については、原因はわからない、③今後は、このような過失がお

こらないよう十分注意する旨の記載があった。 

ところで、ロケータは、会社の複数の従業員が使用している。 

（甲Ａ80、乙Ａ10の４） 

ｄ Ｘ３組合員は、平成10年10月13日付けで、電鉄会社の泉ＳＳにおけるロケ

ータの不具合調査に関する顛末書を提出した。 

この顛末書には、①同年５月15日、泉ＳＳのロケータを会社に返送、②同

年６月26日、発振回路定数変更のためポリスチロールコンデンサを注文、③

同年８月19日、ポリスチロールコンデンサ未入荷のためセラミックコンデン

サを取り付ける、④同日、報告書作成、⑤同月20日、報告書やり直し、⑥同

月29日、水沢ＳＳにおいてトラブル発生、⑦同年９月２日、水沢ＳＳより持

ち帰ったプリント基板を調査、⑧同月７日、水沢ＳＳのロケータに今回の件

とは別のアナログ回路不良判明、⑨同月13日、水沢ＳＳにてトラブル発生、

⑩同月17日、泉ＳＳのロケータを水沢ＳＳに貸出、といった経過が記載され

ていた。 

（甲Ａ80、乙Ａ10の５、当事者 Ｘ３ ） 

ｅ Ｘ３組合員は、平成10年10月13日付けで、電鉄会社の新北上ＳＰにおける

ロケータの不具合調査に関する顛末書を提出した。この顛末書には、①同年

１月22日から同月23日まで、不具合調査のため新北上ＳＰへ出張した、②帰

社してから提出した出張報告書中で、不具合に対する対策を三案提案し、ど

の案を採用するのか、決定してもらうよう課長に要請した、③その後、対策

が決まらないと報告書が作成できないとして、対策を決定するよう課長を通

じて、再度、要請した、④東京出張所から現地で作業したことだけでよいか

ら新北上ＳＰに関する報告書を提出するよう催促があったため、課長と相談

の上、同年７月16日、報告書を作成した、⑤同年８月17日までの間、報告書

の書直しを数回、求められた、⑥報告書について、設計担当の従業員が対応

し、その従業員の原案に沿って提出した、との経過が記載され、追記として、

①今後は、不具合品の調査については、出来るだけ早く行い、結論が出ない

場合も、中間報告書を提出するようにする、②対策案は報告書を設計担当の

従業員が対応した時に決まったように思われるが、対応案の決定の遅れのた

め、報告書の提出が遅れた旨の記載があった。 
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（甲Ａ80、乙Ａ10の６、当事者 Ｘ３ ） 

ｆ Ｘ３組合員は、平成10年10月13日付けで、ＩＣカードに関する顛末書を提

出した。この顛末書には、出張先でＩＣカードが正常にフォーマットできな

かったため、会社で調査したところ、ＩＣカードの異常を確認したが、メー

カーに調査依頼すべきところを忘れていた旨の記載があった。 

（甲Ａ80、乙Ａ10の７） 

ｇ 平成11年１月18日の査問委員会にかかる経緯 

（ａ）会社はＸ３組合員に対し、平成11年１月14日付けの通知書(以下「11年

通知書」という。)を手交し、懲戒処分を実施するにあたって、同月18日

に査問を行うとして、出席するよう求めた。この通知書には、開催日時や

場所のほか、査問の内容として、①過去５件の始末書に至る経緯、②始末

書提出後の再発防止策の実施事例、③業務改善計画とその進捗状況と記載

されていたが、査問を行う根拠やメンバーについての記載などはなかった。 

ところで、会社の就業規則には、査問委員会についての規定はなかった。 

（甲Ａ44の１、甲Ａ56の２、甲Ａ80、甲Ａ81、当事者 Ｘ３ 、当事者 

Ｙ１ ） 

（ｂ）  Ｚ４  及び支部は、会社に対し、申入書と題する文書を提出し、11

年通知書に対し、Ｘ３組合員が処分されるいわれはないと主張するととも

に、査問を行う手続、メンバー及び目的を文書で回答するよう求めた。 

（甲Ａ44の２、甲Ａ56の３、甲Ａ80、甲Ａ81、当事者 Ｘ３ ） 

（ｃ）会社は  Ｚ４  及び支部に対し、平成11年１月19日付けの反論書と題

する書面を提出した。この書面には、①会社は従業員が業務上、業務命令

違反の企業秩序を乱す行為を行うなどした時には、就業規則に則り、従業

員を処分するところ、Ｘ３組合員は、この２年間で５件の業務上のミスを

犯している、②  Ｚ４  及び支部は、査問の手続、メンバー及び目的に

ついて回答するよう求めているが、従業員個人の業務上のミスを問いただ

し、社員教育を行う機会である査問は会社の専権事項で行っているもので、

労働組合が干渉できるものではない、③査問の内容は11年通知書に記載し

ているとおりである旨記載されていた。また、この書面の末尾には、「今

後、貴組合は労働組合の域を超えた会社への内部干渉を自粛し、本来の労

働組合活動に専念されることを希望するものである。」と記載されていた。 

（甲Ａ44の３、甲Ａ56の５、甲Ａ80、甲Ａ81、当事者 Ｘ３ ） 

（ｄ）平成11年１月18日、会社は、Ｘ３組合員欠席のまま、査問委員会を開催

した。この委員会の議事録には、Ｘ３組合員が出席を拒否した経緯として、
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直属の上司等がＸ３組合員に対し、出席を促したが、組合からの申入書に

対する回答がないという理由で出席を拒否した旨の記載やＸ３組合員の懲

戒処分を就業規則に則り、厳重に実施することが妥当である旨記載された

が、この件に関して、Ｘ３組合員への処分はなされなかった。 

（甲Ａ80、乙Ａ10の８、当事者 Ｘ３ 、当事者 Ｙ１ ） 

ｈ Ｘ３組合員は、平成11年４月20日付けで、電鉄会社の水沢ＳＳにおけるロ

ケータのＲＯＭの装着ミスに関する始末書を提出した。この始末書には、今

後は図面のチェック等細心の注意を払い、同じようなミスを起こさないよう

十分注意する旨の記載があった。 

ところで、同月15日、会社では水沢ＳＳにおけるロケータの不具合に関す

る会議が開催された。 

（甲Ａ80、乙Ａ10の９、当事者 Ｘ３ ） 

ｉ Ｘ３組合員は、平成12年５月25日付けで、電源線焼損に関して、お詫びと

題する書面を提出した。この書面には、リード線の種類を勘違いして接続し、

先端の端子で短絡、消失させたこととともに、今後こういったことがないよ

う十分注意する旨の記載があった。 

（甲Ａ80、乙Ａ10の10） 

ｊ Ｘ３組合員は、平成16年１月23日付けで、ＤＩＰスイッチの設定及び保安

器のヒューズの取付方向の間違いに関する始末書を提出した。この始末書に

は、ＤＩＰスイッチ設定チェックシートを新たに作成し、構造・完成検査チ

ェックシートに保安器のヒューズの取付方向の確認項目を追加して、不具合

品の社外流出を防止する旨の記載があった。 

（甲Ａ80、乙Ａ10の11） 

ｋ Ｘ３組合員は、平成18年８月10日付けで、下記の６件のクレーム処置報告

書の提出が遅れていることに関する始末書を提出した。 

①電鉄会社の江別変電所におけるＢＴロケータ蛍光表示モジュール不具合

調査報告書 

②台湾新幹線のＢＳＳ７のＡＴロケータオンボード電源不具合調査最終報

告書 

③電鉄会社の酒田変電所における受量部不具合調査報告書 

④電鉄会社の平林変電所における高配ロケータ水晶振動子不具合調査報告 

 書 

⑤電鉄会社の住吉変電所における避雷器漏洩検出装置不具合調査報告書 

⑥台湾新幹線のＢＳＳ６のＡＴロケータオンボード電源不具合調査報告書 
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ところで、平成18年２月に会社に入社し、当時、会社の製造課長であった

Ｙ２工場長は、会社の東京営業所長あてに、着任以来、製造課が担当してい

た報告書のうち未提出であったものを提出したが、時間の経過や論理的に矛

盾があり提出が不可能と思える件が５件ある旨などを記載した社外クレーム

報告書提出遅延の件と題する平成18年７月21日付けの書面を提出した。この

文書には、Ｘ３組合員の同年８月10日付け始末書に記載された①から④及び

⑥の件が挙げられていたが、①については同年１月まで数回報告書を作成し

たが内容不十分、②については報告書の作成に着手したが完成に至らなかっ

た、③については同年２月まで数回報告書を作成したが内容不十分、④につ

いては同７年８月、中間報告提出以降進展なし、同年９月、メーカー調査結

果を受領したが、報告書作成未着手、⑥については、同８年１月、メーカー

調査を出さず、放置、報告書未着手とそれぞれ記載されていた。 

なお、Ｙ２工場長の前任の製造課長に当たる Ｙ３ (以下「Ｙ３課長」と

いう。)が製造課長であった頃、Ｘ３組合員はＹ３課長に始末書を提出した

が、当時、工場長を兼任していたＹ１社長が書直しを命じたことがあった。

また、会社は、Ｘ３組合員の始末書の提出の問題に関して、Ｙ３課長に対し、

始末書の提出を求めたことがあった。 

（甲Ａ80、乙Ａ10の12、乙Ａ26、乙Ａ49の７、当事者 Ｘ３ 、証人 

Ｙ２） 

ｌ Ｘ３組合員は、平成19年７月12日付けで、電鉄会社の熱海ＳＳにおけるＡ

Ｃ50Ｆの現地試験に関する始末書を提出した。なお、この提出に至るまで、

下記の経過がある。 

（甲Ａ45の１から甲Ａ45の11、甲Ａ80、乙Ａ10の13、乙Ａ60、当事者 

Ｘ３、証人 Ｙ２ ） 

（ａ）Ｘ３組合員は、平成19年７月６日付けで、電鉄会社の熱海ＳＳにおける

ＡＣ50Ｆの現地試験に関する顛末書を提出した。この顛末書には、経過と

題して、①同年４月18日の現地試験は、当初、Ｘ２組合員が出張する予定

であったところ、Ｘ２組合員と会社の東京出張所との協議で、会社のリレ

ー試験器を使用せず、リレー試験器をレンタルする話が出ていた、②工場

次長の Ｙ４ (以下「Ｙ４工場次長」という。)とＸ２組合員との話合いの

結果、同日の出張はＸ３組合員に変更になった、③Ｙ４工場次長からリレ

ー試験器をレンタルすると約10万円がかかるため、会社の機械を使えない

かとの話があり、Ｘ３組合員は、時間の測定については、会社のリレー試

験器の他の方法で行うことが可能であると返答し、会社のリレー試験器を
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使用することになった、④同日、熱海ＳＳにて、リレー試験器のトレイン

モードを使用し、ＡＣ50Ｆの現地試験を行った、⑤同年５月９日、熱海Ｓ

Ｓにて、同年４月18日と同様の方法で試験を行った際、初回の測定値が本

来185msであるところ、約35msと表示される理由を質問され、現地では回

答できなかった、⑥現地で、社内試験ではミリセコンドカウンタを使用し

て測定したのに、今回使用しなかった理由を質問された、⑦同月11日の現

地試験では、ミリセコンドカウンタを使用した旨記載され、これに続き、

「客先よりトレインモードを使用した際、初回の測定値「本来約185msで

あるところ約35msを表示する理由」について説明が求められたが、現地で

は説明できなかったことにより、会社にご迷惑をお掛けしました事をお詫

びいたします。また現地にてミリセコンドカウンタを使用しなかったのは、

社内のリレー試験器のトレインモードにて測定可能であったためです。」

と記載されていた。 

Ｙ２工場長はＸ３組合員に対し、この顛末書に関し、初回測定値が不安

定になることを過去から経験していたが、その対策を取らずに使用してい

たことが今回の問題につながっていること等への反省を記載する必要があ

る旨述べ、併せて、手書きで、「今後、計測器使用に当って、不審な点が

あれば個人の判断だけによらず、上司に報告し、対策を打つように致しま

す」と加筆し、Ｘ３組合員に再提出を求めた。なお、Ｙ２工場長は、リレ

ー試験器を使用した経緯について、Ｙ４工場次長に対し、事情聴取を行わ

なかった。 

（甲Ａ45の１、当事者 Ｘ３ 、証人 Ｙ２ ） 

（ｂ）Ｘ３組合員は、平成19年７月６日付けで、電鉄会社の熱海ＳＳにおける

ＡＣ50Ｆの現地試験に関する顛末書を再度、提出した。この顛末書は、前

回、提出した顛末書の経過に続いて記載がされていた部分を「客先よりト

レインモードを使用した際、初回の測定値「本来約185msであるところ約

35msを表示する理由」について説明が求められたが、現地では説明できな

かったこと、そして初回の測定値が不安定になることを過去の経験から認

識していましたが、その対策を打たずに使用していたことが、今回の問題

につながったことに対し会社にご迷惑をお掛けしました事をお詫びいたし

ます。」と変更したものであった。Ｙ２工場長は、この顛末書に関し、表

題を始末書と変更することなどを指示し、Ｘ３組合員に対し、再提出を求

めた。 

（甲Ａ45の３、当事者 Ｘ３ ） 
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（ｃ）Ｘ３組合員が、平成19年７月９日付けで、電鉄会社の熱海ＳＳにおける

ＡＣ50Ｆの現地試験に関する始末書を上記(ｂ)の顛末書とほぼ同一の文面

で作成したところ、この文書に、手書きで「今後の対応」とし、これに続

いて、「メーク時間の測定について、調整要項では、「時間計」を使用す

ることになっています。一般に時間計は、「ミリセコンドカウンタ」をは

じめリレー試験器に備っている「時間計」「タイムカウンタ」等のことを

言いますが、この表現をあいまいと考えられると、調整要項についても見

直すところは見直す必要があるの思います。」と記入された文書が存在す

る。 

（甲Ａ45の４） 

（ｄ）Ｘ３組合員は、平成19年７月10日付けで、電鉄会社の熱海ＳＳにおける

ＡＣ50Ｆの現地試験に関する始末書を提出した。この始末書は、上記（ｂ）

の顛末書の経過内容とほぼ同一の内容を「１ 経過」とし、これに続いて、

「２ 反省点」として、「①今回使用した試験器では時間計測が正常でな

いことを知らずに時間計測を実施しました。即ち、会社の規定にない方法

で時間計測を行いました。②客先よりトレインモードを使用した際、初回

の測定値「本来約185msであるところ約35msを表示する理由」について説

明が求められたが、現地では説明できなかったことにより客先からの信頼

を大きく損ねました。以上のことから私の仕事に対する取り組む姿勢およ

び行動の緻密さ不足が問題を発生せる結果をまねきました。客先からの信

頼を大きく損なうとともに社長以下関係者にご迷惑をお掛けしたことを深

くお詫びいたします。」と記載し、さらに続いて、「３ 今後の対応」と

して、「今後は測定器の使用に当って、機能・使用方法等に関する不十分

な問題や業務遂行上の問題に対して個人の判断だけに頼らず、上司の指示

に従って業務を遂行いたします」と記載したものであった。 

これに対し、Ｙ１社長は、「１ 経過」中の①から④について、赤字で

×を付し、「そもそも、リレー試験機で現地Ｔｅｓｔする事は規定にない。

何故、使用したかが不明。」と手書きで書き加え、「３ 今後の対応」の

内容を「今後は計測器の使用に当って、会社の規定（調整要綱）を遵守す

ると共に、機能・使用方法等の知識を向上させます。また、業務遂行上の

問題に対して個人の判断に頼らず、上司の指示に従って業務を遂行致しま

す。」と添削した。 

（甲Ａ45の６、当事者 Ｘ３ 、当事者 Ｙ１ ） 

（ｅ）その後、Ｘ３組合員は、電鉄会社の熱海ＳＳにおけるＡＣ50Ｆの現地試
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験に関する始末書を少なくとも５回書き換えた後、平成19年７月12日付け

で、下記の内容の始末書を会社に退出した。 

   「１ 経過 

（１）４月18日、現地熱海ＳＳにおいて熱海電力所立会いのもと、ＡＣ

50Ｆの現地試験を行った。この際、出力接点メーク時間はリレー試験

器の「トレインモード」を使用し測定した。 

    （２）５月９日、総点検において４月18日と全く同様の方法で試験を行

い、トレインモードを使用した際、初回の測定値「本来約185msである

ところ約35msを表示する理由」について説明が求められましたが現地

では説明できなかった。トレインモードについては「トリップ信号の

積算値」であることを説明したが、詳細は帰社して説明書にて報告す

る旨伝えた。また、「社内試験ではミリセコンドカウンタを使用して

測定したのに、今回使用しなかったのはなぜか」との質問があった。 

    （３）５月11日、出力接点メーク時間はミリセコンドカウンタを使用し

て測定した。 

２ 反省点 

（１）時間測定はミリセコンドカウンタの使用が社内で規定されているこ

とに対し、規定外であるリレー試験器を使用していたことが問題を発生

した原因です。 

（２）工場での試験ではミリセコンドカウンタを使用しているのに、現地

試験においてリレー試験器を使用した理由はミリセコンドカウンタと同

様に時間計測ができると思い込んでいたことです。リレー試験器の機

能・特性を充分理解せず安易に判断してしまいました。 

（３）客先よりトレインモードを使用した際、①「初回の測定値が本来約

185msであるところ、約35msを表示する理由」②「社内試験ではミリセ

コンドカウンタを使用しているのに今回リレー試験器を使用した理由」

の質問に対し充分な説明ができなかったことは客先からの信頼を大きく

損ねる結果となりました。これは２．（２）にも関連するとおり技術的

な根拠に基づく力量が不足していたことです。 

以上のことから私の仕事に対する取組み姿勢および行動の緻密さ不足

が問題を発生させる結果をまねきました。客先からの信頼を大きく損な

うとともに社長以下関係者にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫びいた

します。 

    ３ 今後の対応 
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今後は測定器の使用に当って、会社の規定（調整要項）を遵守すると

共に、機能・使用方法等知識を向上させます。また、業務遂行上の問題

に対して個人の判断に頼らず、上司の指示に従って業務を遂行致しま

す。」 

（甲Ａ45の８、甲Ａ45の９、甲Ａ45の10、甲Ａ45の11、乙Ａ10の13） 

ｍ Ｘ３組合員は、平成19年７月12日付けで、電鉄会社の君津ＳＳにおける高

配ロケータの不具合に関する始末書を提出した。なお、この提出に至るまで、

下記の経過がある。 

（甲Ａ46の１から甲Ａ46の５、甲Ａ80、乙Ａ10の14、当事者 Ｘ３ ） 

（ａ）Ｘ３組合員は、平成19年７月６日付けで、電鉄会社の君津ＳＳにおける

高配ロケータの不具合に関する顛末書を提出した。会社はＸ３組合員に対

し、この顛末書について、「以前も綾部ＳＳの高配ロケータの調整におい

ても調整要項のとおり実施しなかったため、不具合を発生させた経過があ

り、会社にご迷惑をおかけしたことがありました。今回も同様に「精度テ

スト起動遅延」の確認を行わなかったことで発生しました。今後は、調整

要項のとおり、試験を行い、二度と不具合を発生させないよう心掛けて参

ります。」旨の記載を追加した上で、再提出するよう求めた。 

（甲Ａ46の１） 

（ｂ）Ｘ３組合員は、平成19年７月９日付けで、電鉄会社の君津ＳＳにおける

高配ロケータの不具合に関する始末書を提出した。この始末書は、同月６

日に提出した顛末書に「調整要項では、「精度テスト起動遅延」をフォル

トレコーダで波形を確認する項目がありましたが今回の試験時に「精度テ

スト起動遅延」の確認を行わなかったため、抵抗器の短絡を発見できず不

具合品を流出させました。今回の不具合に対し、ご迷惑をお掛けしたこと

をお詫びいたします。以前も今回と同様に（電鉄会社名）綾部ＳＳの高配

ロケータの試験にあたり、調整要項どおり調整しなかったため、不具合を

発生させた経緯がありました。今後は、調整要項のとおり試験を行い、今

回のような不具合を再度発生させないよう心がけて作業を行います。」と

加筆する等したものであった。会社はＸ３組合員に対し、この始末書に内

容を追加して再提出するよう求めた。 

（甲Ａ46の２） 

（ｃ）Ｘ３組合員は、平成19年７月12日付けで、電鉄会社の君津ＳＳにおける

高配ロケータの不具合に関する始末書を提出した。この始末書は、「１ 

経過」として同月９日付けの始末書の経過と同様の内容を記載し、「２ 
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反省点」として「調整要項では、「精度テスト起動遅延」をフォルトレコ

ーダで波形を確認する項目がありましたが今回の試験時に「精度テスト起

動遅延」の確認を行わなかったため、抵抗器の短絡を発見できず不具合品

を流出させました。以前も今回と同様に（電鉄会社名）の綾部ＳＳの高配

ロケータの試験にあたり、調整要項どおり調整しなかったため、不具合を

発生させたことがありました。このような経緯がありながら、今回も同様

の原因で不具合を発生させたことに対し、会社に多大なご迷惑をお掛けし

ましたことをお詫びいたします。」と記載し、「３ 今後の対策」として

「今後は、調整要項のとおり試験を行い、今回のような不具合を再度発生

させないために、試験実施に当って添付のチェックシートに基づき作業を

行います。」と記載したものであった。会社はＸ３組合員に対し、この始

末書に内容を追加して再提出するよう求めた。 

（甲Ａ46の４） 

（ｄ）Ｘ３組合員は、平成19年７月12日付けで、電鉄会社の君津ＳＳにおける

高配ロケータの不具合に関する始末書を提出した。この始末書は、上記

（ｃ）の顛末書の「３ 今後の対策」を「今後は、調整要項のとおり試験

を行い、今回のような不具合を再度発生させないために、試験成績書4-2

項（入力変成部・計測部・機能試験）に精度テスト機能遅延の測定値を記

入するようフォーマットを変更します（6/18頁）」と書き換えたものであ

った。会社はこの始末書に「３ 今後の対策」との見出しの位置が、「１ 

経過」及び「２ 反省点」から１字分ずれているとする印を入れて、Ｘ３

組合員に対し、再提出を求めた。 

（甲Ａ46の５） 

（ｅ）Ｘ３組合員は、平成19年７月12日付けで、電鉄会社の君津ＳＳにおける

高配ロケータの不具合に関する始末書を提出した。この始末書の内容は下

記のとおりであるが、上記（ｄ）の始末書を会社からの指摘どおりに修正

するなどしたものであった。 

   「１．経過 

（１）（客先の会社名）にて高配ロケーター立ち上げ時、精度テストで

「TTOUBLE PHASE」「OVER REACTANCE」を表示した。 

（２）このため現地調査を行い、入力変成部のプリント板の不良が判明

しました。 

（３）工場に持ち帰り、プリント板を調査すると抵抗器間がハンダのよ

うなもので短絡されていました。この回路は精度テスト時に精度テ
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スト用の校正電圧に切り替わると同時に、遅延タイマーが動作し、

約100ms後に精度テスト起動信号が出力され短絡標定を行ないます。 

（４）今回の不具合は抵抗器間の短絡により、精度テスト時に遅延回路

が構成されず、精度テスト押しボタンスイッチを押すと校正電圧と

同時に、精度テスト起動信号が同時に出力されます。 

（５）工場での試験はタンラクケイソクポイントを「10」に設定して行

なったので正常値を表示しました。（「10」の設定では起動信号が

入った時点から標定演算を行う） 

（６）現地でのタンラクケイソクポイントを「05」に設定していたので

（「05」は起動信号が入る2.5サイクル前から演算を行なう）、標定

演算を行なう時点では校正電圧はなく、正常に標定ができませんで

した。 

    ２．反省点 

          調整要項では、「精度テスト起動遅延」をフォルトレコーダで波形

を確認する項目がありましたが今回の試験時に「精度テスト起動遅延」

の確認を行わなかったため、抵抗器の短絡を発見できず不具合品を流

出させました。 

          以前も今回と同様に（電鉄会社名）綾部ＳＳの高配ロケータの試験

にあたり、調整要項どおり調整しなかったため、不具合を発生させた

ことがありました。 

          このような経緯がありながら、今回も同様の原因で不具合を発生さ

せたことに対し、会社に多大なご迷惑をお掛けしましたことをお詫び

いたします。 

    ３．今後の対策 

          今後は、調整要項のとおり試験を行い、今回のような不具合を再度

発生させないために、試験成績書4-2項（入力変成部・計測部・機能

試験）に精度テスト機能遅延の測定値を記入するようにフォーマット

を変更します（6/18頁）。                   」 

（乙Ａ10の14） 

（カ）昭和48年２月19日付けのＸ３組合員に対する表彰状が存在する。この表彰状

は、会社工場長 Ｙ５ 名によるもので、「新幹線用ロケーター設計製作に効

績があったので表彰致します」と記載されている。ただし、この表彰状には押

印はない。 

（甲Ａ89） 
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（キ）会社が審査計画策定後に提出した書証によると、平成21年７月、会社は電鉄

会社の変電所から故障点標定装置の不具合調査及び修理の依頼を受け、修理に

関して、試験者をＸ３組合員、承認者をＹ２工場長とする試験成績書が作成さ

れた。この試験成績書には、試験使用機器一覧として、12種類の機器がその製

造番号とともに記載されていたが、そのうちデジタルマルチメータについては、

記載された製造番号に該当する機器は、会社の設備不良通知書によると、同19

年６月に精度不良が発見され、同21年３月に、代替品が購入された機器であっ

た。 

（乙Ａ54） 

（ク）会社が審査計画策定後に提出した書証によると、平成21年９月、会社は電鉄

会社あてにＡＴロケータ計測部のＣＰＵ基盤不具合調査についての文書を作成

した。この文書には、①定期点検時に、26秒で鎖錠解にならなくてはならない

ところ、それより短い時間で鎖錠解になるという異常が見つかったとの連絡を

受け、社内調査を行った、②異常の原因は、ＣＰＵ基盤上のディジスイッチの

位置の設定間違いであった、③ディジスイッチの位置の設定間違いについては、

同11年の出荷時の検査漏れの可能性がある旨の記載があった。 

平成11年４月のこの機器の試験成績表には、様々な試験について項目があり、

数値を記入したり、記載の試験結果についての判定を記入する形式となってい

るが、その中の「外部・自動起動による計測後の呼出し起動」との項目には、

動作状態の確認として「外部・自動起動計測後、26秒以内は呼出し起動がかか

らないことを確認」となっており、判定は良である旨記載されていた。この試

験成績表の試験者はＸ３組合員とされていた。 

（乙Ａ55） 

カ Ｘ２組合員の業務内容等 

（ア）Ｘ２組合員は、平成11年５月から製造課（検査係）に、同17年４月からは、

品質管理課に所属し、部品の受入検査、製品の中間検査、クレーム処理業務顧

客対応等を担当した。 

（甲Ｂ20、当事者 Ｘ２ ） 

（イ）平成19年10月から同23年３月までの間に、Ｘ２組合員は電鉄会社等に計129

回出張した。そのうち42回は１名での出張であるが、他の従業員と出張した中

には、同17年や同19年に入社した者と２名で出張した場合もある。 

（甲Ｂ19、甲Ｂ20、当事者 Ｘ２ ） 

（ウ）Ｘ２組合員は、無遅刻、無欠勤であった。 

（甲Ｂ20） 
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（エ）Ｘ２組合員の始末書等の提出にかかる経緯 

Ｘ２組合員の本件査定票上の懲戒実績の根拠は、以下のａからｅの始末書及

び報告書である。なお、会社は、ａからｄの書面についてはそれぞれ－２点、

ｅの書面については－１点として算定している。 

ａ Ｘ２組合員は、平成９年３月７日付けで、電鉄会社に納入した高配ロケー

タトラブルに関する始末書を提出した。この始末書には、高配ロケータ用の

図面の不整備、未訂正のため会社に多大な迷惑をかけた旨の記載があった。 

（甲Ｂ20、乙Ｂ５の１、当事者 Ｘ２ ） 

ｂ Ｘ２組合員は、平成11年４月20日付けで、電鉄会社の水沢変電所に納入し

たＢＴロケータトラブルに関する始末書を提出した。この始末書には、製造

指示書において配慮不足のため、会社に多大な迷惑をかけた旨の記載があっ

た。 

この頃、Ｘ２組合員以外の従業員が、水沢変電所に対し、水沢変電所用で

はないソフトを発送し、水沢変電所での試験でこのソフトを使用したためト

ラブルが発生した。なお、Ｘ２組合員は、このＢＴロケータの製造指示書を

作成したが、製造指示書の作成者がソフトの発送の指示等に関わるものでは

なかった。 

平成23年４月頃、組合員以外の従業員が、電鉄会社の盛岡変電所に対し、

盛岡変電所用ではないソフトを発送したことがあったが、会社はこの件につ

いて、始末書の提出を命じなかった。 

（甲Ｂ20、乙Ｂ５の２、当事者 Ｘ２ ） 

ｃ Ｘ２組合員は、平成11年８月２日付けで、電鉄会社の北白川変電所に納入

したＢＴロケータ不具合調査に関する始末書を提出した。この始末書には、

不具合調査において配慮不足のため不良のＩＣが廃棄処分になり、ＩＣ単体

の調査をメーカーに依頼できなくなった旨の記載があった。 

Ｘ２組合員は、ＢＴロケータの不具合調査中に、ＩＣの不良を発見し、他

の従業員がそのＩＣを取り外し、破棄したものであったが、会社はＩＣを破

棄した従業員に対し、始末書の提出を求めなかった。なお、この従業員は、

後に継続雇用された。 

（甲Ｂ20、乙Ｂ５の３、乙Ａ60、当事者 Ｘ２ ） 

ｄ Ｘ２組合員は、平成15年３月20日付けで、デジタルテスタ焼損に関する始

末書を提出した。この始末書には、出張作業中の不具合調査の際に、抵抗レ

ンジに誤って電圧をかけ、焼損した旨の記載があった。 

Ｘ２組合員は、他の従業員が作成した改造図面に従って抵抗レンジに電圧
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を加圧したところ、デジタルテスタが焼損したものであるが、改造図面を作

成した従業員に対しては、始末書の作成は求められなかった。 

（甲Ｂ20、乙Ｂ５の４、当事者 Ｘ２ ） 

ｅ Ｘ２組合員は、平成20年９月24日付けで、製造課の従業員１名と連名で、

ポータブルキャリブレータ損傷経過報告書を提出した。この文書には、①出

張先で現地試験に使用した機器（ポータブルキャリブレータ）を現地から工

場へ送付したところ、装置液晶表示部分が損傷し、表示が不能になった、②

輸送中の振動等で損傷したと思われる、③今後は、送付の際には、機器の保

護を徹底する等の対策を取り、機器の損傷等を発見した場合は、発見者が管

理担当者もしくは製造課長に速やかに連絡する、④報告が遅くなったことに

ついてはお詫び申し上げ、今後は、機器損傷を発見した時は、迅速に報告す

る旨の記載があった。 

（乙Ｂ５の５） 

（オ）Ｘ２組合員は、簿記検定２級及び     Ｚ７     による電気関係工

事資格を所有している。 

なお、この電気関係工事資格は、  Ｚ６  の事業所にて作業を行う時の注

意事項等を記載したテキストをもとに、講習が行われ、確認試験を経て、付与

される資格である。 

会社従業員のうち、８名程度が電気関係工事資格を所持している。 

（甲Ｂ８、甲Ｂ９、甲Ｂ20、当事者 Ｘ２ 、当事者 Ｙ１ ） 

（カ）平成５年頃、Ｘ２組合員は、他の従業員ともに、直流電圧検出リレーの非接

触型の機器の開発に携わった。同年10月５日、会社は、取引先とともに、直流

電車線の活線検知器との名称で、特許を出願した。なお、この特許出願におい

ては、発明者はＸ２組合員と会社の従業員１名及び取引先会社の従業員１名と

されていた。同月13日、会社はＸ２組合員及び他の従業員１名に対し、報奨金

5,000円を支給した。 

ところで、会社は、同年５月17日付けで発明考案制度規程を制定しており、

従業員が会社の業務内容に関連して発明考案し、特許出願した際には、発明考

案報償金として、１発明に対し、報奨金5,000円を支給する旨定められていた。 

（甲Ｂ12、甲Ｂ20、乙Ａ61、乙Ｂ10、乙Ｂ11、乙Ｂ14、当事者 Ｘ２ 、当

事者 Ｙ１ ） 

（キ）平成20年10月から同23年９月までの間、会社の品質管理課では、受入業務提

案活動を行い、従業員に対し、業務改善提案を行うよう求めた。同22年、Ｘ２

組合員は、電流検出器等の耐圧試験に関する提案の文書を提出したが、Ｙ２工
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場長は実用化において問題点があるとして、この文書を提案として受領しなか

った。 

（乙Ｂ16、乙Ｂ17、当事者 Ｘ２ 、証人 Ｙ２ ） 

（ク）平成23年３月７日、Ｙ１社長、Ｙ２工場長ほか３名が出席し、高齢者継続雇

用査定会議が開催された。この会議の議事録には、目的はＸ２組合員の高齢者

継続雇用に関する査定を行うことである旨記載され、総括の欄には、①平成21

年度の本件査定票に基づき査定を実施した、②査定結果が－15点であることを

確認し、就業規則に則り継続雇用契約は行わないことで合意した、③その他の

意見として、(ⅰ)高齢者として若年者の手本にならない、(ⅱ)すぐに弱音を吐

く、(ⅲ)無駄口ばかりで行動が伴わない、(ⅳ)クレームの調査を最後まででき

ない、等計７点の意見が出され、継続雇用を求める意見はなかった旨記載され

ていた。 

ところで、会社はＸ３組合員及びＸ４組合員の継続雇用の可否に関して、高

齢者継続雇用査定会議との名称の会議は開催しなかった。 

（乙Ｂ４、証人 Ｙ２ ） 

キ 他の従業員の勤務状況等 

（ア）平成12年８月頃、会社は、取引先から不具合部品の調査を求められたが、当

該製品の部品を破棄しており、調査が不可能となったことがあった。この件に

関連し、工場次長が取引先に出向き、取引先に対し、報告書を提出するなどし

た。会社は、この時、部品の不具合の検査を担当した従業員及び部品の取り外

し作業に従事した従業員のいずれに対しても、始末書の提出を求めなかった。

なお、これらの従業員はこの時点では非組合員であり、この部品の取り外しを

行った従業員は、後に継続雇用された。 

（甲Ａ57、甲Ａ81、甲Ｂ20、乙Ａ60） 

（イ）平成20年２月19日、非組合員である従業員１名が、逆流検出装置の製作に携

わっていたところ、図面で仕様を確認しないまま、感度調整を行ったため不良

品になり、製作途上の逆流検出装置を破棄することになったことがあった。会

社は、この従業員に対し、始末書の提出を求めず、後にこの従業員は継続雇用

された。 

（甲Ａ81、証人 Ｘ４ 、証人 Ｙ２ ） 

（ウ）平成19年10月から同20年２月の間に少なくとも２回、無断で遅刻をした非組

合員である従業員の平成20年の社員実態調査票の「業務指示・命令を率先して

守り、他のメンバーにも徹底させたか」「職務規律の維持・向上に努めたか」

の項目はいずれもＢ評価であった。また、この従業員の同年の社員実態調査票
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の計43項目についての査定結果は、Ｂが21個、Ｃが20個、Ｄが２個であった。 

（甲Ａ34、乙Ａ61、証人 Ｙ２ ） 

（２）会社がＸ３組合員及びＸ２組合員を継続雇用しなかったことは、組合員であるこ

とを理由として行った不利益取扱い及び組合に対する支配介入に当たるかについて、

以下判断する。 

ア 会社の組合に対する嫌悪意思の有無について 

（ア）前提事実のとおり、①Ｘ３組合員は支部発足時に支部の執行委員に就任し、

その後、昭和59年８月から平成22年８月まで支部の執行委員長であったこと、

②Ｘ２組合員は支部発足時からの支部の組合員で、昭和50年に執行委員に就任

し、その後も組合役員を歴任した後、平成21年８月から同22年８月まで支部の

書記長であったこと、がそれぞれ認められ、いずれも支部発足以来、支部の組

合活動の中心的人物であったと解される。 

組合等と会社の関係については、前記(１)イ(イ)から(カ)認定のとおり、昭

和55年から平成16年までの間に、当委員会に対し、組合員に対する不利益取扱

い等があったとする不当労働行為救済申立てが繰り返し行われてきたことが認

められる。このうち、平成６年(不)第４号事件については、指名ストと出張命

令等に関する事件であるところ、前記(１)イ(エ)認定のとおり、①平成８年、

当委員会は一部救済命令を発したこと、②同15年、中労委は再審査命令におい

て、救済部分の一部について判断を変更したものの、なお一部について組合の

申立てを認容する判断を行ったこと、③この中労委命令に対して、取消訴訟が

提起され、同17年、  Ｚ４  と会社との間で和解が成立し、取下げにより終

結したこと、④この際の和解条項には、本件指名スト問題等について、解決金

を支払う旨の条項が含まれていることが、がそれぞれ認められる。 

そうすると、会社における労使関係は、長期間にわたり対立状況にある上、

会社によって不当労働行為が行われたとする組合の主張の一部は認容される状

況にあったというべきである。 

（イ）平成11年１月18日の査問委員会にかかる経緯をみると、前記(１)オ(オ)ｇ認

定のとおり、①会社は、Ｘ３組合員に対し懲戒処分を実施するにあたり、就業

規則に規定のない査問委員会を開催しようとしたこと、②これに関し、 

Ｚ４及び支部は会社に対し、査問を行う手続、メンバー及び目的を回答するよ

う求めたこと、③会社は  Ｚ４  及び支部に対し、従業員個人の業務上のミ

スを問いただし、社員教育を行う機会である査問は会社の専権事項で行ってい

るもので労働組合が干渉できるものではない旨書面で回答したこと、④会社の

この書面の末尾には、「今後、貴組合は労働組合の域を超えた会社への内部干
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渉を自粛し、本来の労働組合活動に専念されることを希望するものである。」

との記載があること、がそれぞれ認められる。 

この要求に対する会社の返答は、労働組合に対する正しい知識を欠いたもの

で不適切という他はなく、併せて、支部の組合活動に対する嫌悪意思を示した

ものというのが相当である。 

（ウ）また、申立人らは、組合員に対して始末書等の提出を強制すること自体、不

当労働行為意思を有していることを表している旨主張する。 

前記(１)オ(オ)ｃ、カ(エ)ｂ、ｃ認定のとおり、①Ｘ３組合員は、平成10年

３月25日付けでロケータのカバーの紛失に関する始末書を提出したが、ロケー

タは会社の複数の従業員が使用していること、②(ⅰ)Ｘ２組合員は、同11年４

月20日付けで、水沢変電所のＢＴロケータトラブルに関して、製造指示書にお

いて配慮不足のため、多大な迷惑をかけた旨記載した始末書を提出したこと、

(ⅱ)この頃、Ｘ２組合員以外の従業員が、水沢変電所に対し、水沢変電所用で

はないソフトを発送し、トラブルが発生しているが、Ｘ２組合員は、このＢＴ

ロケータの製造指示書を作成したが、製造指示書の作成者がソフトの発送の指

示等に関わるものではないこと、③同23年４月頃、組合員以外の従業員が、電

鉄会社の盛岡変電所に対し、盛岡変電所用ではないソフトを発送したことがあ

ったが、会社はこの件について、始末書の提出を命じなかったこと、④Ｘ２組

合員は、同11年８月２日付けで、北白川変電所のＢＴロケータ不具合調査に関

して、配慮不足のため不良のＩＣが廃棄処分になり、ＩＣ単体の調査をメーカ

ーに依頼できなくなった旨記載した始末書を提出したこと、⑤Ｘ２組合員は、

このＢＴロケータの不具合調査中に、ＩＣの不良を発見し、他の従業員がその

ＩＣを取り外し、破棄したものであったが、会社はＩＣを破棄した従業員に対

しては、始末書の提出を求めず、この従業員は、後に継続雇用されたことが、

それぞれ認められる。そうすると、これらの始末書については、組合員のみに

責任があるといえない事項や、非組合員が同様のことを行った場合には問題に

しないような事項について、始末書の提出を求めたものとみるのが相当である。 

とりわけ、Ｘ３組合員の平成19年７月12日付けのＡＣ50Ｆの現地試験に関す

る始末書については、前記(１)オ(オ)ｌ認定のとおり、①Ｘ３組合員が、同月

６日付けで作成した顛末書には、Ｙ４工場次長から、会社の機械を使えないか

との話があり、Ｘ３組合員は、会社のリレー試験器の他の方法で行うことが可

能であると返答し、会社のリレー試験器を使用することになったとする記載が

あること、②この顛末書にＹ２工場長は、「今後、計測器使用に当って、不審

な点があれば個人の判断だけによらず、上司に報告し、対策を打つように致し
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ます」と加筆し、Ｘ３組合員に再提出を求めたこと、③Ｙ２工場長は、リレー

試験器を使用した経緯について、Ｙ４工場次長に対し、事情聴取を行わなかっ

たこと、④Ｘ３組合員が同月10日付けで提出した始末書に対し、Ｙ１社長は、

Ｙ４工場次長とのやり取りを経て会社のリレー試験器を使用することになった

旨の記載を削除し、「そもそも、リレー試験機で現地Ｔｅｓｔする事は規定に

ない。何故、使用したかが不明。」と手書きで書き加えたこと、⑤会社が、 

Ｘ３組合員の平成19年７月12日付けのＡＣ50Ｆの現地試験に関する始末書を正

式に受け取るまでの間に、Ｘ３組合員は少なくとも７回、文面を書き換えてい

ること、がそれぞれ認められる。この経過からすると、会社は、業務上発生し

たトラブルの原因の究明や再発防止を目的としてではなく、ことさら組合員の

みに問題があるとして、失敗を追及するために始末書等の提出を求めていると

の疑念が生じる。 

（エ）以上のとおりであるから、長期にわたる労使対立において、会社の支部や組

合員に対する対応には不適切な点がみられ、本件においては、組合嫌悪意思が

推認され得る状況であったというのが相当である。 

イ 継続雇用制度の内容等について 

（ア）会社の継続雇用規程には、前提事実及び前記(１)ウ(ウ)認定のとおり、①会

社は高年齢者を査定し、採用の可否を決定する、②査定においては、本件査定

票を用いる、③本件査定票の査定帳票として、業務習熟度表、社員実態調査票、

保有資格一覧表及び賞罰実績表を用いる旨の記載があることが認められる。た

だし、保有資格一覧表及び賞罰実績表については特定の様式があるとの疎明は

なく、前提事実及び前記(１)ウ(エ)ｃ認定のとおり、①本件査定票には、保有

資格、役職経験、表彰実績及び懲戒実績との項目があり、それぞれ、点数の算

出方法が付記され、点数を記入するようになっていること（別紙１）、②継続

雇用規程には付表として、資格一覧が添付されていること、が認められ、会社

は、業務習熟度表、社員実態調査票、保有資格、役職経験、表彰実績及び懲戒

実績について、それぞれを点数化して合計し、継続雇用の可否を判断している

と解される。 

（イ）会社がＸ３組合員及びＸ２組合員に対し、継続雇用しない旨通知した際には、

前記(１)エ(イ)、(ウ)認定のとおり、Ｘ３組合員については、平成19年、同20

年、同21年の本件査定票が、Ｘ２組合員については、同22年の本件査定票が添

付されていたことが認められる。 

これに関し会社は、Ｘ４組合員地裁判決以前には、従業員の実態をより正確

に把握するために、直近の複数年評価を用いていた旨主張する。 
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しかし、前記(１)ウ(ウ)認定のとおり、会社の継続雇用規程には、本件査定

票の点数により継続雇用の可否を決定する旨の規定がある一方、複数年評価を

用いる旨の規定はないことが認められる。また、会社が、複数年評価を用いた

際、何年分を用いるのか、その際、複数の合計点数をどのように扱い、継続雇

用の可否を決定するのか等を明文化し、内規等により定めたとする疎明もない。

そうすると、会社は、実際には複数年評価を用いて継続雇用の可否を判断する

ための運用基準を整備していないというのが相当である。かかる状況下で、複

数年評価を根拠にして組合員の継続雇用の可否を判断すれば、点数の結果によ

っては可否の判断をいずれとも解しうる状態が生じる可能性があるのだから、

継続雇用規程の解釈上、継続雇用しない旨通知した時点での最新の単年度評価

を根拠に継続雇用の可否を検討するのが相当である。 

したがって、本件においては、Ｘ３組合員については平成21年の本件査定票

の採点、Ｘ２組合員については同22年の本件査定票の採点、すなわち、各組合

員につき、業務習熟度表、社員実態調査票、保有資格、役職経験、表彰実績及

び懲戒実績における採点において、不利益取扱いがあったか否かについて検討

することになる。なお、前記(１)エ(オ)、(カ)認定に記載されたＸ３組合員と

Ｘ２組合員の本件査定票上の点数と別紙２から別紙５の点数を照合すれば、 

Ｘ３組合員の同21年の本件査定票には、同20年の社員実態調査票及び同21年の

本件業務習熟度表の点数が、Ｘ２組合員の同22年の本件査定票には、同年の社

員実態調査票及び同年の本件業務習熟度表の点数が反映されているとみるのが

相当であるから、これらの社員実態調査票及び本件業務習熟度表の採点につい

て検討することになるものである。 

（ウ）ところで、Ｘ３組合員に対する本件査定票については、前記(１)エ(オ)、

(カ)、(キ)ａ認定のとおり、①平成19年及び同21年分については、平成22年

(不)第71号事件の申立後に、継続雇用されない旨通知された際の本件査定票か

ら点数を変更した本件査定票が再度作成されたこと、②当初作成された平成21

年の本件査定票の社員実態調査票部分の点数は、同20年の社員実態調査票の点

数（別紙３）と合致せず、再度作成された平成21年の本件査定票の社員実態調

査票部分の点数は、同20年の社員実態調査票の点数と合致すること、③同18年

の社員実態調査票の「業務の改善についてのアイデアを上申したか」の項目の

上司評価は、ＢとＤの両方に○が付され、Ｂの○の上に二重線が書かれていた

こと、④当初作成された同19年の本件査定票の社員実態調査票部分の点数は、

上記③の上司評価がＤであったとして計算した場合の同18年の社員実態調査票

の点数と合致すること、⑤再度作成された同19年の本件査定票の社員実態調査
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票部分の点数は、上記③の上司評価がＢであったとして計算した場合の同18年

の社員実態調査票の点数と合致すること、がそれぞれ認められる。そうすると、

会社は点数を誤ったまま、Ｘ３組合員の継続雇用の可否の判断を行ったと解さ

れ、会社の査定の運用については、相当に杜撰な点があるという他はない。 

なお、会社は社員実態調査票に関して、配置転換、昇格のデータとして活用

され、これに対する従業員の信頼も確立してきていると主張するが、前記(１)

ウ(エ)ｂ認定のとおり、①会社は、社員実態調査票の評価結果を賃上げや一時

金に反映させていないこと、②会社は評価に当たって、各評価内容ごとの評価

基準や評価の具体的方法や判断材料を列挙する等した内部資料を作成していな

いこと、が認められる。そうすると、従業員が継続雇用の可否以外について、

社員実態調査票の上司評価が各人の労働条件を左右すると実感する度合はさほ

ど高くなく、また、会社が、社員実態調査票の上司評価を行うに当たって、公

平性や透明性を担保するために具体的な措置を講じていたとみることもできな

い。 

さらに、前記(１)ウ(エ)ａ認定のとおり、業務習熟度表には記載されていな

い項目の実績値が、本件業務習熟度表上には記載されている例などがあること

が認められる。 

以上のとおりであるから、会社の継続雇用の可否にかかる査定の運用は、杜

撰な点があり、公平性や透明性の点で高い水準にあるとは、到底認められず、

恣意が入る危険性のある状態であったというのが相当である。 

（エ）なお、会社は、Ｘ３組合員及びＸ２組合員が社員実態調査票の自己評価を意

図的に高くしていった旨主張する。確かに、前記(１)エ(キ)ａ、(ク)ａ認定の

とおり、社員実態調査票の「１年間の実態調査」における計43項目の自己評価

をＡ（２点）、Ｂ（１点）、Ｃ（０点）、Ｄ（－１点）、Ｅ（－２点）として

合計点を算出すると、Ｘ３組合員は、平成18年が２点、同19年が12点、同20年

が29点となり、Ｘ２組合員は、同19年が29点、同20年が35点、同22年が41点と

なることが認められる。しかし、社員実態調査票の自己評価は、本件査定票に

反映されておらず、継続雇用の可否の判断とは無関係であって、会社が継続雇

用の可否を判断するに当たって、組合員であるという要因に影響されていたか

否かという問題とは、別問題である。 

ウ Ｘ３組合員に対する平成21年の本件査定票の採点について 

（ア）Ｘ３組合員の勤務状況については、前記(１)オ(イ)から(エ)認定のとおり、

①平成19年11月から同21年11月までの間に、電鉄会社の変電所等に合計66回出

張しており、この頻度は、他に出張業務を行っている従業員とほぼ同じであっ
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たこと、②このうち31回は１名での出張であるが、他の従業員と出張した中に

は、同17年や同19年に入社した者と２名で出張した場合もあること、③時間外

労働を求められた際、原則として応じていたこと、④無遅刻、無欠勤であった

こと、⑤納期に遅れたり、工程の遅れを指摘されたことはなかったこと、⑥平

成15年頃会社で実施されたＱＭＳ全体教育テストでは、平均点以上の点数を取

り、後に継続雇用された２名よりも好成績であったこと、がそれぞれ認められ、

これらのことからすると、他の従業員と比較して、著しく劣る勤務ぶりであっ

たとは解されない。 

（イ）申立人らは、Ｘ３組合員の社員実態調査票の「１年間の実態調査」の上司評

価のうち、Ｄとされたものについて少なくともＣとされるべきである旨主張す

る。 

これに対し、会社は、審査計画策定段階では、Ｘ３組合員及びＸ２組合員に

対しＤ評価とした項目について、申立人らの主張に反論はしたものの、個別の

項目ごとにＤ評価とした具体的な理由は明らかにせず、その後、証人として採

用されたＹ２工場長の陳述書中で、個別の項目ごとにＤ評価とした理由を明ら

かにしたものである。この段階までかかる主張を明らかにしなかったことから

すると、Ｙ２工場長の陳述書提出以降、会社があげた理由は、各組合員を実際

に査定する時に会社が考慮した事項ではなく、本件申立て以降に、組合員につ

いて不都合な点を列挙したものであるとの疑念は払拭できない。 

なお、会社は各年度の社員実態調査票の上司評価は概ねＣを中心とした正規

分布となっている旨主張する。しかし、支部と会社が長期にわたり対立関係に

あったこと等を勘案すると、評価の分布が正規分布になっているからといって、

組合員であるか否かに影響されずに査定が行われたということはできない。 

以下、これらの点も勘案しながら、Ｘ３組合員の平成20年の社員実態調査票

「１年間の実態調査」のうち、上司評価がＤであった合計25項目について、個

別に検討する。なお、会社が従業員を評価する際には、全員に対し均一の基準

が適用されるべきであることから、非組合員27名の評価分布（別紙14、別紙15）

を念頭に置き、可能な限り継続雇用が認められた従業員Ｂ及び従業員Ｃとの比

較をしながら、検討を行う。 

ａ 「規律維持」の「１ 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか」

は、非組合員のうち、Ｄ及びＥ評価であった者は皆無である。会社は、審査

計画策定以降に、理由として、製造課の目標達成計画書に記載の事項での実

績を具体的に説明するべきであるが行わず、社員実態調査票にも記載がない

ことをあげる。 
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従業員Ｂ及び従業員Ｃは、この項目の評価はいずれもＢであるところ（別

紙７、別紙９）、Ｘ３組合員と従業員Ｂ及び従業員Ｃの社員実態調査票の本

人記載内容（別紙10、別紙11）を比較すると、Ｘ３組合員の記載内容が２人

に比べて、著しく劣っているとまではいえない。また、製造課の目標達成計

画書に記載の事項とはどのような内容で、この項目で高評価を得た従業員の

記載がそれに沿っていたとする疎明もない。非組合員27名と比較して、この

項目において、Ｘ３組合員が劣っていると認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｂ 「規律維持」の「２ 業務指示・命令を率先して守り、他のメンバーにも

徹底させたか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は３名、Ｅ評価は０名である。

会社は、審査計画策定以降に、理由として、平成18年、顧客提出文書が相当

数滞留しており、迅速な処理を命じた際、Ｘ３組合員に対し、顧客提出文書

の作成を指導したが、長期間放置されていた結果、処理が不可能なものが多

く発生したことをあげる。なお、申立人らは、顧客提出文書の滞留問題につ

いて、Ｘ３組合員は、課長に速やかに報告書を提出していたが、課長が当時

工場長であったＹ１社長に持参すると、Ｙ１社長は、繰り返し書直しを命じ、

頑として受理しようとしなかったため、多くの報告書が課長のところで止ま

ってしまうことになったもので、Ｘ３組合員に何の非もなく、非があるのは

会社側である旨主張する。 

前記(１)オ(オ)ｋ認定のとおり、①Ｘ３組合員は、平成18年８月10日付け

で、６件のクレーム処置報告書の提出が遅れていることに関する始末書を提

出したこと、②同年２月に入社したＹ２工場長（当時は、製造課長）は、同

年７月21日付けの社外クレーム報告書提出遅延の件と題する書面を会社の東

京営業所長あてに提出したこと、③この書面には、着任以来、製造課が担当

していた報告書のうち未提出のものを提出したが、提出が不可能と思える件

が５件あるとし、上記①のＸ３組合員の始末書に記載された６件のうち５件

があげられていたこと、④これら５件のうち３件については、数回報告書を

作成したが内容が不十分又は作成に着手したが完成に至らなかった旨、他の

１件については、中間報告書提出以降進展がなく、報告書作成未着手である

旨、残りの１件については、報告書作成未着手である旨記載されていること、

⑤Ｘ３組合員は、Ｙ２工場長の前任の課長に始末書を提出したが、Ｙ１社長

が書直しを命じたことがあったこと、がそれぞれ認められる。 
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そうすると、平成18年頃、Ｘ３組合員が提出すべき文書を提出していない

とされる点については、Ｘ３組合員は作成し、課長に提出したものの、Ｙ１

社長から書直しを命じられるなどして、完成に至らなかったものを含むとい

える。このことに、前記ア(ウ)記載のＸ３組合員の平成19年７月12日付けの

ＡＣ50Ｆの現地試験に関する始末書にかかる経緯を併せ考えると、当時、 

Ｘ３組合員が提出を命じられた文書が滞留したのはＸ３組合員にのみ原因が

あるというよりも、提出を命じる側の対応にも問題があったというべきで、

この点に関する申立人らの主張は首肯でき、同18年頃の文書の滞留をＸ３組

合員が会社の業務指示に従っていないとの評価の根拠とできるかについて疑

問がある。 

さらに、この上司評価は、前記(１)ウ(エ)ｂ認定によれば、「１年間の実

態調査」によるものであるのだから、平成18年頃の文書の滞留を同20年の評

価の理由とすること自体に疑問がある上、同19年のこの項目のＸ３組合員へ

の評価はＣである。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｃ 「規律維持」の「３ 職務規律の維持・向上に努めたか」は、非組合員の

うち、Ｄ及びＥ評価であった者は皆無である。会社は、審査計画策定以降に、

理由として、作業周囲の整理整頓を怠り、無駄話をしたり、仕事の手を止め

て他の従業員のトラブルを見ていたりしたことをあげる。 

しかし、この点に関して、他の従業員に比べて、Ｘ３組合員が整理整頓の

面で重大な問題を抱えていた、又は、勤務時間中に仕事と無関係なことに注

意が向きがちであったと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、同組合員

が組合員であること等を理由にしたものとみるのが相当である。 

ｄ 「規律維持」の「４ 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか」

は、非組合員のうち、Ｄ及びＥ評価であった者は皆無である。会社は、審査

計画策定以降に、理由として、公私の区別をつけて、他のメンバーに徹底さ

せたことはないことをあげる。 

しかし、Ｘ３組合員が公私混同した行為を行ったとする具体的な疎明もな

く、この点に関して、他の従業員に比べて、Ｘ３組合員のみが劣っていたと

いうことはできない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理
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由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｅ 「チームワーク」の「１ 自主的・積極的に上司に協力し、補佐したか」

は、非組合員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計

画策定以降に、理由として、①製造課が目標としている直行率の向上につい

て、改善することがなかった、②調整試験等において、会社が注意事項とし

て指示していることが守られていないことをあげる。 

しかし、会社は、製造課の各従業員の直行率について具体的な数値を示し

ておらず、このことをこの項目の判断根拠としていたことさえ疑わしく、 

Ｘ３組合員の直行率が他の従業員に比べ劣っていると認めるに足る疎明はな

い。また、調整試験等において、会社が注意事項として指示していることが

守られていないとの点についても、調整試験等に関して、他の従業員に比較

して、Ｘ３組合員が同種のミスを繰り返すなどしていたと認めるに足る疎明

はない。 

なお、前記(１)オ(オ)認定のとおり、Ｘ３組合員が昭和51年から平成19年

の間に、業務上のミスに関して、合計12通の始末書等を提出したことが認め

られる。しかし、これらの始末書等に関しては、前記ア(ウ)記載のとおり、

組合員のみに責任があるといえない事項や、非組合員が同様のことを行った

場合には問題にしないような事項について、始末書の提出を求めたものも含

まれており、会社が組合員であるか否かに影響されずに均一の基準で始末書

の提出を求めていたとみることはできない。 

したがって、Ｘ３組合員が提出した始末書のみをもって、他の従業員に比

較して、精度の低い仕事をしていたとみることは適当ではない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｆ 「チームワーク」の「２ 他のメンバーに適切な指導・援助を行ったか」

は、非組合員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計

画策定以降に、理由として、調整要項等に指定されている試験項目を実施し

ないまま試験を終了して不具合を発生させたこと等をあげる。 

しかし、かかる問題が他のメンバーへの指導や援助とどのような関係があ

るのかについての疎明はない。また、前記(１)オ(イ)認定のとおり、Ｘ３組

合員は、同17年や同19年に入社した者と２名で出張した場合があることが認

められ、このことからすると、他のメンバーとの業務上の関係で何らかの問
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題を有していたとは解し難い。この点に関して、他の従業員に比べて、Ｘ３

組合員が劣っていたと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｇ 「チームワーク」の「３ 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績

向上に努めたか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は１名、Ｅ評価は０名である。

会社は、審査計画策定以降に、理由として、①直行率の向上に関して、改善

することなく、率先して推進する努力もなかったこと、②課内会議において、

経営実態の厳しさを訴えた際、内部留保があるから心配ないと発言したこと

をあげる。 

しかし、他の従業員に比べて、Ｘ３組合員の直行率が低く、改善の度合も

劣ると認めるに足る疎明はない。 

課内会議の発言については、申立人らは、会社は団交でも内部留保額を明

らかにしておらず、Ｘ３組合員は内部留保額を知らないのであるから、Ｘ３

組合員が内部留保について発言するはずはない旨主張するところ、この主張

は首肯できる。また、この発言があったとされる会議がどういった目的で開

催され、如何なる経緯でかかる発言がされたかについての疎明はなく、さら

に、会議において、内部留保の存在を指摘することが、ただちにチームワー

クを欠いた行為となるものでもない。したがって、会社があげる理由をもっ

て、この項目に関してＸ３組合員が他の従業員に比べて、劣っているとみる

ことはできない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｈ 「チームワーク」の「４ 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか」

は、非組合員のうち、Ｄ評価は４名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計

画策定以降に、理由として、会社や課内の問題等についての提案や意見具申

はほとんどなく、会社の課題に対して改善の姿勢や努力がなく、社員実態調

査票にこの点について評価できる記載がないことをあげる。 

従業員Ｂ及び従業員Ｃは、この項目の評価はＢ及びＣであるところ（別紙

７、別紙９）、従業員Ｂ及び従業員Ｃの社員実態調査票の本人記載内容（別

紙10、別紙11－３）をみても、この記載が、会社や課の問題意識を高め解決

に努力したという観点から、Ｘ３組合員よりも優れていると評価できるかに
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ついて疑問を感じざるを得ない。 

また、他の従業員に比較して、Ｘ３組合員は問題意識が低く、解決への努

力を欠いていたと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｉ 「仕事意欲」の「２ 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に

努力したか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。会

社は、審査計画策定以降に、理由として、①社員実態調査票に記載された目

標が毎年同じ内容で、実績との対比から新たな目標設定がないこと、②会社

の主力製品に関する知識・技術の習得努力をしないこと、③新たな治具の考

案や改善もなく成果がないことをあげる。 

従業員Ｂ及び従業員Ｃは、この項目の評価はいずれもＣであるところ（別

紙７、別紙９）、従業員Ｂ及び従業員Ｃの社員実態調査票の本人記載内容

（別紙10、別紙11－３）をみても、実績と対比し、新たな目標を設定したも

のと評価できるかについて疑問を感じざるを得ない。特に、従業員Ｂについ

ては、納期の厳守について記載されており、これがＸ３組合員の記載より優

れているとはいい難い。 

他の点についても、前記(１)オ(ア)認定のとおり、会社では６名程度が調

整・試験を担当しており、概ね、製品ごとに担当する従業員が決まっている

ことが認められ、このような状況下で、会社がＸ３組合員に対し、どのよう

に新たな知識・技術習得の機会を与え、これに対し、同組合員がどのような

点で努力を行わなかったかに関する疎明はない。また、他の従業員に比較し

て、Ｘ３組合員が知識・技術の習得を怠っていたと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｊ 「仕事意欲」の「３ 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか」は、非

組合員のうち、Ｄ評価は４名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計画策定

以降に、理由として、①社員実態調査票にこのことに関する記載がないこと、

②「２ 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に努力したか」の

項目と同様に挑戦しているとは認められないことをあげる。 

従業員Ｂ及び従業員Ｃは、この項目の評価はいずれもＣであるところ（別

紙７、別紙９）、従業員Ｂ及び従業員Ｃの社員実態調査票の本人記載内容
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（別紙10、別紙11－３）をみても、技術の変化や多様化に率先して挑戦して

いたことを裏付ける記載と評価できるかについて疑問を感じざるを得ない。

また、他の従業員に比較して、技術の変化や多様化に挑戦する姿勢を欠いて

いたと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｋ 「仕事意欲」の「４ 自己またはグループの仕事を最後まで責任もってや

り遂げたか」は、非組合員のうち、Ｄ及びＥ評価であった者は皆無である。

なお、非組合員の３分の２以上に当たる19名がＢ評価以上である。会社は、

審査計画策定以降に、理由として、平成18年、顧客提出文書が相当数滞留し

ており、迅速な処理を命じた際、Ｘ３組合員に対し、顧客提出文書の作成を

指導したが、長期間放置されていた結果、処理が不可能なものが多く発生し

たことをあげる。 

しかし、この点については、上記ｂ記載のとおり、当時、Ｘ３組合員が提

出を命じられた文書が滞留したのは、Ｘ３組合員にのみ原因があるというよ

りも、提出を命じる側の対応にも問題があったというべきであって、Ｘ３組

合員が仕事を最後まで責任をもってやりとげていないとの評価の根拠とみる

には疑問がある。 

また、この上司評価は、前記(１)ウ(エ)ｂ認定によれば、「１年間の実態

調査」によるものであるのだから、平成18年頃の文書の滞留を同20年の評価

の理由とすること自体に疑問がある上、同19年のこの項目のＸ３組合員への

評価はＣである。 

さらに、前記(１)オ(イ)認定のとおり、Ｘ３組合員は、同17年や同19年に

入社した者と２名で出張したり、通常は深夜に作業が行われるため、会社に

電話で照会できないような電鉄会社の出張を担当する等していることが認め

られ、このことからすると、Ｘ３組合員の責任感に問題があるとは解し難い。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｌ 「仕事意欲」の「５ 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか」

は、非組合員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計

画策定以降に、理由として、問題点や疑問点についての追及がほとんどなく、

むしろ困難な問題に対し、放置するようなことがあったことをあげる。 
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しかし、Ｘ３組合員が、どのような事案に関して、業務上の問題点や疑問

点を解決しないまま放置したのかについての疎明はない。また、Ｘ３組合員

が他の従業員に比較して、業務上の問題点や疑問点を追及する姿勢を欠いて

いたと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｍ 「仕事意欲」の「６ 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか」は、

非組合員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計画策

定以降に、理由として、業務の中から効率化や改善に向けた問題を発見する

能力もなく、そのような取組みはできないことをあげる。 

しかし、Ｘ３組合員が他の従業員に比較して、問題意識を欠いていたと認

めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｎ 「理解力・判断力」の「３ 仕事を進める過程で生じた異常や突発事項に

適切な判断をしたか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名で

ある。会社は、審査計画策定以降に、理由として、仕事を進める過程で生じ

た異常や突発事項に適切な判断をしたことはないことをあげる。 

しかし、Ｘ３組合員が他の従業員に比べ、判断力において、問題を抱えて

いたと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｏ 「理解力・判断力」の「４ 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか」

は、非組合員のうち、Ｄ評価は４名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計

画策定以降に、理由として、社員実態調査票において、この点についての具

体的な取組内容の記載がなく、実績についての説明もないことをあげる。 

従業員Ｂ及び従業員Ｃは、この項目の評価はいずれもＣであるところ（別

紙７、別紙９）、従業員Ｂ及び従業員Ｃの社員実態調査票の本人記載内容

（別紙10、別紙11－３）をみても、業務上の問題点を敏感に感知し対応して

いたものと評価できるかについて疑問を感じざるを得ない。 

また、Ｘ３組合員が他の従業員に比較して、業務上の問題意識やその対応
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において、劣っていたと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｐ 「理解力・判断力」の「５ 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収

できたか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。会社

は、審査計画策定以降に、理由として、この点についても、特に評価できる

点はなかったことをあげる。 

しかし、Ｘ３組合員が他の従業員に比較して、新しい仕事や知識に対する

対応力が劣っていたと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｑ 「仕事の達成度」の「１ こなした仕事の量・質は十分だったか」は、非

組合員のうち、Ｄ評価は５名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計画策定

以降に、理由として、特に見るべきところはなかったことをあげる。 

しかし、前記(１)オ(イ)認定のとおり、①Ｘ３組合員は、平成19年11月か

ら同21年11月までの間に、他に出張業務を行っている従業員とほぼ同じ頻度

で出張したこと、②Ｘ３組合員は、同17年や同19年に入社した者と２名で出

張したり、通常は深夜に作業が行われるため、会社に電話で照会できないよ

うな電鉄会社の出張を担当する等していること、がそれぞれ認められ、これ

らのことからすると、Ｘ３組合員の仕事が他の従業員に比べて量が少なかっ

たり、質が劣っているとは解し難い。また、他の従業員に比べて、Ｘ３組合

員の仕事の量や質が下回っていたと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｒ 「仕事の達成度」の「２ 計画的・効率的に仕事を遂行したか」は、非組

合員のうち、Ｄ評価は３名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計画策定以

降に、理由として、特に評価できる点はないことをあげる。 

しかし、他の従業員に比べて、Ｘ３組合員が業務上の計画性が乏しく、非

効率的な勤務ぶりであったと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの
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とみるのが相当である。 

ｓ 「仕事の達成度」の「４ 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか」は、非

組合員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計画策定

以降に、理由として、特に評価できる点はないことをあげる。 

しかし、この点に関して、他の従業員に比べて、Ｘ３組合員が問題を有し

ていたと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｔ 「仕事の質」の「３ 仕事の手順は規定に準じて的確だったか」は、非組

合員のうち、Ｄ及びＥ評価であった者は皆無である。会社は、審査計画策定

以降に、理由として、調整要項等に指定されている試験項目を実施せずに試

験を終了して不具合を発生させた事例、試験時に設定すべきスイッチ設定を

間違ったまま調整試験を実施し、その成績書では試験したかのような判定結

果を記載して出荷したため現地で不具合が発生した事例が多いことをあげる。 

しかし、こういった事例がＸ３組合員が携わった調整試験において、こと

さら多発していたと認めるに足る疎明はない。 

なお、前記(１)オ(オ)ｌ、ｍ認定のとおり、①Ｘ３組合員の平成19年７月

12日付けの電鉄会社の熱海ＳＳにおけるＡＣ50Ｆの現地試験に関する始末書

には、時間測定についてはミリセコンドカウンタを使用することが社内で規

定されているところ、規定外であるリレー試験器を使用していたことが問題

を発生させた原因である旨の記載があること、②Ｘ３組合員の同日付けの電

鉄会社の君津ＳＳの高配ロケータの不具合に関する始末書には、以前も綾部

ＳＳの高配ロケータの試験においても調整要項のとおり実施しなかったため、

不具合を発生させた経過があるとの記載とともに、調整要項にある項目につ

いて確認を行わなかったため、抵抗器の短絡を発見できず不具合品を流出さ

せた旨の記載があることが認められる。 

このうち、ＡＣ50Ｆの現地試験に関する始末書については、前記(１)オ

(オ)ｌ(ｃ)、（ｄ）認定のとおり、①リレー試験器の使用が規定外であると

する記載は、途中で加筆された部分であること、②この部分が加筆される以

前の平成19年７月９日付けの始末書に、調整要項では、「時間計」を使用す

ることになっているが、時間計という表現があいまいで調整要項についても

見直しが必要な旨手書きで加筆された文書が存在すること、がそれぞれ認め

られ、当時の調整要項にリレー試験器の使用を禁じると明記されていたかは、
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疑問である。また、仮に、調整要項にリレー試験器の使用に問題があるとの

記載があったとしても、前記(１)オ(オ)ｌ(ａ)から(ｄ)認定のとおり、Ｙ１

社長が削除を求めるまで、Ｘ３組合員の始末書には、リレー試験器の使用の

決定に関して、Ｙ４工場次長が関与したとする記載があったことからすると、

Ｘ３組合員が独断でリレー試験器の使用を決めたとはいえない。 

一方、高配ロケータの不具合に関する始末書については、調整要項にある

項目について確認を行わなかったため、抵抗器の短絡を発見できず不具合品

を流出させた旨の記載が虚偽であると認めるに足る疎明はない。 

しかし、以前も綾部ＳＳの高配ロケータの調整においても調整要項のとお

り実施しなかったため、不具合を発生させたとする点については、この不具

合の発生の時期等に関する具体的な疎明はない。なお、前記(１)オ(オ)ｂ認

定のとおり、Ｘ３組合員が平成９年３月７日付けで、電鉄会社の綾部ＳＳで

の試験に関して、高配ロケータの調整に関する始末書を提出したことが認め

られるが、この始末書には、「図面の不備および、調整要項、試験成績書に

コンデンサトリップについての記載がなかったこともありますが」との記載

があり、むしろ、調整要項の不備を指摘しているのであるから、調整要項ど

おりに試験をしなかったため、不具合を発生させたものとはなり得ない。し

たがって、高配ロケータの不具合に関する始末書を根拠に、Ｘ３組合員が高

配ロケータの調整試験において、同趣旨のミスを繰り返していたとはいえな

い。 

以上のとおりであるから、これらの始末書を勘案しても、Ｘ３組合員が、

非組合員27名に比較して、調整要項等に従わず、的確性に問題のある勤務ぶ

りであったとまでいうことはできない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｕ 「仕事の質」の「４ 自らの着想・工夫で効率改善できたか」は、非組合

員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計画策定以降

に、理由として、社員実態調査票において具体的な効率改善内容が記載され

ておらず、日常業務の中でも業務の効率改善を行っていたことはないことを

あげる。 

従業員Ｂ及び従業員Ｃは、この項目の評価はＤ及びＣであるところ（別紙

７、別紙９）、社員実態調査票の本人記載内容（別紙11－３）のうち、最近

の会社課題欄の設問３「ＣＳ活動で、客先満足を向上させる活動を行った実
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績を具体的に記載し、より客先満足度を向上させる次期の活動計画を記載せ

よ」との設問への回答については、従業員Ｂは「納期の厳守、部材在庫精度

を上げ客先納期厳守」と、従業員Ｃは「作業中に不具合発生時、原因をまと

め、同じような原因で不具合発生した時の時間短縮できるようにしている。

（業務改善にもつながると思う）これが充実していけば、品質不良“０”を

めざしていることに対しての一担になると思う。」と、平成20年のＸ３組合

員は「１ 製造課で客先満足度を計るひとつに納期に間に合わせることがあ

るので、今後も納期に間に合わせることを念頭におく ２ 出張先で、客先

との連絡を密にし、客先の要望に沿って作業を行ない、不具合が発生しない

ようにする。」とそれぞれ記載していた（別紙11－１）。そうすると、Ｘ３

組合員の記載内容が、特に具体性に欠けるとまでいい難い。 

また、Ｘ３組合員は、前記(１)オ(ウ)認定のとおり、納期に遅れたり、工

程の遅れを指摘されたことはなかったことが認められ、効率の面で何らかの

問題を抱えていたとも、効率を上げるための努力を欠いていたとも解されな

い。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｖ 「業務改善」の「１ 業務の改善についてのアイデアを上申したか」は、

非組合員のうち、Ｄ評価は８名、Ｅ評価は０名であり、「２ 業務の改善に

ついての提案を提出し実施したか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は10名、Ｅ

評価は０名であり、「３ アイデア・提案は効果的であったか」は、非組合

員のうち、Ｄ評価は９名、Ｅ評価は０名である。 

会社は、審査計画策定以降に、理由として、「１ 業務の改善についての

アイデアを上申したか」については、①社員実態調査票に業務改善の具体的

なアイデアに関する記載がないこと、②面談や日常業務においても提案がな

いことを、「２ 業務の改善についての提案を提出し実施したか」について

は、業務改善の提案がなかったことを、「３ アイデア・提案は効果的であ

ったか」については、①社員実態調査票の記載が毎年同じような内容であり、

改善提案が具体的ではない、②提案がないため、具体的な効果は認められな

いことをそれぞれあげる。 

一方、申立人らは、業務改善の上記の三項目について少なくともＣと評価

されるべき理由として、①調整要項がない製品について通常設計が作成する

調整要項を自ら作成したり、修正の必要がある時には書き換えたりしていた
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こと、②製品の調整試験の際に、不具合や問題点があると事項通知書を出し

ていたこと、③不具合検討会議や品質会議に出席を求められた場合には、必

ず出席し、改善を提案していたことをあげる。 

しかし、業務改善の上記の三項目は、いずれも会社へのアイデアや提案の

提出についてのものと解されるところ、申立人らのあげる上記①については、

Ｘ３組合員が調整要項を作成したり、修正したとしても、このことが業務改

善についてのアイデアを上申したものに当たると認めるに足る疎明はない。

また、上記②及び③についても、前記(１)オ(ウ)認定のとおり、Ｘ３組合員

のノートには、製造課の品質会議に参加した旨の記載や、「事項通知書」と

の記載があることは認められるが、Ｘ３組合員が品質会議でどのような発言

をしたかや、ノート上の「事項通知書」との記載が、誰によって作成された

どのような件に関する事項通知書であるかについての疎明はない。 

また、業務改善の各項目については、他の項目に比べて、非組合員につい

てもＤ評価とされる比率が高いことが認められる（別紙15）。 

そうすると、会社があげるＸ３組合員に対するＤ評価の理由のうち、社員

実態調査票の記載についてはともあれ、面談や日常業務において提案がない

として、業務改善の上記の三項目についてＤ評価としたことを不合理とまで

いうことはできない。 

したがって、これらの項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、同組

合員が組合員であること等を理由にしたものとは判断できない。 

ｗ 「安全への貢献」の「４ 潜在危険の予知・不安全箇所の発見に努め、報

告、改善したか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は１名、Ｅ評価は０名である。

会社は、審査計画策定以降に、理由として、作業周囲の整理整頓を怠り、会

社からの整理整頓を繰り返し求めたが従わなかったことをあげる。 

しかし、会社がＸ３組合員に対し、いつ頃、どのように整理整頓を求め、

Ｘ３組合員がそれに従わなかったとする具体的な疎明もない。 

また、前記(１)オ(イ)認定のとおり、Ｘ３組合員は直流漏電警報器の定期

点検や現地試験のため、敦賀発電所に出張していることが認められ、このこ

とからすると、Ｘ３組合員の安全に関する意識に問題があったとも解し難い。

この点に関して、他の従業員に比べて、Ｘ３組合員が劣っていると認めるに

足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ３組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 
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以上のとおりであるから、Ｘ３組合員の社員実態調査票「１年間の実態調査」

のうち、上司評価がＤであった合計25項目のうち22項目について、少なくとも

Ｃとするべきであって、これらの項目がＣであるとして再計算を行うと、平成

21年の本件査定票の社員実態調査票部分は０点となる。 

（ウ）本件業務習熟度表については、前記(１)ウ(エ)ａ認定のとおり、上位の２評

価に当たるＡ及びＢ＋評価のみが本件査定票上では加点となることが認められ、

申立人らは、Ｘ３組合員の本件業務習熟度表の査定の項目について、少なくと

もＢ＋以上又はＡと評価されるべきである旨主張する。 

会社は、本件において、従業員Ｂ及び従業員Ｃ以外の従業員に対する本件業

務習熟度表の査定結果やその分布状況は明らかにしていないが、前記(１)エ

(コ)認定のとおり、平成21年の業務習熟度表において、Ｘ３組合員と同一の書

面上に評価が記載されていた非組合員の実績値は明らかになっており、その内

容をみると社員実態調査票の場合と異なり、下位の評価も相当程度あることが

認められる（別紙12）。また、従業員Ｂ及び従業員Ｃの本件業務習熟度表につ

いても、前記(１)エ(ケ)認定のとおり、下位の評価も相当程度含まれているこ

とが認められる。 

そうすると、Ｘ３組合員について、本来、少なくともＢ＋以上又はＡと評価

されるべきでありながら、それを下回った評価となっている項目の有無につい

て検討することになるところ、組合員である故に加点対象となる評価が得られ

なかったと判断されるには、平均程度に業務を遂行しているというだけでは足

らず、他の従業員と比較して、優れているとされることが必要であるというべ

きである。 

以下、この点を勘案して、個別の項目について検討する。 

ａ 申立人らは、「１－１組立配線」「１－２特殊作業」「１－３半田付け作

業」について、Ｘ３組合員が常時行う作業であって、少なくともＢ＋と評価

されるべきと主張する。しかし、常時行っているという理由のみで、Ｂ＋以

上とされるべきとまではいえず、Ｘ３組合員がこの項目について、他の従業

員よりも優れていたと認めるに足る疎明はない。 

したがって、この点に関する組合の主張は採用できない。 

ｂ 申立人らは、「２－１受入検査・構造検査」の「受入検査」について、 

Ｘ３組合員は受入検査に精通しており、少なくともＢ＋と評価されるべきと

主張する。しかし、前記(１)オ(ア)認定のとおり、査定が行われた時点では、

Ｘ３組合員は主として、調整・試験を担当していたと認められる。また、応

援等で受入検査を行うことがあったとしても、その技能が、他の従業員より
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優れていたと認めるに足る疎明はない。 

したがって、この点に関する組合の主張は採用できない。 

ｃ 申立人らは、「２－２製品性能検査（直流電鉄用機器）」について、これ

まで全く担当していないＭＩＣＳ関係以外は、少なくともＢ＋と評価される

べきと主張する。しかし、これらの機器に関するＸ３組合員の技能が、他の

従業員より優れていたと認めるに足る疎明はない。 

したがって、この点に関する組合の主張は採用できない。 

ｄ 申立人らは、「２－３製品性能検査（交流電鉄用機器）」について、Ｘ３

組合員が30年以上一貫して担当してきた業務で他の従業員に指導まで行って

いるのだから、Ａと評価されるべきと主張する。 

この項目においては、「ロケータ交流き電、高配」「避雷器漏洩電流検出

器装置」はＢ＋と、「交流き電回路用故障選択リレー」「切替開閉器」はＢ

と評価されている（別紙２）。 

前記(１)オ(ア)認定のとおり、Ｘ３組合員が一番多く担当していた製品は、

ロケータであって、Ｘ３組合員の業務の50％程度を占めていたことが認めら

れるところ、これに関する項目で、Ｘ３組合員は一定の評価を受けていると

解される。また、前記(１)オ(オ)ｍ認定のとおり、Ｘ３組合員は平成19年７

月12日付けで電鉄会社の君津ＳＳにおける高配ロケータの不具合に関する始

末書を提出したことが認められ、会社がこの始末書を正式に受け取るまでの

経緯はともあれ、Ｘ３組合員が高配ロケータの調整・試験の際に、抵抗器の

短絡を発見できず不具合品を流出させたとの記載が虚偽であると認めるに足

る疎明はなく、一方、Ｘ３組合員の「ロケータ交流き電、高配」にかかる技

能が最高水準にあるとする具体的な疎明はない。また、「避雷器漏洩電流検

出器装置」について、Ｘ３組合員の技能が他の従業員に比べて、最高水準に

あると認めるに足る疎明、「交流き電回路用故障選択リレー」「切替開閉器」

について、Ｘ３組合員の技能が他の従業員に比べて、優れていると認めるに

足る疎明はいずれもない。 

したがって、この点に関する組合の主張は採用できない。 

ｅ 申立人らは、「２－４製品性能検査（電力用機器）」のアイソレータや

「３－３電気関連基礎知識」について、他の従業員に指導まで行っているの

であるから、Ａと評価されるべきと主張する。 

しかし、これらの項目において、Ｘ３組合員の技能が他の従業員に比べて、

最高水準にあると認めるに足る疎明はない。 

したがって、この点に関する組合の主張は採用できない。 
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ｆ ところで、申立人らは、本件業務習熟度表に関しても杜撰な査定が窺われ

る旨主張する。確かに、前記(１)ウ(エ)ａ認定のとおり、業務習熟度表には

記載されていない項目の実績値が、本件業務習熟度表上には記載されている

例などがあることが認められる。しかし、従業員Ｂ及び従業員Ｃの本件業務

習熟度表や品質管理課の非組合員に対する業務習熟度表の内容をみても、評

価が一切記入されていない項目が存在している（別紙６、別紙８、別紙13）。

そうすると、会社の査定は杜撰な点はあるが、本件業務習熟度表に関しては、

組合員と非組合員を区別し、組合員に対してのみ、点数が低くなるような査

定が行われたとまではいえない。 

以上のとおりであるから、Ｘ３組合員の平成21年の本件業務習熟度表の査定

に関しては、組合員であること等を理由として、本来あるべき点数よりも低い

点数になっているとまでいうことはできない。 

（エ）Ｘ３組合員に懲戒実績があったとして、本件査定票上で減点となっているこ

とについては、前記(１)オ(オ)認定のとおり、Ｘ３組合員は昭和51年から平成

19年までの間に、合計12件の始末書等を提出したことを根拠にしたものと認め

られる。 

しかし、前記(１)イ(カ)、ウ(ア)、エ(キ)ｂ、オ(オ)認定のとおり、①Ｘ３

組合員は、在職中、会社から懲戒処分である旨を記載した書面を交付されたこ

とはないこと、②会社の就業規則の懲戒に関する条項では、懲戒は譴責、減給、

出勤停止、降職、降格、諭旨解雇および懲戒解雇の６種類とし、始末書を取る

ことがあるとされていること、③Ｘ３組合員が提出した始末書等の中には、顛

末書との題名で、謝罪の意を示すものではなく、業務上のトラブルの経過を記

録したものも含まれていること、④Ｘ４組合員に対する懲戒処分が不当労働行

為に当たるか否か等が争われた平成16年(不)第10号事件を申し立てた際の申立

書には、会社がＸ４組合員に対し、懲戒処分の通知書を手渡した旨記載されて

いることが認められる。そうすると、Ｘ３組合員に対する始末書等が存在する

ことのみをもって、Ｘ３組合員に対して就業規則上の懲戒処分が行われたとい

うことはできない。 

なお、会社は、平成11年１月18日の査問委員会に関する  Ｚ４  及び支部

の文書をみても、申立人らも始末書提出が懲戒処分であると認識している旨主

張する。しかし、前記(１)オ(オ)ｇ(ａ)、(ｂ)認定のとおり、①会社はＸ３組

合員に対し、11年通知書を手交し、懲戒処分を実施するにあたって、査問を行

うとして出席を求めたこと、②11年通知書には、査問の内容として過去５件の

始末書に至る経緯と記載されていたこと、③  Ｚ４  及び支部が、会社に対
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し提出した申入書は、Ｘ３組合員が処分されるいわれはないとするとともに、

査問の手続き等について文書回答を求めるものであったこと、がそれぞれ認め

られ、  Ｚ４  及び支部は、会社が始末書に記載された事項に関し、懲戒処

分を行おうとしているとして、それに抗議する姿勢を示していたとみるのが相

当で、始末書の提出自体が懲戒処分に該当すると認識していたとは、到底認め

られない。 

また、始末書等の存在以外に、会社がＸ３組合員に対し、懲戒処分を行った

可能性を示唆するものは見当たらない。 

以上を総合すると、会社はＸ３組合員に対し、正当な理由なく懲戒処分があ

ったとして、本件査定票上の点数を減点したというのが相当である。したがっ

て、平成21年の本件査定票の懲戒実績部分は０点となる。 

（オ）申立人らは、Ｘ３組合員が昭和48年２月19日に工場長から表彰を受けている

旨主張する。 

前記(１)オ(カ)認定のとおり、①工場長名で、「新幹線用ロケーター設計製

作に効績があったので表彰致します」との記載のある、同日付けのＸ３組合員

に対する表彰状が存在すること、②この表彰状には押印がないこと、が認めら

れる。そうすると、押印のない表彰状を根拠に、Ｘ３組合員に表彰実績がある

とは解されないのであるから、会社がＸ３組合員の本件査定票上で、表彰実績

について加点をしなかったことを不当であるとはいえない。 

（カ）以上のとおりであるから、Ｘ３組合員の平成21年の本件査定票上の点数は、

業務習熟度表部分が6.05点、社員実態調査票部分が０点、懲戒実績部分が０点

となり、その他の部分は０点で合計6.05点とされるべきと判断される。したが

って、会社が継続雇用の可否を判断するに当たって、Ｘ３組合員に対し、合計

点数が０点に達していないとして、継続雇用しなかったことは、組合員である

ことを理由とするものであるとともに、もって組合を弱体化させる支配介入に

該当し、労働組合法第７条第１号及び第３号に違反する不当労働行為である。 

エ Ｘ２組合員に対する平成22年の本件査定票の採点について 

（ア）Ｘ２組合員の勤務状況については、前記(１)オ(エ)、カ(イ)認定のとおり、

①平成19年10月から同23年３月までの間に、電鉄会社等に計129回出張したこ

と、②そのうち42回は１名の出張で、他の従業員と出張した中には、同17年や

同19年に入社した者と２名で出張した場合もあること、③平成15年頃会社で実

施されたＱＭＳ全体教育テストでは、平均点以上の点数を取り、後に継続雇用

された２名よりも好成績であったこと、がそれぞれ認められ、他の従業員と比

較して、著しく劣る勤務ぶりであったとは解されない。 
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また、前記(１)カ(カ)認定のとおり、①平成５年頃、Ｘ２組合員は、他の従

業員とともに、直流電圧検出リレーの非接触型の機器の開発に携わったこと、

②会社は、取引先とともに、Ｘ２組合員を発明者の１人として特許を出願した

こと、が認められる。そうすると、Ｘ２組合員は、一定程度の技術を有し、他

の従業員と連携して業務を遂行できる従業員であったというのが相当である。 

（イ）申立人らは、Ｘ２組合員の社員実態調査票の「１年間の実態調査」の上司評

価のうち、Ｄとされたものについて少なくともＣとされるべきである旨主張す

るので、Ｘ２組合員の平成22年の社員実態調査票「１年間の実態調査」のうち、

上司評価がＤであった合計19項目について、個別に検討する。なお、会社が従

業員を評価する際には、全員に対し均一の基準が適用されるべきであることか

ら、非組合員27名の評価分布（別紙16、別紙17）を念頭に置き、可能な限り継

続雇用が認められた従業員Ｂ及び従業員Ｃとの比較をしながら、検討を行う。 

ａ 「規律維持」の「１ 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか」

は、非組合員のうち、Ｄ評価は１名、Ｅ評価は０名である。 

会社は、審査計画策定以降に、理由として、品質管理課の目標達成計画書

に記載の事項での実績を具体的に説明するべきであるが行わず、社員実態調

査票にも記載がないことをあげる。 

従業員Ｂ及び従業員Ｃは、この項目の評価はいずれもＢであるところ（別

紙７、別紙９）、Ｘ２組合員と従業員Ｂ及び従業員Ｃの社員実態調査票の本

人記載内容（別紙10、別紙11）を比較すると、Ｘ２組合員の記載内容が２人

に比べて、著しく劣っているとまではいえない。また、品質管理課の目標達

成計画書に記載の事項とはどのような内容で、この項目で高評価を得た従業

員の記載がそれに沿っていたとする疎明もない。他の従業員と比較して、こ

の項目において、Ｘ２組合員が劣っていると認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｂ 「規律維持」の「３ 職務規律の維持・向上に努めたか」は、非組合員の

うち、Ｄ及びＥ評価であった者は皆無である。会社は、審査計画策定以降に、

理由として、勤務時間中に無駄話をしたり、自分の担当業務に関する疑問を

他部署の技術者に仕事中に直接割り込んで、繰り返し質問するなどしており、

これらに関する会社からの注意にもかかわらず、改まらなかったことをあげ

る。 

しかし、Ｘ２組合員がことさら勤務時間中に無駄話をし、他の従業員の業
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務の進行を妨げるなどしていたとする具体的な疎明はない。また、会社がこ

の点に関してＸ２組合員に注意をしたとする点に関しても、いつ、どのよう

な従業員間のやり取りについて、どのように注意したかなどの疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、同組合員

が組合員であること等を理由にしたものとみるのが相当である。 

ｃ 「規律維持」の「４ 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか」

は、非組合員のうち、Ｄ及びＥ評価であった者は皆無である。会社は、審査

計画策定以降に、理由として、公私の区別をつけて、他のメンバーに徹底さ

せたことはないことをあげる。 

しかし、Ｘ２組合員が公私混同した行為を行ったとする具体的な疎明もな

く、この点に関して、他の従業員に比べて、Ｘ２組合員のみが劣っていたと

認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｄ 「チームワーク」の「３ 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績

向上に努めたか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は１名、Ｅ評価は０名である。

会社は、審査計画策定以降に、理由として、①品質管理課の品質目標や環境

目標を理解し、率先して推進すべきであるところ、改善提案活動などはほと

んど実績がなかったこと、②クレーム処理が遅れても改善する努力もないこ

と、③実績が社員実態調査票に記載されていないことをあげる。 

しかし、品質管理課の品質目標や環境目標の内容に関する疎明や、他の従

業員に比べて、Ｘ２組合員がそれらの目標に沿った行動を取っていないとす

る具体的な疎明はない。 

また、前記(１)カ(キ)認定のとおり、平成20年10月から同23年９月までの

間、会社の品質管理課では、受入業務提案活動を行い、従業員に対し、業務

改善提案を行うよう求めたことが認められるが、他の従業員からの改善提案

の内容や件数についての具体的な疎明はない。会社は、Ｘ２組合員が品質管

理課の改善提案において、提案を行わなかったとするが、同認定のとおり、

同22年、Ｘ２組合員は、提案の文書を提出したが、Ｙ２工場長は実用化にお

いて問題点があるとして、この文書を提案として受領しなかったことが認め

られる。また、この提案活動について、会社が実施要項等で、実用化の可能

性の乏しい提案は受理しないとの定めを置き、全従業員に均一に適用してい

たとする疎明もなく、会社がＸ２組合員の提案に関して恣意的な判断をして
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受け付けなかったとする申立人らの主張にも、一定の合理性がある。 

次に、クレーム処理に関しては、Ｘ２組合員が、Ｘ２組合員側に理由があ

る状況で、処理を遅延させたと認めるに足る疎明はない。 

社員実態調査票については、従業員Ｂ及び従業員Ｃは、この項目の評価は

Ｂ及びＣであるところ（別紙７、別紙９）、Ｘ２組合員と従業員Ｂ及び従業

員Ｃの社員実態調査票の本人記載内容（別紙10、別紙11）を比較すると、 

Ｘ２組合員の記載内容が２人に比べて、特段、劣っているとはいえない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｅ 「チームワーク」の「４ 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか」

は、非組合員のうち、Ｄ評価は１名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計

画策定以降に、理由として、社員実態調査票に具体的な取組みの記載がなく、

日常業務においても、そのような努力が見えなかったこと、及び不具合調査

や調査報告書の提出遅延が常態化していたことをあげる。 

従業員Ｂ及び従業員Ｃは、この項目の評価はＢ及びＣであるところ（別紙

７、別紙９）、従業員Ｂ及び従業員Ｃの社員実態調査票の本人記載内容（別

紙10、別紙11－３）をみても、この記載が、会社や課の問題意識を高め解決

に努力したという観点から、Ｘ２組合員よりも優れていると評価できるかに

ついて疑問を感じざるを得ない。また、日常業務において、他の従業員と比

べて、Ｘ２組合員がこの点における努力を欠いていたと認めるに足る疎明も

ない。 

不具合調査や調査報告書に関しても、Ｘ２組合員側に理由がある状況で、

提出を遅延させたと認めるに足る疎明、及び他の従業員に比較して、Ｘ２組

合員が提出までに特別に長期間を要しているとする疎明はいずれもない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｆ 「仕事意欲」の「１ 会社・課の全体の成果を意識して積極的に業務推進

したか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。会社は、

審査計画策定以降に、理由として、①苦手な製品を扱う時や調査が複雑、困

難な状況になると弱音を吐き、積極的に取り組む姿勢を見せなかったこと、

②上司から指示された不具合調査報告書作成を若い従業員に押し付けるなど

していたこと、③苦手なパソコン操作について自ら努力せず、データ作成な
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どの能力も向上しなかったことをあげる。 

しかし、上記①及び②に関しては、これを認めるに足る疎明はない。また、

上記③についても、平成22年のＸ２組合員に対する本件業務習熟度表上のパ

ソコン操作は５段階評価の中位のＢ評価であって（別紙４）、そもそも、 

Ｘ２組合員がパソコンの操作の技術が劣っていたか自体、疑問である。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｇ 「仕事意欲」の「２ 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に

努力したか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は１名、Ｅ評価は０名である。会

社は、審査計画策定以降に、理由として、社員実態調査票の記述部分に目標

や実績が具体的に記載されていなかったことをあげる。 

従業員Ｂ及び従業員Ｃは、この項目の評価はいずれもＣであるところ（別

紙７、別紙９）、従業員Ｂ及び従業員Ｃの社員実態調査票の本人記載内容

（別紙10、別紙11－３）をみても、この記載が、自己の目標の設定や知識・

技術の習得努力の観点から、Ｘ２組合員よりも優れているとはいい難い。ま

た、日常業務において、他の従業員と比べて、Ｘ２組合員がこの点における

努力を欠いていたと認めるに足る疎明もない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｈ 「仕事意欲」の「３ 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか」は、非

組合員のうち、Ｄ評価は１名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計画策定

以降に、理由として、①社員実態調査票にこのことに関する記載がないこと、

②新たな資格取得や治具の開発などの提案がなかったこと、③Ｘ２組合員の

出張や現地作業には、新しい知識や技術を必要とするものはなかったことを

あげる。 

従業員Ｂ及び従業員Ｃは、この項目の評価はいずれもＣであるところ（別

紙７、別紙９）、従業員Ｂ及び従業員Ｃの社員実態調査票の本人記載内容

（別紙10、別紙11－３）をみても、この記載が、技術の変化や多様化への挑

戦という観点から、Ｘ２組合員よりも優れているとはいい難い。 

また、会社の従業員のうち、どの程度の者が新たに資格を取得し、治具の

開発などの提案を行っているか等の疎明はないのであるから、仮に、Ｘ２組

合員が新たな資格を取得したり、治具等の提案を行っていなかったとしても、
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Ｘ２組合員が他の従業員に比べ、劣っているとまではみることができない。

なお、前記(１)カ(キ)認定のとおり、会社の品質管理課の受入業務提案活動

において、Ｘ２組合員が提案の文書を提出したところ、Ｙ２工場長が実用化

において問題点があるとして、この文書を提案として受領しなかったことが

認められる。 

さらに、平成22年のＸ２組合員の本件業務習熟度表（別紙４）をみても、

技術面については一定以上の評価を得ており、かかる評価を得ながら、新た

な技術の取得等に関して、Ｘ２組合員が他の従業員に比べて、技術の変化や

多様化に挑戦する姿勢を欠いていたとするには疑問がある。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｉ 「仕事意欲」の「５ 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか」

は、非組合員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計

画策定以降に、理由として、平成21年８月の無負荷検出装置の不具合にかか

る経緯のように、不具合調査に対して、データに基づく論理的な調査・解析

ができず、場当たり的な処置になり、再発防止対策を図れなかったことをあ

げる。 

しかし、平成22年のＸ２組合員の本件業務習熟度表（別紙４）をみると、

技術面については一定以上の評価を得ており、とりわけ、受入試験、絶縁・

耐圧試験及びクレーム・不適合品処理については、最高評価のＡ評価になっ

ている。また、前記(１)カ(カ)認定のとおり、平成５年10月５日、Ｘ２組合

員を発明者の１人として、直流電車線の活線検知器の特許出願がなされたこ

とも認められる。これらのことからすると、Ｘ２組合員が技術者として能力

上の問題を抱えていたとはいい難く、場当たり的な処理を繰り返していたと

みるには、疑問がある。 

また、平成21年８月の無負荷検出装置の不具合にかかる経緯について、申

立人らは、①当該装置は、屋内のリレー部と屋外の検出部に分かれており、

当時、Ｘ２組合員は、リレー部の入力が異常であり、検出部に不具合がある

のはわかっていた、②検出部の調査には別途手配が必要であったところ、当

日、客先は、リレー部の調査だけの手配しかしておらず、Ｘ２組合員は、そ

の要望に従い調査をし、客先の担当者もその旨を理解していた、③Ｘ２組合

員は、この経緯を後に出張した従業員にも連絡しており、結果として検出器

側に問題があったことが明らかになったと主張するところ、かかる主張には
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一定の合理性がある。 

したがって、平成21年８月の無負荷検出装置の不具合にかかる経緯をもっ

て、問題点・疑問点の追及において、他の従業員よりも劣っているというこ

とはできない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｊ 「仕事意欲」の「６ 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか」は、

非組合員のうち、Ｄ評価は３名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計画策

定以降に、理由として、論理的な調査・解析ができず、思いつきの実験や場

当たり的な処置しかできないことをあげる。 

しかし、上記ｉ記載のとおり、Ｘ２組合員が場当たり的な処理を繰り返し

ていたとするには、疑問があり、平成21年８月の無負荷検出装置の不具合に

かかる経緯をもって、Ｘ２組合員が論理的な調査・解析ができず、思いつき

の実験や場当たり的な処置しかできないとみるのは不適当である。 

また、Ｘ２組合員が、仕事上の問題意識の点で他の従業員より劣っていた

と認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｋ 「理解力・判断力」の「２ 理解した事を自らの仕事の効率的な進め方に

発展させたか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。

会社は、審査計画策定以降に、理由として、①平成20年12月の連絡遮断装置

の不具合にかかる経緯のように、不具合調査に対して、データに基づく論理

的な調査・解析ができず、場当たり的な処置になり、再発防止対策を図れな

かったこと、②不具合調査及び報告書の作成が遅延していたこと、③品質管

理課の目標達成計画書に記載の改善計画もなかったことをあげる。 

しかし、上記ｉ記載のとおり、Ｘ２組合員が場当たり的な処理を繰り返し

ていたとするには、疑問がある。 

また、平成20年12月の連絡遮断装置の不具合に関して、申立人らは、会社

はＸ２組合員に対して、データ収集のみを指示し、その後の対応は特に指示

されておらず、このことを理由にＸ２組合員の業務の進め方に問題があった

とはいえないと主張しており、かかる主張にも一定の合理性がある。さらに、

申立人らは、会社において、不具合の原因が直ちに究明できないことは多々
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あり、会社があげるＸ２組合員が関与した例のみで、Ｘ２組合員と継続雇用

が認められた者との間に能力における差があったとすることはできない旨主

張しており、かかる主張は首肯できる。 

不具合調査や調査報告書に関しても、Ｘ２組合員側に理由がある状況で、

提出を遅延させたと認めるに足る疎明はない。改善計画に関しても、Ｘ２組

合員が他の従業員に比べて劣っていると認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｌ 「理解力・判断力」の「４ 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか」

は、非組合員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計

画策定以降に、理由として、社員実態調査票において、この点についての具

体的な取組内容の記載がなく、実績についての説明もないことをあげる。 

従業員Ｂ及び従業員Ｃは、この項目の評価はいずれもＣであるところ（別

紙７、別紙９）、従業員Ｂ及び従業員Ｃの社員実態調査票の本人記載内容

（別紙10、別紙11－３）をみても、業務上の問題点を敏感に感知し対応して

いたものと評価できるかについて疑問を感じざるを得ない。 

また、Ｘ２組合員が他の従業員に比較して、業務上の問題意識やその対応

において、劣っていたと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｍ 「理解力・判断力」の「５ 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収

できたか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は３名、Ｅ評価は０名である。会社

は、審査計画策定以降に、理由として、この点についても、特に評価できる

点はなかったことをあげる。 

しかし、Ｘ２組合員が他の従業員に比較して、新しい仕事や知識に対する

対応力が劣っていたと認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｎ 「実行力」の「２ 困難な状況や障害に対し、粘り強く完遂できたか」は、

非組合員のうち、Ｄ評価は１名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計画策

定以降に、理由として、①調査報告書の作成を放置したり、滞留させるなど



―87― 

した、②不具合調査を独力で完結できず、平成20年３月の逆流検出器の不具

合調査では、不具合調査の能力がないため、報告書を書きかけたまま放置し

たことをあげる。 

しかし、Ｘ２組合員側に理由がある状況で、調査報告書の提出を放置した

り、遅延させたと認めるに足る疎明、及び他の従業員に比較して、Ｘ２組合

員が提出までに特別に長期間を要しているとする疎明はいずれもない。 

また、上記ｉ記載のとおり、Ｘ２組合員が技術者として能力上の問題を抱

えていたとはいい難い。 

さらに、申立人らは、平成20年３月の逆流検出器の不具合調査に関して、

①前任の担当者も原因が解明できず、現在も原因不明のままである、②不具

合の原因が不明な現場はいくつかあり、その場合には、報告書の提出は求め

られていない旨主張し、かかる主張にも一定の合理性がある。したがって、

平成20年３月の逆流検出器の不具合調査にかかる経緯を理由に、Ｘ２組合員

が困難な状況や障害が生じた時の対応に、他の従業員に比べて、問題を抱え

ていたとみることはできない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｏ 「仕事の達成度」の「４ 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか」は、非

組合員のうち、Ｄ評価は１名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計画策定

以降に、理由として、①不具合調査及び報告書作成に時間がかかり、独力で

処理できなかった、②出張業務においても本質的な原因を分析できなかった

ことをあげる。 

しかし、Ｘ２組合員側に理由がある状況で、不具合調査及び調査報告書の

提出を放置したり、遅延させたと認めるに足る疎明、及び他の従業員に比較

して、Ｘ２組合員が提出までに特別に長期間を要しているとする疎明はいず

れもない。 

また、上記ｉ記載のとおり、Ｘ２組合員が技術者として能力上の問題を抱

えていたとはいい難く、Ｘ２組合員の出張先における不具合調査への対応能

力が、他の従業員と比べて劣っていると認めるに足る疎明はない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｐ 「仕事の質」の「４ 自らの着想・工夫で効率改善できたか」は、非組合
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員のうち、Ｄ評価は２名、Ｅ評価は０名である。会社は、審査計画策定以降

に、理由として、①不具合調査にて、思いつきで実験を行い、結果が出ない、

時間がかかる、不具合が再発するなどしていた、②スイッチング電源の受入

治具や受入検査でリーク電流値を記録することはＸ２組合員による効率改善

とは評価できないことをあげる。 

しかし、上記ｉ記載のとおり、Ｘ２組合員が技術者として能力上の問題を

抱えていたとはいい難く、Ｘ２組合員の不具合調査への対応能力が、他の従

業員と比べて劣っていると認めるに足る疎明はない。 

また、この項目でＣ評価以上を得た従業員が全員独自に、業務改善に資す

る機器や調査方法の工夫をしていたと認めるに足る疎明はなく、仮に、スイ

ッチング電源の受入治具や受入検査でリーク電流値を記録することがＸ２組

合員の独自の効率改善とまではいえないとしても、Ｘ２組合員が、自らの着

想・工夫で効率改善できたかの点で、他の従業員に劣っているとする理由に

はならない。 

そうすると、この項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当な理

由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

ｒ 「業務改善」の「１ 業務の改善についてのアイデアを上申したか」は、

非組合員のうち、Ｄ評価は６名、Ｅ評価は０名であり、「２ 業務の改善に

ついての提案を提出し実施したか」は、非組合員のうち、Ｄ評価は８名、Ｅ

評価は０名であり、「３ アイデア・提案は効果的であったか」は、非組合

員のうち、Ｄ評価は８名、Ｅ評価は０名である。 

会社は、審査計画策定以降に、いずれについても理由として、品質管理課

の改善提案において、提案を行わなかったことをあげる。 

しかし、上記ｄ記載のとおり、品質管理課の改善提案に関しては、前記

(１)カ(キ)認定のとおり、Ｘ２組合員は、提案の文書を提出したが、Ｙ２工

場長は実用化において問題点があるとして、この文書を提案として受領しな

かったことが認められ、この提案活動について、会社が実施要項等で、実用

化の可能性の乏しい提案は受理しないとの定めを置き、全従業員に均一に適

用していたとする疎明もない。 

このことからすると、会社は、Ｘ２組合員に対し、提案を行わなかったと

してＤと評価したことには問題があるといわざるを得ない。 

そうすると、これらの項目について、Ｘ２組合員がＤとされたのは、正当

な理由があったものではなく、同組合員が組合員であること等を理由にした
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ものとみるのが相当である。 

以上のとおりであるから、Ｘ２組合員の社員実態調査票「１年間の実態調査」

のうち、上司評価がＤであった合計19項目のうち19項目について、少なくとも

Ｃとするべきであって、これらの項目がＣであるとして再計算を行うと、平成

22年の本件査定票の社員実態調査票部分は２点となる。 

（ウ）本件業務習熟度表については、申立人らは、①「１－３調整試験」はＸ２組

合員の通常業務ではないが、工程や作業人員の都合で、調整・検査の作業はも

とより、出張作業において十分に作業を行っており、少なくともＢ＋とされる

べきである、②「１－４完成検査」も、専任担当者が不在の時には担当して製

品を出荷しており、少なくともＢ＋とされるべきである旨主張する。 

会社は、本件において、従業員Ｂ及び従業員Ｃ以外の従業員に対する本件業

務習熟度表の査定結果やその分布状況は明らかにしていないが、前記(１)エ

(コ)認定のとおり、平成22年の業務習熟度表において、Ｘ２組合員と同一の書

面上に評価が記載されていた非組合員の実績値は明らかになっており、評価自

体がなされていない項目も多いが、下位の評価も相当程度あることが認められ

る（別紙13）。また、従業員Ｂ及び従業員Ｃの本件業務習熟度表についても、

前記(１)エ(ケ)認定のとおり、下位の評価も相当程度含まれていることが認め

られる。 

そうすると、申立人らがあげる項目において、Ｘ２組合員がＢ＋以上とされ

るべきと判断されるには、単に、平均程度に業務を遂行していたというだけで

は足りず、他の従業員に比べて優れていたと評価される必要があるべきところ、

このことを認めるに足る疎明はない。 

以上のとおりであるから、Ｘ２組合員の平成22年の本件業務習熟度表の査定

に関しては、組合員であること等を理由として、本来あるべき点数よりも低い

点数になっているとまでいうことはできない。 

（エ）Ｘ２組合員に懲戒実績があったとして、本件査定票上で減点となっているこ

とについては、前記(１)カ(エ)認定のとおり、Ｘ２組合員は平成９年から同20

年までの間に、合計５件の始末書等を提出したことを根拠にしたものと認めら

れる。 

しかし、上記ウ(エ)記載のとおり、Ｘ３組合員の懲戒実績について、始末書

等が存在することのみをもって、就業規則上の懲戒処分が行われたということ

はできないと判断したのと同様、Ｘ２組合員についても、始末書等が存在する

ことのみをもって、就業規則上の懲戒処分が行われたということはできない。

また、始末書等の存在以外に、会社がＸ２組合員に対し、懲戒処分を行った可
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能性を示唆するものは見当たらない。 

以上を総合すると、会社はＸ２組合員に対し、正当な理由なく懲戒処分があ

ったとして、本件査定票上の点数を減点したというのが相当である。したがっ

て、平成22年の本件査定票の懲戒実績部分は０点となる。 

（オ）申立人らは、Ｘ２組合員は、平成５年に直流電圧検出リレーの非接触型の機

器の開発に関し、報奨金の交付とともに表彰されたことについて、表彰実績に

加点されるべきであると主張する。 

この機器の開発に関しては、前記(１)ウ(ア)、カ(カ)認定のとおり、①平成

５年10月５日、Ｘ２組合員や他の会社従業員１名等を発明者として、直流電車

線の活線検知器の特許出願がなされたこと、②同月13日、会社はＸ２組合員及

びこの会社の従業員１名に対し、報奨金5,000円を支給したこと、③会社の同

年５月17日付けの発明考案制度規程には、従業員が会社の業務内容に関連して

発明考案をし、特許出願した際には、発明考案報奨金として、１発明に対し、

報奨金5,000円を支給する旨定められていること、④平成18年３月23日改定の

就業規則には、業務上有益な発明改良又は工夫考案をしたときには表彰する旨

の規定があること、がそれぞれ認められる。 

そうすると、Ｘ２組合員に対する報奨金は、会社の発明考案制度の規定に基

づき支払われたとみるのが相当で、会社がこれを就業規則上の表彰とは別であ

るとすることにも理由があるといわざるを得ない。 

したがって、会社がＸ２組合員の本件査定票上で、表彰実績について加点を

しなかったことを不当であるとはいえない。 

（カ）また、申立人らは、Ｘ２組合員は、保有資格の点でも加点されるべきと主張

する。 

Ｘ２組合員は、前記(１)カ(オ)認定のとおり、簿記検定２級及び 

Ｚ７    による電気関係工事資格を所有していることが認められる。また、

前記(１)ウ(エ)ｃ認定のとおり、①会社の継続雇用規程には、付表として資格

一覧が添付されていること、②この付表では、資格はレベルＡとレベルＢに別

けられ、レベルＢの基準は、(ⅰ)公的資格であり、大学卒業程度の知識で取得

可能なもの、(ⅱ)業務遂行に伴い取得した各種技能資格とされていたこと、③

この付表では、レベルＢについては例として、簿記検定２級、英検２級、第３

種電気主任技術者、２級電気工事施工管理技士等があげられ、その他の資格で

会社がレベルＢと認定したものとされていたこと、がそれぞれ認められる。 

簿記検定２級については、会社は、業務遂行に伴い取得された場合に評価対

象になるものであり、Ｘ２組合員は総務、経理業務を担当したことはないので
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あるから、本件査定票で評価される資格に当たらない旨主張する。かかる主張

にも一定の合理性があり、上記の付表においては、レベルＢの基準は、業務遂

行に伴い取得したもの等とされているところ、前記(１)カ(ア)認定のとおり、

Ｘ２組合員は、部品の受入検査、製品の中間検査、クレーム処理業務顧客対応

等を担当していたことが認められ、経理に関する業務は行っていないと解され

るのであるから、会社がＸ２組合員の本件査定票上で、簿記検定２級を加点理

由としなかったことを不当であるとまではいえない。 

一方、電気関係工事資格については、前記(１)ウ(エ)ｃ認定のとおり、継続

雇用規程の付表上で、①この資格がレベルＢに該当するとは明記されていない

が、レベルＢには、会社がレベルＢと認定したものも含まれる趣旨の記載があ

ること、②レベルＢの基準として、(ⅰ)公的資格であり、大学卒業程度の知識

で取得可能なもの、(ⅱ)業務遂行に伴い取得した各種技能資格とされているこ

と、が認められる。また、前記(１)カ(オ)認定のとおり、①この電気関係工事

資格は、  Ｚ６  の事業所にて作業を行う時の注意事項等を記載したテキス

トをもとに、講習が行われ、確認試験を経て、付与される資格であること、②

会社従業員のうち、８名程度が電気関係工事資格を所持していること、がそれ

ぞれ認められ、業務に密接に関連して、一定の知識があることを示す資格であ

るとするのが相当である。 

そうすると、会社が、この資格がレベルＢに該当しないとして、本件査定票

上で加点しなかったことは、同組合員が組合員であること等を理由にしたもの

とみるのが相当である。 

以上のとおりであるから、平成22年の本件査定票の保有資格部分は２点とな

る。 

（キ）以上のとおりであるから、Ｘ２組合員の平成22年の本件査定票上の点数は、

業務習熟度表部分が30点、社員実態調査票部分が２点、懲戒実績部分が０点、

保有資格部分は２点となり、その他の部分は０点で、合計34点とされるべきと

判断される。したがって、会社が継続雇用の可否を判断するに当たって、Ｘ２

組合員に対し、合計点数が０点に達していないとして、継続雇用しなかったこ

とは、組合員であることを理由とするものであるとともに、もって組合を弱体

化させる支配介入に該当し、労働組合法第７条第１号及び第３号に違反する不

当労働行為である。 

２ 争点２（本件面談におけるＸ２組合員に対する工場長の発言は、組合員であること

を理由として行った不利益取扱い及び組合に対する支配介入に当たるか。）について 

（１）証拠及び審査の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 
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平成22年６月２日、会社側からはＸ２組合員の上司及びＹ２工場長が出席して、 

Ｘ２組合員に対する本件面談が実施された。 

会社はＸ２組合員に対し、平成22年の社員実態調査票の会社の評価を開示し、評

価に関する話をした。その際、Ｙ２工場長は、個人の評価は仕事ができるかどうか

だけで判断するものではなく、継続雇用するかどうかは、最終的には社長が判断す

ることである旨述べた。 

（甲Ｂ20、当事者 Ｘ２ 、証人 Ｙ２ ） 

（２）本件面談におけるＸ２組合員に対する工場長の発言は、組合員であることを理由

として行った不利益取扱い及び組合に対する支配介入に当たるかについて、以下判

断する。 

ア 前記(１)認定のとおり、本件面談において、Ｙ２工場長はＸ２組合員に対し、

個人の評価は仕事ができるかどうかだけで判断するものではなく、継続雇用する

かどうかは、最終的には社長が判断することである旨述べたことが認められる。 

イ この発言に関し、申立人らは、仕事に問題がなかったとしても、組合員である

ことが雇用継続の適否の判断においてマイナスになることを示唆するものである

旨主張する。 

しかし、前記(１)認定のとおり、この発言が、平成22年の社員実態調査票の会

社の評価を開示し、評価に関わる話をした際になされたことは認められるが、こ

の発言の前後に、会社がＸ２組合員が組合員であることや、組合活動に言及した

と認めるに足る疎明はない。 

そうすると、Ｘ２組合員の本件査定票上の点数が、組合員であることを理由に、

あるべき点数を下回っていると判断されることを勘案しても、本件面談における

Ｙ２工場長の発言をＸ２組合員が組合員であることや組合活動に関連したものと

みることはできない。 

ウ なお、前提事実及び前記１(１)ウ(ウ)認定のとおり、会社では継続雇用の可否

は、本件査定票の点数により決まることが認められ、継続雇用するかどうかは、

最終的に社長が判断するとする発言は、正確性を欠いてはいるが、このことをも

って、かかる発言が支配介入に当たるということはできない。 

エ 以上のとおり、本件面談におけるＹ２工場長の発言は、不利益取扱いとも支配

介入ともいえないのであるから、この点に関する申立てを棄却する。 

３ 争点３（本件団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当た

るか。）について 

（１）証拠及び審査の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

ア 平成20年頃までの労使間の文書について 
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（ア）組合等が会社に対して提出した平成18年10月25日付け要求書、同19年２月21

日付け要求書、同年10月25日付け要求書、同20年２月20日付け要求書及び同年

９月18日付け要求書 (以下「20.9.18要求書」という。)には、①継続雇用にお

いて、選別を行わないこと、②満60歳以降の雇用の際の賃金について新たな減

額をしないことを要求し、団交開催を求める旨記載されていた。 

なお、20.9.18要求書には、社員実態調査に基づいて行われた個人面談で示

されたＸ４組合員、Ｘ３組合員及びＸ２組合員に対する会社評価は、継続雇用

を行わないために恣意的に行ったものであると受け取っており、納得していな

いことを申し添える旨も記載されていた。 

（甲Ａ９、甲Ａ10、甲Ａ11、甲Ａ12、甲Ａ13） 

（イ）会社が組合等に対して提出した平成20年９月29日付け回答書及び同年11月11

日付け回答書には、20.9.18要求書に回答するとして、①会社の継続雇用規程

は法律に基づき制定され、労働基準監督署も承認している、②会社は、継続雇

用については継続雇用規程に基づいて運用する、③継続雇用規程のとおり、会

社は従業員の保有技術・技能、成果、賞罰履歴等を客観的に数値化し、面談を

通じて本人とも議論して、評価の透明性を持たせている、③Ｘ４組合員、Ｘ３

組合員及びＸ２組合員の評価が低いのは、勤務成績・保有技術等が悪いために

過ぎない、④満60歳以上の従業員の賃金の減額については、現行のやり方を変

更する考えはない旨記載されていた。 

（甲Ａ15、甲Ａ16） 

（ウ）組合等は会社に対し、平成20年11月28日付けの組合見解および申入書と題す

る書面を提出した。 

この文書には、①法律は、高年齢者継続雇用について、原則として希望者全

員を対象とするべきものであるが、労使協定で継続雇用制度の対象者の基準を

策定することにより、対象者を限定することができ、基準を策定する場合は労

使で十分に協議の上、各企業の実情に応じた基準の策定することを定めている、

②組合は、十分な労使の協議を経て基準が策定されたとは理解しておらず、見

直しを再度要求する、③会社は評価を客観的に数値化しているとしているが、

その詳細は公表されておらず、評価が公正になされているかどうかを検証でき

ず、会社回答に納得できない、④仮に、組合員が評価により、継続雇用が認め

られないとの結果になるのならば、会社の評価基準が不当に高すぎるといわざ

るを得ない旨記載されていた。 

（甲Ａ17） 

（エ）平成18年から同20年については、組合等と会社の間で、春と秋にそれぞれ１
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回から２回の団交が開催されていた。 

（乙Ａ１） 

イ 21年申入れにかかる経緯 

（ア）組合等は会社に対し、平成21年９月18日付け要求書 (以下「21.9.18要求書」

という。)を提出し、組合等のあげる要求についての団交開催を求めた。この

要求の中には、雇用継続に関するものも含まれており、組合等は、①継続雇用

において、選別を行わないこと、②Ｘ３組合員は、これまで団交等を通じて、

継続雇用を希望する旨表明しており、継続雇用を認めること、③満60歳以降の

雇用の際の賃金について新たな減額をしないこと、を要求していた。 

なお、この文書は、Ｘ３組合員に対し、継続雇用しない旨通知される前に提

出されたものであった。 

（甲Ａ21、甲Ａ81） 

（イ）会社は組合等に対し、平成21年９月24日付け回答書(以下「21.9.24回答書」

という。)を提出した。 

この回答書には21.9.18要求書に回答するとして、継続雇用に関しては、①

同18年から同21年までに会社が組合宛に提出した回答書にも記載のとおり、会

社は、継続雇用については継続雇用規程に基づいて厳格に運用する、②満60歳

以上の従業員の基本給に関する減額率については、既に、労働協約が成立して

おり、減額率の変更を行う考えはない、③会社は、Ｘ４組合員の訴訟の最終結

審がなされるまで一切のコメントを控えるので、上記①及び②以外の回答は行

わない、旨記載されていた。 

（甲Ａ22、甲Ａ81） 

（ウ）組合等は会社に対し、平成21年10月28日付けの抗議文および申し入れ書と題

する書面(以下「21.10.28申入書」という。)を提出し、同月16日付けのＸ３組

合員に対する継続雇用をしない旨の通知に関して、抗議するとともに団交を申

し入れた。 

この文書には、①Ｘ３組合員に対する評価は、会社で約37年間まじめに働き

発展に尽力してきた者に対する評価とはとても思えない、②会社のやり方は、

同組合員の組合活動に対する嫌悪をあらわにした不当労働行為であり、厳重に

抗議するとともに、継続雇用の拒否を撤回するよう申し入れる旨記載されてい

た。 

（甲Ａ25、甲Ａ81） 

（エ）会社は組合等に対し、平成21年10月30日付け回答書(以下「21.10.30回答書」

という。)を提出した。 
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この回答書には21.10.28要求書に回答するとして、継続雇用に関しては、①

Ｘ４組合員の訴訟において、Ｘ４組合員の評価の是非以外にも、組合側は継続

雇用規程そのものが違法であると主張しているのであるから、司法の場で最終

結審がなされるまで会社は一切のコメントができない、②時間の工面をして団

交を開催しても、一切の回答はできないのであるから、団交議題は存在しない、

③組合等もＸ３組合員に関して、法的手段に訴え外部機関での判断に委ねる意

思を表明しており、団交開催の意味をなさない旨記載されていた。 

また、この回答書には、21.10.28申入書のＸ３組合員に対する評価は、会社

で約37年間まじめに働き発展に尽力してきた者に対する評価とはとても思えな

い旨の記載に関して、以下のような記載があった。 

「 身勝手な自己評価を私文書に記載するのはＸ３組合員個人の勝手であるが、

貴組合が会社に対して発行する公文書に記載する内容ではない。 

まじめに働いた人間が始末書を12通も会社に提出する事態には一般的にな

らない。その始末書内容に関しても、同様の不始末を繰り返し行って会社に

損害を与え、反省の事実がない。さらに、過去に神聖な組合活動をＸ３個人

の不始末を揉み消すために利用するなど、「まじめに働き会社の発展に尽力

した」とは程遠い。 

人の評価は過去の実績等も踏まえて他人が下すものであり、会社組織にお

いても例外ではない。その結果、会社の規定に基づく人事査定が悪くなり、

高年齢者継続雇用の合格点に達しなかったのは約37年間のＸ３組合員の行動

そのものによるものである。」 

（甲Ａ26、甲Ａ81） 

（オ）組合等は会社に対し、平成21年11月10日付けの抗議文および申し入れ書と題

する書面を提出し、21.10.30回答書に抗議するとともに21年申入れを行った。 

この文書には、会社は、司法の場で最終結審がなされるまで一切コメントし

ないとするが、21.10.28申入書による団交申入れは、在職中のＸ３組合員の雇

用継続に関するもので、現在係争中の事柄とは別問題であり、団交に応じない

ことは明らかな不当労働行為である旨記載されていた。 

会社は、21年申入れに対し、文書で回答しなかった。 

（甲Ａ27、甲Ａ81、乙Ａ61） 

（カ）平成21年11月17日、組合と会社との間で、同年年末賞与を議題とする団交が

開催された。また、同月30日、組合と会社との間で団交が開催された。 

（乙Ａ１、乙Ａ61、当事者 Ｙ１ ） 

ウ 22年申入れにかかる経緯 
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（ア）組合等は会社に対し、平成22年９月28日付け申入書(以下「22.9.28申入書」

という。)を提出し、22年申入れを行った。 

この文書には、①組合等の21.9.18要求書に対する21.9.24回答書にて、会社

はＸ４組合員の訴訟が大阪地方裁判所において係属中であることを理由に、最

終結審がなされるまで一切のコメントを控えるとし、団交を拒否した、②かか

る理由で団交を拒否することは不当労働行為に当たる上、Ｘ４組合員の訴訟は

平成22年７月20日に結審し、会社が団交を拒否する理由はなおさらなくなった、

③本件面談におけるＹ２工場長の発言から、Ｘ２組合員も継続雇用されない可

能性があるとの懸念を抱いている、④組合等は、(ｉ)Ｘ４組合員に対する継続

雇用拒否の撤回、(ⅱ)Ｘ３組合員に対する継続雇用拒否の撤回及び拒否理由の

説明、(ⅲ)Ｘ２組合員の継続雇用を認めることを要求し、団交を申し入れる旨

記載されていた。 

（甲Ａ28） 

（イ）組合等は会社に対し、平成22年10月４日付け要請書(以下「22.10.4要請書」

という。)を提出し、平成22年９月30日の大阪地方裁判所におけるＸ４組合員

の訴訟の判決を速やかに履行するよう求めた。 

（甲Ａ29） 

（ウ）会社は組合等に対し、平成22年10月４日付け回答書(以下「22.10.4回答書」

という。)を提出した。 

この回答書には22.9.28申入書に回答するとして、①団交については、

21.9.24回答書及び21.10.30回答書で述べたとおりである、②Ｘ４組合員の訴

訟については、控訴の準備を行っており、司法の場での最終結論が出るまで一

切のコメントを差し控える、③組合側も司法判断に委ねる意思を表明しており、

労使双方、司法判断を意図しているのであるから、団交を開催しても結局は司

法判断に委ねるとの結論になることは明らかである、④会社は決算にかかる事

務のため、非常に多忙であることも申し添える旨記載されていた。 

また、この文書には、平成21年11月17日及び同月30日の団交における労使の

やり取りに関係する記載はなかった。 

（甲Ａ30） 

（エ）組合等は会社に対し、平成22年10月８日付けの抗議および要請書(以下

「22.10.8要請書」という。)と題する書面を提出した。 

この文書には、①裁判と団交に応じるか否かは全く次元の異なる問題であり、

団交を拒否することは不当労働行為に該当する、②組合等は裁判に訴えること

をもって団交を行わないとは言っていない、③早急に団交を開催するよう申し
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入れる旨記載されていた。 

また、この文書の文末には、「解決が長引けば長引くほど解決のハードルは

高くなります。頑なに問題の早期解決に背を向けることなく、早急に問題の解

決に向け努力されますよう強く申し入れます。」と記載されている。 

（甲Ａ31） 

（オ）会社は組合等に対し、平成22年10月８日付け回答書(以下「22.10.8回答書」

という。)を提出した。 

この回答書には22.10.8要請書に回答するとして、①Ｘ４組合員の訴訟は、

組合側が法的判断を求めて提訴した案件であり、司法の場で最終結論が出され

るまで会社は一切のコメントを差し控えることを再度通知する、②Ｘ４組合員

の訴訟は、組合等が議題としている内容と同一のものであるから、交渉におい

て妥協点が見いだされることはあり得ない、③会社は決算にかかる事務のため、

非常に多忙であることも申し添える旨記載されていた。 

また、22.10.8要請書の文末の記載に関しては、①解決が長引けば長引くほ

ど解決のハードルが高くなりますとの記載は、会社に対する脅迫・恫喝とも読

み取れる、②なぜハードルが高くなるかの理由を組合等は明らかにする必要が

あるので、文書で回答することを要求する旨記載されていた。 

（甲Ａ32） 

（カ）平成22年11月17日、組合と会社との間で、同年年末賞与を議題とする団交が

開催された。 

（乙Ａ１、乙Ａ61、当事者 Ｙ１ ） 

（２）本件団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たるかに

ついて、以下判断する。 

ア 21年申入れについては、前記(１)イ(ウ)から(オ)認定のとおり、①組合は、21

年申入れにより、21.10.28申入書に対する会社の21.10.30回答書について、抗議

し、団交を申し入れたこと、②21.10.28申入書は、Ｘ３組合員に対する継続雇用

をしない旨の通知に関して、抗議するとともに団交を申し入れたものであること、

がそれぞれ認められる。そうすると、組合は、21年申入れにより、Ｘ３組合員に

対して継続雇用をしない旨の通知がなされたのを機に、同組合員の継続雇用につ

いての団交を申し入れたと解される。 

イ 21.10.30回答書についてみると、前記(１)イ(エ)認定のとおり、①Ｘ４組合員

の訴訟において、Ｘ４組合員の評価の是非以外にも、組合側は継続雇用規程その

ものが違法であると主張しているのであるから、司法の場で最終結審がなされる

まで会社は一切のコメントができない、②時間の工面をして団交を開催しても、
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一切の回答はできないのであるから、団交議題は存在しない、③組合等もＸ３組

合員に関して、法的手段に訴え外部機関での判断に委ねる意思を表明しており、

団交開催の意味をなさない旨記載があることが認められ、会社は、これらの理由

により、Ｘ３組合員の継続雇用を議題とする団交に応じない旨の姿勢を示してい

たとみるのが相当である。 

しかし、組合は、Ｘ３組合員の継続雇用という新たな議題についての団交を申

し入れたのであるから、組合が継続雇用規程自体について、会社と異なる見解を

有しており、前記１(１)ウ(エ)ｂ認定のとおり、組合等は社員実態調査の評価を

継続雇用の可否の判断に使用するとの会社の方針に反対する立場を取り、社員実

態調査の評価票への押印が会社の評価を承認したと受け取られる恐れがあるとし

て、組合員は押印をしないとの態度を取っていたとしても、会社が団交において、

Ｘ３組合員の継続雇用について、説明し、協議を行うべき義務を免れるとは解さ

れない。 

また、単に会社が一切の回答はできないという理由で、団交を拒否することが

許されるものではないことはいうまでもない。 

さらに、使用者が労働者の代表者と直接交渉する団交と法的な論争の場である

訴訟とはその制度の目的及び手続が異なるのであるから、組合員が訴訟を提起し

たこと又は提起する可能性が高いことをもって、団交に応じるべき義務を免れる

とも解されない。 

ウ 22年申入れについては、前記１(１)エ(ア)、３(１)ウ(ア)認定のとおり、① 

Ｘ４組合員の大阪地方裁判所における訴訟の判決直前になされたこと、②(ｉ) 

Ｘ４組合員に対する継続雇用拒否の撤回、(ⅱ)Ｘ３組合員に対する継続雇用拒否

の撤回及び拒否理由の説明、(ⅲ)Ｘ２組合員の継続雇用を認めることを要求し、

団交を申し入れる旨の記載があること、が認められる。そうすると、組合は、22

年申入れにより、Ｘ４組合員の判決を契機として、各組合員の継続雇用を議題と

する団交を申し入れたと解される。 

エ これに対し、会社は22.10.4回答書で回答しているところ、前記(１)ウ(ウ)認

定のとおり、この回答書には、21.9.24回答書及び21.10.30回答書で述べたとお

りであるとするとともに、団交を開催しても結局は司法判断に委ねるとの結論に

なることは明らかであり、会社は決算にかかる事務のため、非常に多忙であるこ

とも申し添える旨の記載があることが認められる。 

しかし、上記イ判断のとおり、組合が継続雇用規程等について会社と異なる見

解を有していることや組合員と会社の間で訴訟が行われていることが、会社が各

組合員の継続雇用を議題とする団交に応じない正当な理由にはならない。なお、
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単に会社が多忙であることをもって、団交に応じない正当な理由になるものでは

ない。 

オ ところで、会社は、本件の審査計画策定後、別件を議題とする団交において、

実質的に協議が行われたとして、団交を拒否していない旨主張したところである。 

確かに、前記(１)イ(カ)、ウ(カ)認定のとおり、組合と会社との間で賞与を議

題とする団交が開催されたことが認められる。 

しかし、前記(１)ウ(ウ)認定のとおり、22年申入れに対し、団交に応じない旨

回答したと解される22.10.4回答書には、平成21年11月17日及び同月30日の団交

において、各組合員の継続雇用についての協議が行われたことを指摘する記載は

ない。また、別件を議題とする団交において、労使双方が各組合員の継続雇用に

関し、実際にどのように主張し、協議を行ったかに関する疎明もない。したがっ

て、実質的には別件を議題とする団交で協議が行われていたとする会社の主張は

採用できない。 

カ 以上のとおりであるから、会社は本件団交申入れに正当な理由なく応じなかっ

たと判断され、かかる行為は、労働組合法第７条第２号に該当する不当労働行為

である。 

４ 救済方法 

（１）申立人らは、賃金相当額の支払について年率６分の付加をも求めるが、その必要

を認めない。 

（２）Ｘ３組合員への賃金相当額の支払については、同組合員の平成21年の本件査定票

上の点数は合計6.05点とされるべきと判断されること、同組合員が平成24年11月13

日で満64歳になること及び会社の継続雇用規程の定めを考慮し、主文１のとおり命

じるのが相当と考える。 

（３）申立人らは、謝罪文の掲示を求めるが、主文４をもって足りると考える。 

 

 以上の事実認定及び判断に基づき、当委員会は、労働組合法第27条の12及び労働委員会

規則第43条により、主文のとおり命令する。 

 

  平成25年２月19日 

                     大阪府労働委員会 

                        会長 井 上 隆 彦  印 
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 Ｘ
３
組
合
員
に
対
す
る
本
件
業
務
習
熟
度
表
の
内
容
（
1
9
年
か
ら
2
1
年
）

査
定
表
項
目

業
務
習
熟
度
表
項
目

平
成
1
9
年

評
価
点
数

平
成
2
0
年

評
価
点
数

平
成
2
1
年

評
価
点
数

１
　
製
造
業
務

1
-
1
組
立
配
線

製
品
組
立
配
線

B
-

0
B
-

0
B
-

0
1
-
2
特
殊
作
業

ニ
ス
処
理

－
－

－
圧
着
端
子

B
B

B
ネ
ジ
締
め
付
け

B
0
B

0
B

0
1
-
3
半
田
付
け
作
業

半
田
付
け
作
業

B
-

B
-

B
-

製
品
製
作
用
部
材
収
集
業
務

B
-

0
B
-

0
B
-

0
２
　
検
査
業
務

2
-
1
受
入
検
査
・
構
造
検
査

受
入
検
査
（
半
製
品
、
部
品
）

B
-

B
-

B
-

構
造
検
査

Ｂ
0
Ｂ

0
－

0
2
-
2
製
品
性
能
検
査

連
絡
遮
断
装
置

C
C

C
　
（
直
流
電
鉄
用
機
器
）

電
流
検
出
器

B
B

B
　
調
整
係
数
＝
9
/
1
5
＝
0
.6

M
IC
S
関
係

C
C

C
保
護
連
動
装
置

C
C

C
直
流
計
測
装
置

B
Ｂ

Ｂ
直
流
電
圧
検
出
リ
レ
ー

B
Ｂ

Ｂ
直
流
高
速
変
流
器

C
C

C
情
報
計
測
装
置

C
C

C
逆
流
継
電
器

C
0
C

0
C

0
2
-
3
製
品
性
能
検
査

ロ
ケ
ー
タ
交
流
き
電
、
高
配

B
+

B
+

B
+

　
（
交
流
電
鉄
用
機
器
）

避
雷
器
漏
洩
電
流
検
出
器
装
置

B
+

B
+

B
+

　
調
整
係
数
＝
4
/
1
5
＝
0
.2
7

交
流
き
電
回
路
用
故
障
選
択
リ
レ
ー

B
Ｂ

Ｂ
切
替
開
閉
器

B
0
.1
4
B

0
.1
4
B

0
.1
4

2
-
4
製
品
性
能
検
査

ア
イ
ソ
レ
ー
タ
(1
9
･2
0
年
な
し
）

B
+

　
（
電
力
用
機
器
）

漏
電
警
報
装
置
5
～
1
1
型
(2
1
年
な
し
）

B
Ｂ

　
調
整
係
数
＝
2
/
1
5
＝
0
.1
3

漏
電
警
報
装
置
M
2
、
M
3
型

C
0
C

0
C

0
.0
7

３
　
共
通
業
務

3
-
1
Ｏ
Ａ
機
器
操
作

パ
ソ
コ
ン
操
作

B
-

0
B
-

0
B
-

0
3
-
2
管
理
業
務

計
測
機
器
管
理

B
-

B
-

－
在
庫
管
理

C
0
C

0
C

0
3
-
3
電
気
関
連
基
礎
知
識

電
気
通
信
・
・
・

B
0
B

0
B
+

1
評
価
点
数
合
計

0
.1
4

0
.1
4

1
.2
1

上
記
点
数
の
５
倍

0
.7

0
.7

6
.0
5

※
2
1
年
の
業
務
習
熟
度
表
の
「
計
測
機
器
管
理
」
は
「
Ｂ
－
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

※
年
度
に
よ
り
「
保
護
連
動
装
置
」
が
「
保
護
連
動
装
置
・
直
流
Δ
Ｉ装
置
」
と
記
載
さ
れ
る
な
ど
の
違
い
が
あ
り
、
ま
た
、
本
件
業
務
習
熟
度
表
の
査
定
表
項
目
の
表
記
が
業
務
習
熟
度
表
の
表
記
と
は

「
製
品
組
立
配
線
」
と
「
製
品
組
立
」
な
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
例
が
あ
る
。

※
業
務
習
熟
度
表
に
は
「
構
造
検
査
」
と
い
う
項
目
は
な
い
。

※
「
ア
イ
ソ
レ
ー
タ
」
は
2
1
年
の
本
件
業
務
習
熟
度
表
及
び
業
務
習
熟
度
表
の
み
に
あ
り
、
「
漏
電
警
報
装
置
5
～
1
1
型
」
は
1
9
年
の
本
件
業
務
習
熟
度
表
及
び
業
務
習
熟
度
表
と
2
0
年
の

本
件
業
務
習
熟
度
表
に
は
あ
る
が
、
2
0
年
の
業
務
習
熟
度
表
に
は
、
項
目
も
そ
の
評
価
も
な
い
。

※
「
計
測
機
器
管
理
」
は
2
1
年
の
業
務
習
熟
度
表
で
は
「
Ｂ
－
」
と
な
っ
て
い
る
。
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社員実態調査票におけるＸ３組合員に対する会社評価（11年から20年）・本件査定票反映部分

　評価項目 　評価内容 平成11年 平成12年 平成13年
規律維持 1 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか Ｄ Ｄ Ｃ

2 業務指示・命令を率先して守り、他のメンバーにも徹底させたか Ｄ Ｄ Ｃ
3 職務規律の維持・向上に努めたか Ｄ Ｃ Ｃ
4 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ Ｄ Ｃ
5 設備・備品の取扱、管理を十分行い、他のメンバーにも徹底させたか Ｄ Ｄ Ｄ

チームワーク 1 自主的・積極的に上司に協力し、補佐したか Ｄ Ｄ Ｃ
2 他のメンバーに適切な指導・援助を行ったか Ｃ Ｃ Ｃ
3 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績向上に努めたか Ｄ Ｄ Ｃ
4 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか Ｄ Ｄ Ｃ
5 他の課との折衝・連絡を円滑に進め、必要な協力を行ったか Ｃ Ｃ Ｃ

仕事意欲 1 会社・課の全体の成果を意識して積極的に業務推進したか Ｄ Ｄ Ｄ
2 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に努力したか Ｄ Ｃ Ｃ
3 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか Ｄ Ｃ Ｃ
4 自己またはグループの仕事を最後まで責任もってやり遂げたか Ｄ Ｄ Ｃ
5 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか Ｄ Ｃ Ｃ
6 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか Ｄ Ｃ Ｃ

知識技能 1 担当する仕事を遂行する上での知識・技術に精通しているか Ｃ Ｃ Ｃ
2 担当する仕事に関連した知識・技術を幅広く有しているか Ｄ Ｃ Ｃ
3 問題解決の手法・技法を十分有しているか Ｃ Ｃ Ｃ

理解力・判断力 1 上司の指示や意図、仕事の目的・内容を的確に理解できたか Ｃ Ｃ Ｃ
2 理解した事を自らの仕事の効率的な進め方に発展させたか Ｄ Ｃ Ｃ
3 仕事を進める過程で生じた異常や突発事項に適切な判断をしたか Ｃ Ｃ Ｃ
4 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか Ｄ Ｄ Ｃ
5 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収できたか Ｄ Ｃ Ｃ

実行力 1 指示された事、必要と判断された事を直ぐに行動に移したか Ｄ Ｃ Ｃ
2 困難な状況や障害に対し、粘り強く完遂できたか Ｄ Ｃ Ｃ
3 担当する仕事をこなすのに必要な体力はあるか Ｃ Ｃ Ｃ

仕事の達成度 1 こなした仕事の量・質は十分だったか Ｄ Ｃ Ｃ
2 計画的・効率的に仕事を遂行したか Ｄ Ｃ Ｃ
3 決められた時間・期間内に仕事を完遂したか Ｄ Ｃ Ｃ
4 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか Ｄ Ｄ Ｃ

仕事の質 1 仕事は正確で信頼のおけるものだったか Ｄ Ｄ Ｃ
2 仕事の結果は質的に満足できるものだったか Ｄ Ｃ Ｃ
3 仕事の手順は規定に準じて的確だったか Ｄ Ｃ Ｃ
4 自らの着想・工夫で効率改善できたか Ｄ Ｃ Ｃ
5 結果の整理・報告は迅速かつ適切にできたか Ｄ Ｅ Ｄ

業務改善 1 業務の改善についてのアイデアを上申したか Ｄ Ｄ Ｄ
2 業務の改善についての提案を提出し実施したか Ｄ Ｄ Ｄ
3 アイデア・提案は効果的であったか Ｃ Ｄ Ｄ

安全への貢献 1 安全作業の遵守を徹底したか Ｃ Ｃ Ｃ
2 職場の安全活動を盛り上げ、他のメンバーに適切に指導したか Ｄ Ｃ Ｃ
3 設備・工具・治具・部品等の整理・整頓を徹底したか Ｃ Ｃ Ｃ
4 潜在危険の予知・不安全箇所の発見に努め、報告、改善したか Ｃ Ｄ Ｃ
合計点数 -31 -18 -6
上記点数の２倍 -62 -36 -12

※平成18年の業務改善中の「業務の改善についてのアイデアを上申したか」の項目は、ＢとＤに○が付され、
　Ｂの○の上に二重線が書かれている。ここでは、便宜上Ｂで算出した。
※平成16年については、疎明なし。

組
織
の
一
員
と
し
て
の
業
績

担
当
者
と
し
て
の
力
量

職
務
担
当
者
と
し
て
の
業
績

別紙３－１ 
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平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ
Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｅ Ｃ
Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｅ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｄ Ｂ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｂ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｅ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｂ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ Ｃ
Ｅ Ｅ Ｅ Ｂ Ｄ Ｄ
Ｅ Ｅ Ｅ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｅ Ｅ Ｅ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ

-7 -15 -14 -25 -32 -22
-14 -30 -28 -50 -64 -44

別紙３－２ 
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Ｘ
２
組
合
員
に
対
す
る
本
件
業
務
習
熟
度
表
の
内
容
（
2
2
年
）

業
務
習
熟
度
表
項
目

平
成
2
2
年

評
価
点
数

１
　
検
査
業
務

1
-
1
受
入
試
験

受
入
試
験
、
構
造
検
査

A
2

1
-
2
絶
縁
・
耐
圧
試
験

絶
縁
・
耐
圧
試
験

A
2

1
-
3
調
整
試
験

調
整
試
験

B
0

1
-
4
完
成
検
査

完
成
検
査

B
0

２
　
品
質
管
理
・
環
境
管
理

2
-
1
Q
M
S
運
用

Q
M
S
運
用

B
－

0
2
-
2
E
M
S
運
用

E
M
S
運
用

B
－

0
2
-
3
ク
レ
ー
ム
・
不
適
合
品
処
理

ク
レ
ー
ム
・
不
適
合
品
処
理

A
2

３
　
共
通
業
務

3
-
1
Ｏ
Ａ
機
器
操
作

パ
ソ
コ
ン
操
作

B
0

3
-
2
管
理
業
務

文
書
・
記
録
管
理
、
内
部
監
査

B
－

0
3
-
3
特
定
業
務

0
0

評
価
点
数
合
計

6
上
記
点
数
の
５
倍

3
0

※
業
務
習
熟
度
表
に
は
、
「
受
入
試
験
」
と
い
う
項
目
は
な
く
、
「
受
入
検
査
」
と
の
項
目
が
あ
る
。

※
業
務
習
熟
度
表
に
は
、
「
受
入
検
査
」
の
項
目
は
さ
ら
に
４
項
目
に
分
か
れ
て
お
り
、
「
調
整
試
験
」
の
項
目
は
さ
ら
に
３
項
目
に
分
か
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
７
項
目
と
「
絶
縁
・
耐
圧
試
験
」
「
完
成
検
査
」
の
各
項
目
の
評
価
実
績
の
欄
に
は
、
対
象
外
を
意
味
す
る
「
－
」
が

　
記
入
さ
れ
て
い
る
。
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社員実態調査票におけるＸ２組合員に対する会社評価（11年から13年）・本件査定票反映部分

　評価項目 　評価内容 平成11年 平成12年 平成13年
規律維持 1 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか Ｃ Ｃ Ｃ

2 業務指示・命令を率先して守り、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ Ｃ Ｃ
3 職務規律の維持・向上に努めたか Ｃ Ｃ Ｃ
4 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ Ｃ Ｃ
5 設備・備品の取扱、管理を十分行い、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ Ｃ Ｃ

チームワーク 1 自主的・積極的に上司に協力し、補佐したか Ｃ Ｃ Ｃ
2 他のメンバーに適切な指導・援助を行ったか Ｄ Ｃ Ｃ
3 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績向上に努めたか Ｃ Ｃ Ｃ
4 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか Ｃ Ｃ Ｃ
5 他の課との折衝・連絡を円滑に進め、必要な協力を行ったか Ｃ Ｃ Ｃ

仕事意欲 1 会社・課の全体の成果を意識して積極的に業務推進したか Ｄ Ｃ Ｃ
2 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に努力したか Ｄ Ｄ Ｃ
3 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか Ｄ Ｃ Ｃ
4 自己またはグループの仕事を最後まで責任もってやり遂げたか Ｄ Ｃ Ｃ
5 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか Ｃ Ｃ Ｃ
6 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか Ｄ Ｃ Ｃ

知識技能 1 担当する仕事を遂行する上での知識・技術に精通しているか Ｃ Ｃ Ｃ
2 担当する仕事に関連した知識・技術を幅広く有しているか Ｃ Ｃ Ｃ
3 問題解決の手法・技法を十分有しているか Ｃ Ｃ Ｃ

理解力・判断力 1 上司の指示や意図、仕事の目的・内容を的確に理解できたか Ｄ Ｃ Ｃ
2 理解した事を自らの仕事の効率的な進め方に発展させたか Ｄ Ｃ Ｃ
3 仕事を進める過程で生じた異常や突発事項に適切な判断をしたか Ｄ Ｃ Ｃ
4 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか Ｃ Ｃ Ｃ
5 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収できたか Ｄ Ｃ Ｃ

実行力 1 指示された事、必要と判断された事を直ぐに行動に移したか Ｃ Ｃ Ｃ
2 困難な状況や障害に対し、粘り強く完遂できたか Ｃ Ｃ Ｃ
3 担当する仕事をこなすのに必要な体力はあるか Ｃ Ｃ Ｃ

仕事の達成度 1 こなした仕事の量・質は十分だったか Ｃ Ｃ Ｃ
2 計画的・効率的に仕事を遂行したか Ｃ Ｃ Ｃ
3 決められた時間・期間内に仕事を完遂したか Ｄ Ｃ Ｃ
4 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか Ｄ Ｃ Ｃ

仕事の質 1 仕事は正確で信頼のおけるものだったか Ｄ Ｃ Ｃ
2 仕事の結果は質的に満足できるものだったか Ｄ Ｃ Ｃ
3 仕事の手順は規定に準じて的確だったか Ｃ Ｃ Ｃ
4 自らの着想・工夫で効率改善できたか Ｃ Ｄ Ｃ
5 結果の整理・報告は迅速かつ適切にできたか Ｄ Ｃ Ｃ

業務改善 1 業務の改善についてのアイデアを上申したか Ｃ Ｃ Ｄ
2 業務の改善についての提案を提出し実施したか Ｃ Ｃ Ｄ
3 アイデア・提案は効果的であったか Ｃ Ｃ Ｄ

安全への貢献 1 安全作業の遵守を徹底したか Ｃ Ｃ Ｃ
2 職場の安全活動を盛り上げ、他のメンバーに適切に指導したか Ｃ Ｃ Ｃ
3 設備・工具・治具・部品等の整理・整頓を徹底したか Ｃ Ｃ Ｃ
4 潜在危険の予知・不安全箇所の発見に努め、報告、改善したか Ｃ Ｃ Ｃ
合計点数 -15 -2 -3
上記点数の２倍 -30 -4 -6

組
織
の
一
員
と
し
て
の
業
績

担
当
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し
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と
し
て
の
業
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社員実態調査票におけるＸ２組合員に対する会社評価（14年から22年）・本件査定票反映部分

　評価項目 　評価内容 平成14年 平成15年 平成16年
規律維持 1 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか Ｃ Ｃ

2 業務指示・命令を率先して守り、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ Ｃ
3 職務規律の維持・向上に努めたか Ｃ Ｃ
4 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ Ｃ
5 設備・備品の取扱、管理を十分行い、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ Ｃ

チームワーク 1 自主的・積極的に上司に協力し、補佐したか Ｃ Ｃ
2 他のメンバーに適切な指導・援助を行ったか Ｃ Ｄ
3 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績向上に努めたか Ｃ Ｃ
4 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか Ｃ Ｃ
5 他の課との折衝・連絡を円滑に進め、必要な協力を行ったか Ｃ Ｃ

仕事意欲 1 会社・課の全体の成果を意識して積極的に業務推進したか Ｃ Ｃ
2 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に努力したか Ｃ Ｃ
3 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか Ｃ Ｃ
4 自己またはグループの仕事を最後まで責任もってやり遂げたか Ｃ Ｃ
5 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか Ｃ Ｃ
6 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか Ｃ Ｃ

知識技能 1 担当する仕事を遂行する上での知識・技術に精通しているか Ｃ Ｃ
2 担当する仕事に関連した知識・技術を幅広く有しているか Ｃ Ｃ
3 問題解決の手法・技法を十分有しているか Ｃ Ｃ

理解力・判断力 1 上司の指示や意図、仕事の目的・内容を的確に理解できたか Ｃ Ｃ
2 理解した事を自らの仕事の効率的な進め方に発展させたか Ｃ Ｃ
3 仕事を進める過程で生じた異常や突発事項に適切な判断をしたか Ｃ Ｃ
4 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか Ｃ Ｃ
5 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収できたか Ｃ Ｃ

実行力 1 指示された事、必要と判断された事を直ぐに行動に移したか Ｃ Ｃ
2 困難な状況や障害に対し、粘り強く完遂できたか Ｃ Ｃ
3 担当する仕事をこなすのに必要な体力はあるか Ｃ Ｃ

仕事の達成度 1 こなした仕事の量・質は十分だったか Ｃ Ｃ
2 計画的・効率的に仕事を遂行したか Ｃ Ｃ
3 決められた時間・期間内に仕事を完遂したか Ｃ Ｃ
4 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか Ｃ Ｄ

仕事の質 1 仕事は正確で信頼のおけるものだったか Ｃ Ｃ
2 仕事の結果は質的に満足できるものだったか Ｃ Ｃ
3 仕事の手順は規定に準じて的確だったか Ｃ Ｃ
4 自らの着想・工夫で効率改善できたか Ｃ Ｄ
5 結果の整理・報告は迅速かつ適切にできたか Ｃ Ｃ

業務改善 1 業務の改善についてのアイデアを上申したか Ｅ Ｅ
2 業務の改善についての提案を提出し実施したか Ｅ Ｅ
3 アイデア・提案は効果的であったか Ｅ Ｅ

安全への貢献 1 安全作業の遵守を徹底したか Ｃ Ｃ
2 職場の安全活動を盛り上げ、他のメンバーに適切に指導したか Ｃ Ｃ
3 設備・工具・治具・部品等の整理・整頓を徹底したか Ｃ Ｃ
4 潜在危険の予知・不安全箇所の発見に努め、報告、改善したか Ｃ Ｃ
合計点数 -6 -9
上記点数の２倍 -12 -18

※平成16年については、疎明なし。
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平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成22年
Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ Ｄ
Ｄ Ｄ Ｄ Ｂ Ｃ
Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ
Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ Ｄ
Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ
Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ Ｄ
Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ
Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｅ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｅ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｅ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ
Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｄ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ

-5 -10 -21 -5 -18
-10 -20 -42 -10 -36
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従
業
員
Ｂ
に
対
す
る
本
件
業
務
習
熟
度
表
の
内
容
（
1
9
年
）

査
定
表
項
目

業
務
習
熟
度
表
項
目

平
成
1
9
年

評
価
点
数

１
　
製
造
業
務

1
-
1
組
立
配
線

製
品
組
立
配
線

C
0

1
-
2
特
殊
作
業

ニ
ス
処
理

C
圧
着
端
子

B
+

ネ
ジ
締
め
付
け

B
+

0
.6
7

1
-
3
半
田
付
け
作
業

半
田
付
け
作
業

B
+

製
品
製
作
用
部
材
収
集
業
務

Ａ
1
.5

２
　
検
査
業
務

2
-
1
受
入
検
査
・
構
造
検
査

受
入
検
査
（
半
製
品
、
部
品
）

B
+

構
造
検
査

C
0
.5

2
-
2
製
品
性
能
検
査

連
絡
遮
断
装
置

　
（
直
流
電
鉄
用
機
器
）

電
流
検
出
器

　
調
整
係
数
＝
9
/
1
5
＝
0
.6

M
IC
S
関
係

保
護
連
動
装
置

直
流
計
測
装
置

直
流
電
圧
検
出
リ
レ
ー

直
流
高
速
変
流
器

情
報
計
測
装
置

逆
流
継
電
器

0
2
-
3
製
品
性
能
検
査

ロ
ケ
ー
タ
交
流
き
電
、
高
配

　
（
交
流
電
鉄
用
機
器
）

避
雷
器
漏
洩
電
流
検
出
器
装
置

　
調
整
係
数
＝
4
/
1
5
＝
0
.2
7

交
流
き
電
回
路
用
故
障
選
択
リ
レ
ー

切
替
開
閉
器

0
2
-
4
製
品
性
能
検
査

漏
電
警
報
装
置
5
～
1
1
型

　
（
電
力
用
機
器
）

漏
電
警
報
装
置
M
2
、
M
3
型

　
調
整
係
数
＝
2
/
1
5
＝
0
.1
3

0
３
　
共
通
業
務

3
-
1
Ｏ
Ａ
機
器
操
作

パ
ソ
コ
ン
操
作

B
+

1
3
-
2
管
理
業
務

計
測
機
器
管
理

B
+

在
庫
管
理

B
+

1
3
-
3
電
気
関
連
基
礎
知
識

電
気
通
信
・
・
・

B
0

評
価
点
数
合
計

4
.6
7

上
記
点
数
の
５
倍

2
3
.3
5

※
本
件
業
務
習
熟
度
表
の
査
定
表
項
目
の
表
記
と
業
務
習
熟
度
表
の
表
記
と
は
「
製
品
組
立
配
線
」
と
「
製
品
組
立
」
な
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て

い
る
例
が
あ
る
。

※
業
務
習
熟
度
表
に
は
「
構
造
検
査
」
と
い
う
項
目
は
な
い
。
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社員実態調査票における従業員Ｂに対する会社評価（18年）・本件査定票反映部分

　評価項目 　評価内容 平成18年
規律維持 1 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか Ｂ

2 業務指示・命令を率先して守り、他のメンバーにも徹底させたか Ｂ
3 職務規律の維持・向上に努めたか Ｃ
4 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ
5 設備・備品の取扱、管理を十分行い、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ

チームワーク 1 自主的・積極的に上司に協力し、補佐したか Ｂ
2 他のメンバーに適切な指導・援助を行ったか Ｃ
3 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績向上に努めたか Ｂ
4 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか Ｂ
5 他の課との折衝・連絡を円滑に進め、必要な協力を行ったか Ｃ

仕事意欲 1 会社・課の全体の成果を意識して積極的に業務推進したか Ａ
2 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に努力したか Ｃ
3 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか Ｃ
4 自己またはグループの仕事を最後まで責任もってやり遂げたか Ｂ
5 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか Ｃ
6 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか Ｄ

知識技能 1 担当する仕事を遂行する上での知識・技術に精通しているか Ｂ
2 担当する仕事に関連した知識・技術を幅広く有しているか Ｂ
3 問題解決の手法・技法を十分有しているか Ｃ

理解力・判断力 1 上司の指示や意図、仕事の目的・内容を的確に理解できたか Ｂ
2 理解した事を自らの仕事の効率的な進め方に発展させたか Ｄ
3 仕事を進める過程で生じた異常や突発事項に適切な判断をしたか Ｃ
4 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか Ｃ
5 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収できたか Ｃ

実行力 1 指示された事、必要と判断された事を直ぐに行動に移したか Ｂ
2 困難な状況や障害に対し、粘り強く完遂できたか Ｂ
3 担当する仕事をこなすのに必要な体力はあるか Ｂ

仕事の達成度 1 こなした仕事の量・質は十分だったか Ｂ
2 計画的・効率的に仕事を遂行したか Ｄ
3 決められた時間・期間内に仕事を完遂したか Ｃ
4 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか Ｃ

仕事の質 1 仕事は正確で信頼のおけるものだったか Ｃ
2 仕事の結果は質的に満足できるものだったか Ｃ
3 仕事の手順は規定に準じて的確だったか Ｃ
4 自らの着想・工夫で効率改善できたか Ｄ
5 結果の整理・報告は迅速かつ適切にできたか Ｃ

業務改善 1 業務の改善についてのアイデアを上申したか Ｃ
2 業務の改善についての提案を提出し実施したか Ｄ
3 アイデア・提案は効果的であったか Ｄ

安全への貢献 1 安全作業の遵守を徹底したか Ｂ
2 職場の安全活動を盛り上げ、他のメンバーに適切に指導したか Ｃ
3 設備・工具・治具・部品等の整理・整頓を徹底したか Ｄ
4 潜在危険の予知・不安全箇所の発見に努め、報告、改善したか Ｃ
合計点数 9
上記点数の２倍 18
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従
業
員
Ｃ
に
対
す
る
本
件
業
務
習
熟
度
表
の
内
容
（
2
0
年
）

業
務
習
熟
度
表
項
目

平
成
2
0
年

評
価
点
数

１
　
製
造
業
務

1
-
1
組
立
配
線

製
品
組
立
配
線

0
1
-
2
特
殊
作
業

ニ
ス
処
理

圧
着
端
子

ネ
ジ
締
め
付
け

0
1
-
3
半
田
付
け
作
業

半
田
付
け
作
業

製
品
製
作
用
部
材
収
集
業
務

0
２
　
検
査
業
務

2
-
1
受
入
検
査
・
構
造
検
査

受
入
検
査
（
半
製
品
、
部
品
）

構
造
検
査

0
2
-
2
製
品
性
能
検
査

連
絡
遮
断
装
置

Ｃ
　
（
直
流
電
鉄
用
機
器
）

電
流
検
出
器

B
+

　
調
整
係
数
＝
9
/
1
5
＝
0
.6

M
IC
S
関
係

B
保
護
連
動
装
置

Ｃ
直
流
計
測
装
置

Ａ
直
流
電
圧
検
出
リ
レ
ー

Ａ
直
流
高
速
変
流
器

B
+

情
報
計
測
装
置

Ｂ
-

逆
流
継
電
器

Ａ
0
.5
3

2
-
3
製
品
性
能
検
査

ロ
ケ
ー
タ
交
流
き
電
、
高
配

Ｃ
　
（
交
流
電
鉄
用
機
器
）

避
雷
器
漏
洩
電
流
検
出
器
装
置

B
　
調
整
係
数
＝
4
/
1
5
＝
0
.2
7

交
流
き
電
回
路
用
故
障
選
択
リ
レ
ー

B
切
替
開
閉
器

B
0

2
-
4
製
品
性
能
検
査

漏
電
警
報
装
置
5
～
1
1
型

－
　
（
電
力
用
機
器
）

漏
電
警
報
装
置
M
2
、
M
3
型

Ｂ
-

　
調
整
係
数
＝
2
/
1
5
＝
0
.1
3

B
0

３
　
共
通
業
務

3
-
1
Ｏ
Ａ
機
器
操
作

パ
ソ
コ
ン
操
作

B
+

0
3
-
2
管
理
業
務

計
測
機
器
管
理

B
+

在
庫
管
理

B
1

3
-
3
電
気
関
連
基
礎
知
識

電
気
通
信
・
・
・

0
評
価
点
数
合
計

1
.5
3

上
記
点
数
の
５
倍

7
.6
5

※
本
件
業
務
習
熟
度
表
の
査
定
表
項
目
の
表
記
と
業
務
習
熟
度
表
の
表
記
と
は
「
製
品
組
立
配
線
」
と
「
製
品
組
立
」
な
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て

　
い
る
例
が
あ
る
。

※
本
件
業
務
習
熟
度
表
に
は
上
記
の
と
お
り
「
製
品
製
作
用
部
材
収
集
業
務
」
に
つ
い
て
の
評
価
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
業
務
習
熟
度
表

　
の
「
製
品
製
作
用
部
材
収
集
業
務
」
は
Ｂ
と
さ
れ
て
い
る
。
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社員実態調査票における従業員Ｃに対する会社評価（19年）・本件査定票反映部分

　評価項目 　評価内容 平成19年
規律維持 1 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか Ｂ

2 業務指示・命令を率先して守り、他のメンバーにも徹底させたか Ｂ
3 職務規律の維持・向上に努めたか Ｂ
4 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ
5 設備・備品の取扱、管理を十分行い、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ

チームワーク 1 自主的・積極的に上司に協力し、補佐したか Ｂ
2 他のメンバーに適切な指導・援助を行ったか Ｂ
3 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績向上に努めたか Ｃ
4 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか Ｃ
5 他の課との折衝・連絡を円滑に進め、必要な協力を行ったか Ｃ

仕事意欲 1 会社・課の全体の成果を意識して積極的に業務推進したか Ｂ
2 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に努力したか Ｃ
3 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか Ｃ
4 自己またはグループの仕事を最後まで責任もってやり遂げたか Ｂ
5 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか Ｃ
6 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか Ｃ

知識技能 1 担当する仕事を遂行する上での知識・技術に精通しているか Ｃ
2 担当する仕事に関連した知識・技術を幅広く有しているか Ｃ
3 問題解決の手法・技法を十分有しているか Ｃ

理解力・判断力 1 上司の指示や意図、仕事の目的・内容を的確に理解できたか Ｃ
2 理解した事を自らの仕事の効率的な進め方に発展させたか Ｃ
3 仕事を進める過程で生じた異常や突発事項に適切な判断をしたか Ｃ
4 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか Ｃ
5 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収できたか Ｄ

実行力 1 指示された事、必要と判断された事を直ぐに行動に移したか Ｃ
2 困難な状況や障害に対し、粘り強く完遂できたか Ｂ
3 担当する仕事をこなすのに必要な体力はあるか Ｂ

仕事の達成度 1 こなした仕事の量・質は十分だったか Ｂ
2 計画的・効率的に仕事を遂行したか Ｂ
3 決められた時間・期間内に仕事を完遂したか Ｂ
4 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか Ｃ

仕事の質 1 仕事は正確で信頼のおけるものだったか Ｂ
2 仕事の結果は質的に満足できるものだったか Ｃ
3 仕事の手順は規定に準じて的確だったか Ｂ
4 自らの着想・工夫で効率改善できたか Ｃ
5 結果の整理・報告は迅速かつ適切にできたか Ｂ

業務改善 1 業務の改善についてのアイデアを上申したか Ｃ
2 業務の改善についての提案を提出し実施したか Ｃ
3 アイデア・提案は効果的であったか Ｃ

安全への貢献 1 安全作業の遵守を徹底したか Ｃ
2 職場の安全活動を盛り上げ、他のメンバーに適切に指導したか Ｃ
3 設備・工具・治具・部品等の整理・整頓を徹底したか Ｃ
4 潜在危険の予知・不安全箇所の発見に努め、報告、改善したか Ｃ
合計点数 14
上記点数の２倍 28

担
当
者
と
し
て
の
力
量

組
織
の
一
員
と
し
て
の
業
績

職
務
担
当
者
と
し
て
の
業
績
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社員実態調査票の今期の業務実績の本人記載内容

【Ｘ３組合員】

仕事内容 特筆すべき成果と経営効果

１　検査 な　し

１　調整・試験 納期に間に合わせた

２　出張 休日の緊急の出張に対応した

３　緊急対策用品試験 カードの作業がないとき積極的に対応した

１　調整・試験 納期に間に合わせた

２　出張 休日の緊急の出張に対応した

【Ｘ２組合員】

仕事内容 特筆すべき成果と経営効果

１　各カード製品の中間検査 製品の構造検査と絶縁耐圧試験

２　ロケータの出張試験 ロケータの現地調査及び現地試験

３　クレーム対応 顧客対応及び報告書作成

１　クレーム対応 顧客対応及び報告書作成

２　出張、現地試験
従来までのロケータの他直流き電用Δ Ｉ、直流計測装置の現地調査、現地試験を

行った

３　各カード製品の受入、中間検査 部品及び製品の構造検査と絶縁耐圧試験

１　クレーム対応 客先で発生した不具合、質問に迅速に対応した

２　部品製品の受入検査

３　出張 現地試験を実施するとともに製品に関する質問に適格に対応した

【従業員Ｂ】

仕事内容 特筆すべき成果と経営効果

１　プリント板部材発注 部材在庫の管理

２　プリント板製造 プリント板納期

３　プリント板検査 プリント板実装精度

【従業員Ｃ】

仕事内容 特筆すべき成果と経営効果

１　調整試験 業務推進において、計画的に効率良く推進した

２　　　〃 旧製品、少ない受注製品の調整手順書の作成

３　　　〃
担当する業務内容・調整方法を他のメーンバに教育した。結果として課員（Ｙ６）が

一人で業務をこなせるようになった。

1
8
年

1
9
年

1
8
年

1
9
年

2
0
年

1
9
年

2
0
年

2
2
年
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社員実態調査票の最近の会社課題の本人記載内容

【Ｘ３組合員】

仕事内容

設問１　自分で行ったISO9001に基づくQC活動の１年間の結果を具体的に記述し、自己評価せよ

　客先の満足度という点で、製品が納期に間に合うように生産を行なった。

設問２　ISO14001に基づき行った１年間の自分の活動結果を具体的に記述し、自己評価せよ　

　産業廃棄物の選別を行い、常時監視を行った。

設問３　CS活動で、客先満足を向上させる活動を行った実績を具体的に記載し、より客先満足度を向上させる52期
の活動計画を記載せよ

　製品が納期に間に合うよう、納期をみての仕事ではなく、前倒しできる

ところは率先して仕事をする

設問１　自分で行ったISO9001に基づくQC活動の１年間の結果を具体的に記述し、自己評価せよ

１　製造の業務として、納期に間に合わせるために前倒しできるものは積極的

　検査業務を実施した。

２　ボール盤等の毎月点検を実施した。

設問２　ISO14001に基づき行った１年間の自分の活動結果を具体的に記述し、自己評価せよ　

１　ゴミの分別を行なった。

２　工場内の照明を必要に応じて、入切を行なった。

設問３　CS活動で、客先満足を向上させる活動を行った実績を具体的に記載し、より客先満足度を向上させる53期

の活動計画を記載せよ

１　製造課での客先満足度を計るひとつに納期に間に合わせることであるので、

　今後も納期に間に合わせることを念頭におく

２　出張作業で、客先との連絡を密にし、客先の要望に沿って作業を行なった。

　今後も同様に作業し、不具合が発生しないようにする。

設問１　自分で行ったISO9001に基づくQC活動の１年間の結果を具体的に記述し、自己評価せよ

１　製造の業務として、納期に間に合わせるため前倒しできるものは積極的に

　検査を行った。

２　ボール盤等の毎月点検を実施した。

３　年に１度の恒温槽の定検を実施した。

設問２　ISO14001に基づき行った１年間の自分の活動結果を具体的に記述し、自己評価せよ　

１　ゴミの分別を行ない処理した。

２　工場内の照明を必要に応じて「入」「切」を行なった。

設問３　CS活動で、客先満足を向上させる活動を行った実績を具体的に記載し、より客先満足度を向上させる54期
の活動計画を記載せよ

１　製造課で客先満足度を計るひとつに納期に間に合わせることがあるので、

　今後も納期に間に合わせることを念頭におく

２　出張先で、客先との連絡を密にし、客先の要望に沿って作業を行ない、

　不具合が発生しないようにする。

1
8
年

1
9
年

2
0
年
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【Ｘ２組合員】

仕事内容

設問１　自分で行ったISO9001に基づくQC活動の１年間の結果を具体的に記述し、自己評価せよ

　各種検査において常に規定を念頭に実施し、製品の品質に留意するようにした。

設問２　ISO14001に基づき行った１年間の自分の活動結果を具体的に記述し、自己評価せよ　

　環境の面からも紙ゴミの量を減らす点からコピーの枚数を少なくすること

を心掛けた。

設問３　CS活動で、客先満足を向上させる活動を行った実績を具体的に記載し、より客先満足度を向上させる53期

の活動計画を記載せよ

　客先からの問合せ事項については迅速に応えるようにした。

　今後は要求にあったことはもとより、関連する事項も連絡していくように

努力したい。

設問１　自分で行ったISO9001に基づくQC活動の１年間の結果を具体的に記述し、自己評価せよ

　各種検査、試験、調査において、規定を念頭に対応し、製品の品質に留意した。

設問２　ISO14001に基づき行った１年間の自分の活動結果を具体的に記述し、自己評価せよ　

　紙ゴミを減らすため、コピーの枚数を減らすこと、節電のため電灯のスイッチ

の確認を心掛けた。

設問３　CS活動で、客先満足を向上させる活動を行った実績を具体的に記載し、より客先満足度を向上させる54期

の活動計画を記載せよ

　客先からの問合せ事項、要望事項について迅速に応えるよう心掛けた。

　客先の要求、問合せについて、関連する事項について幅広く対応連絡するよう

にしたい。

設問１　自分で行ったISO9001に基づくQC活動の結果を具体的に記述し、自己評価せよ

　製品、部品の絶縁耐圧試験において、耐圧試験時のリーク電流を記録する

ことにより、問題の発生を早く見つけられるようにした。

設問２　ISO14001に基づき行った自分の活動結果を具体的に記述し、自己評価せよ　

　仕事における環境の影響度は紙のゴミと電力消費が身近に考えられることで

あり、不要なコピーを止めること、試験器測定器照明を無駄に活かさないよう

にした。

設問３　CS活動で、客先満足を向上させる活動を行った実績を具体的に記載し、より客先満足度を向上させる活動

計画を記載せよ

　客先の問合せに関し、　Ｚ３　に直接責任のない件に関してもていねいに

対応し、Ｚ３の製品の役割についても回答するようにした。
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社員実態調査票の最近の会社課題の本人記載内容

【従業員Ｂ】

仕事内容

設問１　自分で行ったISO9001に基づくQC活動の１年間の結果を具体的に記述し、自己評価せよ

　・プリント板製造納期の厳守

　試験納期厳守のためプリント板製造工程を立てる

　部材発注工程→外注先実装工程→P極検査工程

設問２　ISO14001に基づき行った１年間の自分の活動結果を具体的に記述し、自己評価せよ　

　廃棄物の分別、電力の節電

　有害物質を含む部材の使用量の記録と管理

設問３　CS活動で、客先満足を向上させる活動を行った実績を具体的に記載し、より客先満足度を向上させる52期

の活動計画を記載せよ

　納期の厳守

　部材在庫精度を上げ客先納期厳守

【従業員Ｃ】

仕事内容

設問１　自分で行ったISO9001に基づくQC活動の１年間の結果を具体的に記述し、自己評価せよ

　業務を円滑にするために計測機器の管理体制をととのえた。

　常に品質に対して作業効率を考えて業務活動を実施している。又、他のメン

バーにも意識をうながした。

　受注の少ない製品又、標準BOOKのない製品の調整手順書の作成を行った。

　(例)無負荷電流検出リレー、等

設問２　ISO14001に基づき行った１年間の自分の活動結果を具体的に記述し、自己評価せよ　

　分別処理の徹底と継続を推進している。

　日常業務の中で、ムダな時間を省き、電力低減に努力している。

　設備等の整理・整頓は当然の事、会社の内・外の整理、清掃を行っている。

設問３　CS活動で、客先満足を向上させる活動を行った実績を具体的に記載し、より客先満足度を向上させる53期

の活動計画を記載せよ

　作業中に不具合発生時、原因をまとめ、同じような原因で不具合発生した時

の時間短縮できるようにしている。（業務改善にもつながると思う）

　これが充実していけば、品質不良”０”を目指していることに対しての一担に

なると思う。
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製
造
課
の
非
組
合
員
に
対
す
る
業
務
習
熟
度
表
の
内
容
（2
1年

・本
件
業
務
習
熟
度
表
へ
の
反
映
の
可
能
性
の
あ
る
部
分
）

査
定
表
項
目

業
務
習
熟
度
表
項
目

1
2

3
4

5
6

Ａ
Ｂ+

Ｂ
Ｂ-

Ｃ
１　
製
造
業
務

1-
1組

立
配
線

製
品
組
立
配
線

Ｃ
B-

Ｃ
B+

Ｃ
Ｃ

0
(0
.0%
)

1
(1
6.7
%)

0
(0
.0%
)

1
(1
6.7
%)

4
(6
6.7
%)

1-
2特

殊
作
業

ニ
ス
処
理

圧
着
端
子

B
B-

B+
Ａ

B-
Ｃ

1
(1
6.7
%)

1
(1
6.7
%)

1
(1
6.7
%)

2
(3
3.3
%)

1
(1
6.7
%)

ネ
ジ
締
め
付
け

B
B

B
B+

B-
Ｃ

0
(0
.0%
)

1
(1
6.7
%)

3
(5
0.0
%)

1
(1
6.7
%)

1
(1
6.7
%)

1-
3半

田
付
け
作
業

半
田
付
け
作
業

B+
B-

B+
B

B
B-

0
(0
.0%
)

2
(3
3.3
%)

2
(3
3.3
%)

2
(3
3.3
%)

0
(0
.0%
)

製
品
製
作
用
部
材
収
集
業
務

B
Ａ

B
B-

1
(2
5.0
%)

0
(0
.0%
)

2
(5
0.0
%)

1
(2
5.0
%)

0
(0
.0%
)

２　
検
査
業
務

2-
1受

入
検
査
・構

造
検
査

受
入
検
査
（半

製
品
、部

品
）

B+
Ｃ

B+
B+

B-
Ｃ

0
(0
.0%
)

3
(5
0.0
%)

0
(0
.0%
)

1
(1
6.7
%)

2
(3
3.3
%)

構
造
検
査

2-
2製

品
性
能
検
査

連
絡
遮
断
装
置

B+
B

Ａ
Ｃ

Ｃ
1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

0
(0
.0%
)

2
(4
0.0
%)

　（
直
流
電
鉄
用
機
器
）

電
流
検
出
器

Ｃ
B

Ｂ
Ｃ

B+
0
(0
.0%
)

1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

0
(0
.0%
)

2
(4
0.0
%)

　調
整
係
数
＝
9/
15
＝
0.6

MI
CS
関
係

B+
B+

Ｃ
Ｃ

B
0
(0
.0%
)

2
(4
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

0
(0
.0%
)

2
(4
0.0
%)

保
護
連
動
装
置

B+
Ａ

Ｃ
B+

B-
1
(2
0.0
%)

2
(4
0.0
%)

0
(0
.0%
)

1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

直
流
計
測
装
置

B
B-

Ｂ
Ｃ

Ａ
1
(2
0.0
%)

0
(0
.0%
)

1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

直
流
電
圧
検
出
リレ

ー
Ｂ-

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ａ

1
(2
0.0
%)

0
(0
.0%
)

0
(0
.0%
)

0
(0
.0%
)

3
(6
0.0
%)

直
流
高
速
変
流
器

Ｃ
Ｃ

Ａ
Ｃ

B+
1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

0
(0
.0%
)

0
(0
.0%
)

3
(6
0.0
%)

情
報
計
測
装
置

B+
Ｃ

B+
Ｃ

B-
0
(0
.0%
)

2
(4
0.0
%)

0
(0
.0%
)

1
(2
0.0
%)

2
(4
0.0
%)

逆
流
継
電
器

Ｃ
Ｃ

B+
Ｃ

Ａ
1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

0
(0
.0%
)

0
(0
.0%
)

3
(6
0.0
%)

2-
3製

品
性
能
検
査

ロ
ケ
ー
タ交

流
き
電
、高

配
Ａ

B-
Ｃ

Ｃ
Ｃ

1
(2
0.0
%)

0
(0
.0%
)

0
(0
.0%
)

1
(2
0.0
%)

3
(6
0.0
%)

　（
交
流
電
鉄
用
機
器
）

避
雷
器
漏
洩
電
流
検
出
器
装
置

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

B
0
(0
.0%
)

0
(0
.0%
)

1
(2
0.0
%)

0
(0
.0%
)

4
(8
0.0
%)

　調
整
係
数
＝
4/
15
＝
0.2
7

交
流
き
電
回
路
用
故
障
選
択
リレ

ー
B+

B-
Ｃ

Ｃ
B

0
(0
.0%
)

1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

2
(4
0.0
%)

切
替
開
閉
器

B
Ｃ

Ｃ
Ｃ

B
0
(0
.0%
)

0
(0
.0%
)

2
(4
0.0
%)

0
(0
.0%
)

3
(6
0.0
%)

2-
4製

品
性
能
検
査

ア
イソ

レ
ー
タ(
19
･2
0年

な
し）

B+
Ｂ

Ｃ
Ｃ

B
0
(0
.0%
)

1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

0
(0
.0%
)

2
(4
0.0
%)

　（
電
力
用
機
器
）

漏
電
警
報
装
置
5～

11
型
(2
1年

な
し）

　調
整
係
数
＝
2/
15
＝
0.1
3

漏
電
警
報
装
置
M2
、M
3型

B
Ｃ

B+
Ｃ

B-
0
(0
.0%
)

1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

1
(2
0.0
%)

2
(4
0.0
%)

３　
共
通
業
務

3-
1Ｏ
Ａ機

器
操
作

パ
ソコ

ン
操
作

B
Ｃ

B
Ｃ

0
(0
.0%
)

0
(0
.0%
)

2
(5
0.0
%)

0
(0
.0%
)

2
(5
0.0
%)

3-
2管

理
業
務

計
測
機
器
管
理

B+
B

B-
Ｃ

0
(0
.0%
)

1
(2
5.0
%)

1
(2
5.0
%)

1
(2
5.0
%)

1
(2
5.0
%)

在
庫
管
理

B+
B+

B+
Ｃ

0
(0
.0%
)

3
(7
5.0
%)

0
(0
.0%
)

0
(0
.0%
)

1
(2
5.0
%)

3-
3電

気
関
連
基
礎
知
識

電
気
通
信
・・
・

B-
B-

Ｃ
Ｃ

0
(0
.0%
)

0
(0
.0%
)

0
(0
.0%
)

2
(5
0.0
%)

2
(5
0.0
%)

※
本
件
業
務
習
熟
度
表
の
査
定
表
項
目
の
表
記
が
業
務
習
熟
度
表
の
表
記
とは

「製
品
組
立
配
線
」と
「製

品
組
立
」な
どの

よ
うに

異
な
って

い
る
例
が
あ
る
。

※
業
務
習
熟
度
表
に
は
「構

造
検
査
」と
い
う項

目
は
な
い
。

※
非
組
合
員
の
氏
名
は
明
らか

に
され

て
お
らず

、業
務
習
熟
度
表
は
複
数
枚
か
らな

る
た
め
、同

一
の
従
業
員
に
対
す
る
評
価
とは

限
らな

い
。
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品
質
管
理
課
の
非
組
合
員
に
対
す
る
業
務
習
熟
度
表
の
内
容
（2
2年
・本
件
業
務
習
熟
度
表
へ
の
反
映
の
可
能
性
の
あ
る
部
分
）

業
務
習
熟
度
表
項
目

1
2

3
4

5
１　
検
査
業
務

1-
1受

入
試
験

電
気
・電

子
部
品

－
Ｂ

Ｂ
－

－
構
造
部
品

－
－

Ｂ
-

Ｂ
-

－
半
製
品

－
－

－
－

－
配
電
盤

－
－

－
－

－
1-
2絶

縁
・耐

圧
試
験

絶
縁
・耐

圧
試
験

－
Ｂ

Ｂ
-

－
－

1-
3調

整
試
験

直
流
関
係

－
－

－
－

－
交
流
関
係

－
－

－
－

－
電
力
関
係

－
－

－
－

－
1-
4完

成
検
査

完
成
検
査

－
－

－
－

－
２　
品
質
管
理
・環

境
管
理

2-
1Q
M
S運

用
Q
M
S運

用
－

－
－

－
－

2-
2E
M
S運

用
EM
S運

用
－

－
－

－
－

2-
3ク
レ
ー
ム
・不

適
合
品
処
理

ク
レ
ー
ム
・不

適
合
品
処
理

－
Ａ

Ｂ
－

Ｂ
-

３　
共
通
業
務

3-
1Ｏ
Ａ
機
器
操
作

パ
ソ
コ
ン
操
作

－
－

－
－

－
3-
2管

理
業
務

文
書
・記

録
管
理
、内

部
監
査

－
－

Ｂ
+

－
Ｂ
+

3-
3特

定
業
務

　 ※
業
務
習
熟
度
表
に
は
、「
受
入
試
験
」と
い
う
項
目
は
な
く、
「受

入
検
査
」と
の
項
目
が
あ
る
。

※
本
件
業
務
習
熟
度
表
で
は
、「
受
入
試
験
」「
調
整
試
験
」は

１項
目
で
あ
る
が
、業

務
習
熟
度
表
の
「受

入
検
査
」「
調
整
試
験
」は

、
　そ

れ
ぞ
れ
上
記
の
４項

目
と
３項

目
か
ら
な
り
、そ

れ
ぞ
れ
評
価
を
記
載
す
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
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社員実態調査票における非組合員に対する会社評価（20年）・本件査定票反映部分

　評価項目 　評価内容 1 2 3 4 5
規律維持 1 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ

2 業務指示・命令を率先して守り、他のメンバーにも徹底させたか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
3 職務規律の維持・向上に努めたか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
4 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
5 設備・備品の取扱、管理を十分行い、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ

チームワーク 1 自主的・積極的に上司に協力し、補佐したか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
2 他のメンバーに適切な指導・援助を行ったか Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
3 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績向上に努めたか Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
4 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｄ
5 他の課との折衝・連絡を円滑に進め、必要な協力を行ったか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ

仕事意欲 1 会社・課の全体の成果を意識して積極的に業務推進したか Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
2 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に努力したか Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
3 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
4 自己またはグループの仕事を最後まで責任もってやり遂げたか Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ
5 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか Ｂ Ｃ Ｃ Ｄ Ｂ
6 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ

知識技能 1 担当する仕事を遂行する上での知識・技術に精通しているか Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ
2 担当する仕事に関連した知識・技術を幅広く有しているか Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ
3 問題解決の手法・技法を十分有しているか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

理解力・判断力 1 上司の指示や意図、仕事の目的・内容を的確に理解できたか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｄ
2 理解した事を自らの仕事の効率的な進め方に発展させたか Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ
3 仕事を進める過程で生じた異常や突発事項に適切な判断をしたか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
4 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ
5 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収できたか Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ

実行力 1 指示された事、必要と判断された事を直ぐに行動に移したか Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
2 困難な状況や障害に対し、粘り強く完遂できたか Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ
3 担当する仕事をこなすのに必要な体力はあるか Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ

仕事の達成度 1 こなした仕事の量・質は十分だったか Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ
2 計画的・効率的に仕事を遂行したか Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｄ
3 決められた時間・期間内に仕事を完遂したか Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ
4 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ

仕事の質 1 仕事は正確で信頼のおけるものだったか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
2 仕事の結果は質的に満足できるものだったか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
3 仕事の手順は規定に準じて的確だったか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
4 自らの着想・工夫で効率改善できたか Ｃ Ｂ Ｂ Ｄ Ｃ
5 結果の整理・報告は迅速かつ適切にできたか Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ

業務改善 1 業務の改善についてのアイデアを上申したか Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ
2 業務の改善についての提案を提出し実施したか Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ
3 アイデア・提案は効果的であったか Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ

安全への貢献 1 安全作業の遵守を徹底したか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
2 職場の安全活動を盛り上げ、他のメンバーに適切に指導したか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
3 設備・工具・治具・部品等の整理・整頓を徹底したか Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ
4 潜在危険の予知・不安全箇所の発見に努め、報告、改善したか Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ
合計点数 12 33 6 -10 -4
上記点数の２倍 24 66 12 -20 -8

組
織
の
一
員
と
し
て
の
業
績

担
当
者
と
し
て
の
力
量

職
務
担
当
者
と
し
て
の
業
績
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｄ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｄ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ
Ｂ Ｂ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｄ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｂ Ｂ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ
Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ
Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｂ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｂ Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ
Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｂ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ
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社
員
実
態
調
査
票
に
お
け
る
非
組
合
員
に
対
す
る
会
社
評
価
の
比
率
（
2
0
年
）
・
本
件
査
定
票
反
映
部
分

　
評
価
項
目

　
評
価
内
容

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
規
律
維
持

1
会
社
の
方
針
・
施
策
を
十
分
理
解
し
、
達
成
に
努
め
た
か

0
(0
.0
%
)

9
(3
3
.3
%
)
1
8
(6
6
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

2
業
務
指
示
・
命
令
を
率
先
し
て
守
り
、
他
の
メ
ン
バ
ー
に
も
徹
底
さ
せ
た
か

0
(0
.0
%
)

7
(2
5
.9
%
)
1
7
(6
3
.0
%
)

3
(1
1
.1
%
)

0
(0
.0
%
)

3
職
務
規
律
の
維
持
・
向
上
に
努
め
た
か

0
(0
.0
%
)

9
(3
3
.3
%
)
1
8
(6
6
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

4
公
私
の
区
別
を
つ
け
、
他
の
メ
ン
バ
ー
に
も
徹
底
さ
せ
た
か

0
(0
.0
%
)

8
(2
9
.6
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

5
設
備
・
備
品
の
取
扱
、
管
理
を
十
分
行
い
、
他
の
メ
ン
バ
ー
に
も
徹
底
さ
せ
た
か

0
(0
.0
%
)

7
(2
5
.9
%
)
2
0
(7
4
.1
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

チ
ー
ム
ワ
ー
ク

1
自
主
的
・
積
極
的
に
上
司
に
協
力
し
、
補
佐
し
た
か

0
(0
.0
%
)
1
1
(4
0
.7
%
)
1
4
(5
1
.9
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

2
他
の
メ
ン
バ
ー
に
適
切
な
指
導
・
援
助
を
行
っ
た
か

0
(0
.0
%
)

7
(2
5
.9
%
)
1
8
(6
6
.7
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

3
「
会
社
や
課
と
し
て
の
業
績
」
を
念
頭
に
置
き
、
業
績
向
上
に
努
め
た
か

0
(0
.0
%
)
1
1
(4
0
.7
%
)
1
5
(5
5
.6
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

4
会
社
や
課
の
問
題
意
識
を
高
め
解
決
に
努
力
し
た
か

0
(0
.0
%
)

3
(1
1
.1
%
)
2
0
(7
4
.1
%
)

4
(1
4
.8
%
)

0
(0
.0
%
)

5
他
の
課
と
の
折
衝
・
連
絡
を
円
滑
に
進
め
、
必
要
な
協
力
を
行
っ
た
か

1
(3
.7
%
)

5
(1
8
.5
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

仕
事
意
欲

1
会
社
・
課
の
全
体
の
成
果
を
意
識
し
て
積
極
的
に
業
務
推
進
し
た
か

1
(3
.7
%
)
1
3
(4
8
.1
%
)
1
1
(4
0
.7
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

2
自
己
の
目
標
を
設
定
し
て
、
新
し
い
知
識
・
技
術
の
習
得
に
努
力
し
た
か

0
(0
.0
%
)

6
(2
2
.2
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

3
技
術
の
変
化
や
多
様
化
に
率
先
し
て
挑
戦
し
た
か

0
(0
.0
%
)

2
(7
.4
%
)
2
1
(7
7
.8
%
)

4
(1
4
.8
%
)

0
(0
.0
%
)

4
自
己
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
の
仕
事
を
最
後
ま
で
責
任
も
っ
て
や
り
遂
げ
た
か

1
(3
.7
%
)
1
8
(6
6
.7
%
)

8
(2
9
.6
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

5
問
題
点
・
疑
問
点
を
徹
底
的
に
追
求
し
、
解
決
に
努
め
た
か

0
(0
.0
%
)

6
(2
2
.2
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

6
絶
え
ず
問
題
意
識
を
持
っ
て
仕
事
に
取
り
組
ん
だ
か

0
(0
.0
%
)
1
0
(3
7
.0
%
)
1
5
(5
5
.6
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

知
識
技
能

1
担
当
す
る
仕
事
を
遂
行
す
る
上
で
の
知
識
・
技
術
に
精
通
し
て
い
る
か

0
(0
.0
%
)

8
(2
9
.6
%
)
1
7
(6
3
.0
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

2
担
当
す
る
仕
事
に
関
連
し
た
知
識
・
技
術
を
幅
広
く
有
し
て
い
る
か

0
(0
.0
%
)

3
(1
1
.1
%
)
2
1
(7
7
.8
%
)

3
(1
1
.1
%
)

0
(0
.0
%
)

3
問
題
解
決
の
手
法
・
技
法
を
十
分
有
し
て
い
る
か

0
(0
.0
%
)

1
(3
.7
%
)
2
2
(8
1
.5
%
)

4
(1
4
.8
%
)

0
(0
.0
%
)

理
解
力
・
判
断
力

1
上
司
の
指
示
や
意
図
、
仕
事
の
目
的
・
内
容
を
的
確
に
理
解
で
き
た
か

1
(3
.7
%
)
1
1
(4
0
.7
%
)
1
2
(4
4
.4
%
)

3
(1
1
.1
%
)

0
(0
.0
%
)

2
理
解
し
た
事
を
自
ら
の
仕
事
の
効
率
的
な
進
め
方
に
発
展
さ
せ
た
か

0
(0
.0
%
)

9
(3
3
.3
%
)
1
7
(6
3
.0
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

3
仕
事
を
進
め
る
過
程
で
生
じ
た
異
常
や
突
発
事
項
に
適
切
な
判
断
を
し
た
か

0
(0
.0
%
)

5
(1
8
.5
%
)
2
0
(7
4
.1
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

4
問
題
点
を
敏
感
に
感
知
し
幅
広
く
処
置
で
き
た
か

0
(0
.0
%
)

2
(7
.4
%
)
2
1
(7
7
.8
%
)

4
(1
4
.8
%
)

0
(0
.0
%
)

5
新
し
い
仕
事
、
新
し
い
知
識
に
対
し
、
対
応
・
吸
収
で
き
た
か

0
(0
.0
%
)

5
(1
8
.5
%
)
2
0
(7
4
.1
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

実
行
力

1
指
示
さ
れ
た
事
、
必
要
と
判
断
さ
れ
た
事
を
直
ぐ
に
行
動
に
移
し
た
か

1
(3
.7
%
)
1
4
(5
1
.9
%
)
1
1
(4
0
.7
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

2
困
難
な
状
況
や
障
害
に
対
し
、
粘
り
強
く
完
遂
で
き
た
か

1
(3
.7
%
)
1
2
(4
4
.4
%
)
1
2
(4
4
.4
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

3
担
当
す
る
仕
事
を
こ
な
す
の
に
必
要
な
体
力
は
あ
る
か

2
(7
.4
%
)
1
5
(5
5
.6
%
)

9
(3
3
.3
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

仕
事
の
達
成
度

1
こ
な
し
た
仕
事
の
量
・
質
は
十
分
だ
っ
た
か

0
(0
.0
%
)

8
(2
9
.6
%
)
1
4
(5
1
.9
%
)

5
(1
8
.5
%
)

0
(0
.0
%
)

2
計
画
的
・
効
率
的
に
仕
事
を
遂
行
し
た
か

0
(0
.0
%
)
1
0
(3
7
.0
%
)
1
4
(5
1
.9
%
)

3
(1
1
.1
%
)

0
(0
.0
%
)

3
決
め
ら
れ
た
時
間
・
期
間
内
に
仕
事
を
完
遂
し
た
か

0
(0
.0
%
)
1
0
(3
7
.0
%
)
1
3
(4
8
.1
%
)

4
(1
4
.8
%
)

0
(0
.0
%
)

4
多
岐
に
わ
た
る
仕
事
を
円
滑
に
処
理
し
た
か

0
(0
.0
%
)

9
(3
3
.3
%
)
1
6
(5
9
.3
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

仕
事
の
質

1
仕
事
は
正
確
で
信
頼
の
お
け
る
も
の
だ
っ
た
か

1
(3
.7
%
)
1
0
(3
7
.0
%
)
1
5
(5
5
.6
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

2
仕
事
の
結
果
は
質
的
に
満
足
で
き
る
も
の
だ
っ
た
か

1
(3
.7
%
)

5
(1
8
.5
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

3
仕
事
の
手
順
は
規
定
に
準
じ
て
的
確
だ
っ
た
か

1
(3
.7
%
)
1
1
(4
0
.7
%
)
1
5
(5
5
.6
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

4
自
ら
の
着
想
・
工
夫
で
効
率
改
善
で
き
た
か

0
(0
.0
%
)

4
(1
4
.8
%
)
2
1
(7
7
.8
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

5
結
果
の
整
理
・
報
告
は
迅
速
か
つ
適
切
に
で
き
た
か

0
(0
.0
%
)

6
(2
2
.2
%
)
1
8
(6
6
.7
%
)

3
(1
1
.1
%
)

0
(0
.0
%
)

業
務
改
善

1
業
務
の
改
善
に
つ
い
て
の
ア
イ
デ
ア
を
上
申
し
た
か

0
(0
.0
%
)

1
(3
.7
%
)
1
8
(6
6
.7
%
)

8
(2
9
.6
%
)

0
(0
.0
%
)

2
業
務
の
改
善
に
つ
い
て
の
提
案
を
提
出
し
実
施
し
た
か

0
(0
.0
%
)

1
(3
.7
%
)
1
6
(5
9
.3
%
)
1
0
(3
7
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

3
ア
イ
デ
ア
・
提
案
は
効
果
的
で
あ
っ
た
か

0
(0
.0
%
)

1
(3
.7
%
)
1
7
(6
3
.0
%
)

9
(3
3
.3
%
)

0
(0
.0
%
)

安
全
へ
の
貢
献

1
安
全
作
業
の
遵
守
を
徹
底
し
た
か

1
(3
.7
%
)
1
0
(3
7
.0
%
)
1
6
(5
9
.3
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

2
職
場
の
安
全
活
動
を
盛
り
上
げ
、
他
の
メ
ン
バ
ー
に
適
切
に
指
導
し
た
か

0
(0
.0
%
)

3
(1
1
.1
%
)
2
3
(8
5
.2
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

3
設
備
・
工
具
・
治
具
・
部
品
等
の
整
理
・
整
頓
を
徹
底
し
た
か

1
(3
.7
%
)

6
(2
2
.2
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

4
潜
在
危
険
の
予
知
・
不
安
全
箇
所
の
発
見
に
努
め
、
報
告
、
改
善
し
た
か

0
(0
.0
%
)

1
(3
.7
%
)
2
5
(9
2
.6
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

組 織 の 一 員 と し て の 業 績 担 当 者 と し て の 力 量 職 務 担 当 者 と し て の 業 績
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社員実態調査票における非組合員に対する会社評価（22年）・本件査定票反映部分

　評価項目 　評価内容 1 2 3 4 5
規律維持 1 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ

2 業務指示・命令を率先して守り、他のメンバーにも徹底させたか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
3 職務規律の維持・向上に努めたか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
4 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
5 設備・備品の取扱、管理を十分行い、他のメンバーにも徹底させたか Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ

チームワーク 1 自主的・積極的に上司に協力し、補佐したか Ｃ Ｂ Ｂ Ｄ Ｃ
2 他のメンバーに適切な指導・援助を行ったか Ｂ Ｂ Ｂ Ｄ Ｃ
3 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績向上に努めたか Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
4 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
5 他の課との折衝・連絡を円滑に進め、必要な協力を行ったか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ

仕事意欲 1 会社・課の全体の成果を意識して積極的に業務推進したか Ｂ Ｂ Ｂ Ｄ Ｃ
2 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に努力したか Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ
3 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ
4 自己またはグループの仕事を最後まで責任もってやり遂げたか Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
5 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか Ｂ Ｃ Ｃ Ｄ Ｂ
6 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ

知識技能 1 担当する仕事を遂行する上での知識・技術に精通しているか Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ
2 担当する仕事に関連した知識・技術を幅広く有しているか Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ
3 問題解決の手法・技法を十分有しているか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

理解力・判断力 1 上司の指示や意図、仕事の目的・内容を的確に理解できたか Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
2 理解した事を自らの仕事の効率的な進め方に発展させたか Ｃ Ｂ Ｂ Ｄ Ｃ
3 仕事を進める過程で生じた異常や突発事項に適切な判断をしたか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
4 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
5 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収できたか Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ

実行力 1 指示された事、必要と判断された事を直ぐに行動に移したか Ｃ Ｂ Ｂ Ｄ Ｃ
2 困難な状況や障害に対し、粘り強く完遂できたか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
3 担当する仕事をこなすのに必要な体力はあるか Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ

仕事の達成度 1 こなした仕事の量・質は十分だったか Ｂ Ｂ Ｂ Ｄ Ｂ
2 計画的・効率的に仕事を遂行したか Ｃ Ｂ Ｂ Ｄ Ｃ
3 決められた時間・期間内に仕事を完遂したか Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ｄ
4 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ

仕事の質 1 仕事は正確で信頼のおけるものだったか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ
2 仕事の結果は質的に満足できるものだったか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
3 仕事の手順は規定に準じて的確だったか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
4 自らの着想・工夫で効率改善できたか Ｃ Ｂ Ｂ Ｄ Ｃ
5 結果の整理・報告は迅速かつ適切にできたか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ

業務改善 1 業務の改善についてのアイデアを上申したか Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ
2 業務の改善についての提案を提出し実施したか Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ
3 アイデア・提案は効果的であったか Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ

安全への貢献 1 安全作業の遵守を徹底したか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
2 職場の安全活動を盛り上げ、他のメンバーに適切に指導したか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
3 設備・工具・治具・部品等の整理・整頓を徹底したか Ｃ Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ
4 潜在危険の予知・不安全箇所の発見に努め、報告、改善したか Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ
合計点数 20 35 9 -17 5
上記点数の２倍 40 70 18 -34 10
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社員実態調査票における非組合員に対する会社評価（22年）・本件査定票反映部分

　評価項目 　評価内容 6 7 8 9 10
規律維持 1 会社の方針・施策を十分理解し、達成に努めたか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

2 業務指示・命令を率先して守り、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
3 職務規律の維持・向上に努めたか Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
4 公私の区別をつけ、他のメンバーにも徹底させたか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
5 設備・備品の取扱、管理を十分行い、他のメンバーにも徹底させたか Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

チームワーク 1 自主的・積極的に上司に協力し、補佐したか Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ
2 他のメンバーに適切な指導・援助を行ったか Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ
3 「会社や課としての業績」を念頭に置き、業績向上に努めたか Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ
4 会社や課の問題意識を高め解決に努力したか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
5 他の課との折衝・連絡を円滑に進め、必要な協力を行ったか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

仕事意欲 1 会社・課の全体の成果を意識して積極的に業務推進したか Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ
2 自己の目標を設定して、新しい知識・技術の習得に努力したか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
3 技術の変化や多様化に率先して挑戦したか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
4 自己またはグループの仕事を最後まで責任もってやり遂げたか Ｃ Ｄ Ｃ Ｂ Ｃ
5 問題点・疑問点を徹底的に追求し、解決に努めたか Ｂ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ
6 絶えず問題意識を持って仕事に取り組んだか Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ

知識技能 1 担当する仕事を遂行する上での知識・技術に精通しているか Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ
2 担当する仕事に関連した知識・技術を幅広く有しているか Ｃ Ｄ Ｃ Ｄ Ｃ
3 問題解決の手法・技法を十分有しているか Ｃ Ｄ Ｂ Ｄ Ｃ

理解力・判断力 1 上司の指示や意図、仕事の目的・内容を的確に理解できたか Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ
2 理解した事を自らの仕事の効率的な進め方に発展させたか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
3 仕事を進める過程で生じた異常や突発事項に適切な判断をしたか Ｂ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ
4 問題点を敏感に感知し幅広く処置できたか Ｃ Ｄ Ｂ Ｃ Ｃ
5 新しい仕事、新しい知識に対し、対応・吸収できたか Ｂ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ

実行力 1 指示された事、必要と判断された事を直ぐに行動に移したか Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｂ
2 困難な状況や障害に対し、粘り強く完遂できたか Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ
3 担当する仕事をこなすのに必要な体力はあるか Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ

仕事の達成度 1 こなした仕事の量・質は十分だったか Ｄ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ
2 計画的・効率的に仕事を遂行したか Ｄ Ｄ Ｃ Ｃ Ｂ
3 決められた時間・期間内に仕事を完遂したか Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ Ｂ
4 多岐にわたる仕事を円滑に処理したか Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

仕事の質 1 仕事は正確で信頼のおけるものだったか Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ
2 仕事の結果は質的に満足できるものだったか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
3 仕事の手順は規定に準じて的確だったか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ
4 自らの着想・工夫で効率改善できたか Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
5 結果の整理・報告は迅速かつ適切にできたか Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ

業務改善 1 業務の改善についてのアイデアを上申したか Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ
2 業務の改善についての提案を提出し実施したか Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ
3 アイデア・提案は効果的であったか Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｃ

安全への貢献 1 安全作業の遵守を徹底したか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
2 職場の安全活動を盛り上げ、他のメンバーに適切に指導したか Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
3 設備・工具・治具・部品等の整理・整頓を徹底したか Ｄ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ
4 潜在危険の予知・不安全箇所の発見に努め、報告、改善したか Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
合計点数 3 -15 1 -4 9
上記点数の２倍 6 -30 2 -8 18
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ
Ｄ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｄ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｂ Ｄ Ｄ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ
Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ
Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ
-2 24 19 1 10 9 -1 9 17 11 37 20 10 16 6 5 -17
-4 48 38 2 20 18 -2 18 34 22 74 40 20 32 12 10 -34
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比
率
（
2
2
年
）
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査
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票
反
映
部
分

　
評
価
項
目

　
評
価
内
容

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
規
律
維
持

1
会
社
の
方
針
・
施
策
を
十
分
理
解
し
、
達
成
に
努
め
た
か

0
(0
.0
%
)

8
(2
9
.6
%
)
1
8
(6
6
.7
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

2
業
務
指
示
・
命
令
を
率
先
し
て
守
り
、
他
の
メ
ン
バ
ー
に
も
徹
底
さ
せ
た
か

0
(0
.0
%
)

8
(2
9
.6
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

3
職
務
規
律
の
維
持
・
向
上
に
努
め
た
か

0
(0
.0
%
)

8
(2
9
.6
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

4
公
私
の
区
別
を
つ
け
、
他
の
メ
ン
バ
ー
に
も
徹
底
さ
せ
た
か

0
(0
.0
%
)

3
(1
1
.1
%
)
2
4
(8
8
.9
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

5
設
備
・
備
品
の
取
扱
、
管
理
を
十
分
行
い
、
他
の
メ
ン
バ
ー
に
も
徹
底
さ
せ
た
か

0
(0
.0
%
)
1
0
(3
7
.0
%
)
1
6
(5
9
.3
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

チ
ー
ム
ワ
ー
ク

1
自
主
的
・
積
極
的
に
上
司
に
協
力
し
、
補
佐
し
た
か

0
(0
.0
%
)
1
5
(5
5
.6
%
)
1
0
(3
7
.0
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

2
他
の
メ
ン
バ
ー
に
適
切
な
指
導
・
援
助
を
行
っ
た
か

0
(0
.0
%
)

9
(3
3
.3
%
)
1
7
(6
3
.0
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

3
「
会
社
や
課
と
し
て
の
業
績
」
を
念
頭
に
置
き
、
業
績
向
上
に
努
め
た
か

0
(0
.0
%
)
1
2
(4
4
.4
%
)
1
4
(5
1
.9
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

4
会
社
や
課
の
問
題
意
識
を
高
め
解
決
に
努
力
し
た
か

0
(0
.0
%
)

3
(1
1
.1
%
)
2
3
(8
5
.2
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

5
他
の
課
と
の
折
衝
・
連
絡
を
円
滑
に
進
め
、
必
要
な
協
力
を
行
っ
た
か

0
(0
.0
%
)

7
(2
5
.9
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

仕
事
意
欲

1
会
社
・
課
の
全
体
の
成
果
を
意
識
し
て
積
極
的
に
業
務
推
進
し
た
か

0
(0
.0
%
)
1
2
(4
4
.4
%
)
1
3
(4
8
.1
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

2
自
己
の
目
標
を
設
定
し
て
、
新
し
い
知
識
・
技
術
の
習
得
に
努
力
し
た
か

0
(0
.0
%
)

7
(2
5
.9
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

3
技
術
の
変
化
や
多
様
化
に
率
先
し
て
挑
戦
し
た
か

0
(0
.0
%
)

2
(7
.4
%
)
2
4
(8
8
.9
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

4
自
己
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
の
仕
事
を
最
後
ま
で
責
任
も
っ
て
や
り
遂
げ
た
か

0
(0
.0
%
)
1
6
(5
9
.3
%
)
1
0
(3
7
.0
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

5
問
題
点
・
疑
問
点
を
徹
底
的
に
追
求
し
、
解
決
に
努
め
た
か

0
(0
.0
%
)

5
(1
8
.5
%
)
2
0
(7
4
.1
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

6
絶
え
ず
問
題
意
識
を
持
っ
て
仕
事
に
取
り
組
ん
だ
か

0
(0
.0
%
)

9
(3
3
.3
%
)
1
5
(5
5
.6
%
)

3
(1
1
.1
%
)

0
(0
.0
%
)

知
識
技
能

1
担
当
す
る
仕
事
を
遂
行
す
る
上
で
の
知
識
・
技
術
に
精
通
し
て
い
る
か

0
(0
.0
%
)

7
(2
5
.9
%
)
1
7
(6
3
.0
%
)

3
(1
1
.1
%
)

0
(0
.0
%
)

2
担
当
す
る
仕
事
に
関
連
し
た
知
識
・
技
術
を
幅
広
く
有
し
て
い
る
か

0
(0
.0
%
)

6
(2
2
.2
%
)
1
7
(6
3
.0
%
)

4
(1
4
.8
%
)

0
(0
.0
%
)

3
問
題
解
決
の
手
法
・
技
法
を
十
分
有
し
て
い
る
か

0
(0
.0
%
)

2
(7
.4
%
)
2
1
(7
7
.8
%
)

4
(1
4
.8
%
)

0
(0
.0
%
)

理
解
力
・
判
断
力

1
上
司
の
指
示
や
意
図
、
仕
事
の
目
的
・
内
容
を
的
確
に
理
解
で
き
た
か

0
(0
.0
%
)
1
1
(4
0
.7
%
)
1
6
(5
9
.3
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

2
理
解
し
た
事
を
自
ら
の
仕
事
の
効
率
的
な
進
め
方
に
発
展
さ
せ
た
か

0
(0
.0
%
)

6
(2
2
.2
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

3
仕
事
を
進
め
る
過
程
で
生
じ
た
異
常
や
突
発
事
項
に
適
切
な
判
断
を
し
た
か

0
(0
.0
%
)

7
(2
5
.9
%
)
1
8
(6
6
.7
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

4
問
題
点
を
敏
感
に
感
知
し
幅
広
く
処
置
で
き
た
か

0
(0
.0
%
)

5
(1
8
.5
%
)
2
0
(7
4
.1
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

5
新
し
い
仕
事
、
新
し
い
知
識
に
対
し
、
対
応
・
吸
収
で
き
た
か

0
(0
.0
%
)

4
(1
4
.8
%
)
2
0
(7
4
.1
%
)

3
(1
1
.1
%
)

0
(0
.0
%
)

実
行
力

1
指
示
さ
れ
た
事
、
必
要
と
判
断
さ
れ
た
事
を
直
ぐ
に
行
動
に
移
し
た
か

0
(0
.0
%
)
1
3
(4
8
.1
%
)
1
2
(4
4
.4
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

2
困
難
な
状
況
や
障
害
に
対
し
、
粘
り
強
く
完
遂
で
き
た
か

0
(0
.0
%
)

9
(3
3
.3
%
)
1
7
(6
3
.0
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

3
担
当
す
る
仕
事
を
こ
な
す
の
に
必
要
な
体
力
は
あ
る
か

0
(0
.0
%
)
1
3
(4
8
.1
%
)
1
0
(3
7
.0
%
)

4
(1
4
.8
%
)

0
(0
.0
%
)

仕
事
の
達
成
度

1
こ
な
し
た
仕
事
の
量
・
質
は
十
分
だ
っ
た
か

0
(0
.0
%
)

8
(2
9
.6
%
)
1
6
(5
9
.3
%
)

3
(1
1
.1
%
)

0
(0
.0
%
)

2
計
画
的
・
効
率
的
に
仕
事
を
遂
行
し
た
か

0
(0
.0
%
)

9
(3
3
.3
%
)
1
4
(5
1
.9
%
)

4
(1
4
.8
%
)

0
(0
.0
%
)

3
決
め
ら
れ
た
時
間
・
期
間
内
に
仕
事
を
完
遂
し
た
か

0
(0
.0
%
)

9
(3
3
.3
%
)
1
2
(4
4
.4
%
)

6
(2
2
.2
%
)

0
(0
.0
%
)

4
多
岐
に
わ
た
る
仕
事
を
円
滑
に
処
理
し
た
か

0
(0
.0
%
)

7
(2
5
.9
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

仕
事
の
質

1
仕
事
は
正
確
で
信
頼
の
お
け
る
も
の
だ
っ
た
か

0
(0
.0
%
)
1
0
(3
7
.0
%
)
1
6
(5
9
.3
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

2
仕
事
の
結
果
は
質
的
に
満
足
で
き
る
も
の
だ
っ
た
か

0
(0
.0
%
)

5
(1
8
.5
%
)
2
2
(8
1
.5
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

3
仕
事
の
手
順
は
規
定
に
準
じ
て
的
確
だ
っ
た
か

0
(0
.0
%
)

8
(2
9
.6
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

4
自
ら
の
着
想
・
工
夫
で
効
率
改
善
で
き
た
か

0
(0
.0
%
)

5
(1
8
.5
%
)
2
0
(7
4
.1
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

5
結
果
の
整
理
・
報
告
は
迅
速
か
つ
適
切
に
で
き
た
か

0
(0
.0
%
)

3
(1
1
.1
%
)
2
2
(8
1
.5
%
)

2
(7
.4
%
)

0
(0
.0
%
)

業
務
改
善

1
業
務
の
改
善
に
つ
い
て
の
ア
イ
デ
ア
を
上
申
し
た
か

0
(0
.0
%
)

2
(7
.4
%
)
1
9
(7
0
.4
%
)

6
(2
2
.2
%
)

0
(0
.0
%
)

2
業
務
の
改
善
に
つ
い
て
の
提
案
を
提
出
し
実
施
し
た
か

0
(0
.0
%
)

3
(1
1
.1
%
)
1
6
(5
9
.3
%
)

8
(2
9
.6
%
)

0
(0
.0
%
)

3
ア
イ
デ
ア
・
提
案
は
効
果
的
で
あ
っ
た
か

0
(0
.0
%
)

1
(3
.7
%
)
1
8
(6
6
.7
%
)

8
(2
9
.6
%
)

0
(0
.0
%
)

安
全
へ
の
貢
献

1
安
全
作
業
の
遵
守
を
徹
底
し
た
か

0
(0
.0
%
)
1
0
(3
7
.0
%
)
1
7
(6
3
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

0
(0
.0
%
)

2
職
場
の
安
全
活
動
を
盛
り
上
げ
、
他
の
メ
ン
バ
ー
に
適
切
に
指
導
し
た
か

0
(0
.0
%
)

3
(1
1
.1
%
)
2
3
(8
5
.2
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

3
設
備
・
工
具
・
治
具
・
部
品
等
の
整
理
・
整
頓
を
徹
底
し
た
か

0
(0
.0
%
)

7
(2
5
.9
%
)
1
7
(6
3
.0
%
)

3
(1
1
.1
%
)

0
(0
.0
%
)

4
潜
在
危
険
の
予
知
・
不
安
全
箇
所
の
発
見
に
努
め
、
報
告
、
改
善
し
た
か

0
(0
.0
%
)

4
(1
4
.8
%
)
2
2
(8
1
.5
%
)

1
(3
.7
%
)

0
(0
.0
%
)

組 織 の 一 員 と し て の 業 績 担 当 者 と し て の 力 量 職 務 担 当 者 と し て の 業 績
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